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 東京都では、本年６月に平成３０年度の国の施策及び予算に対する提

案要求をとりまとめ、要請活動を行ってまいりました。 

このたび、都として、最重点事項に位置づけた項目につきまして、改

めて予算編成に対する提案要求としてとりまとめました。 

大臣及び各省庁におかれましては、都の提案要求の実現に向けて的確

な措置をとられるよう、お願いいたします。 

 

 

平成２９年１１月 

 

 

東 京 都 
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1

　○ 島しょ港湾等の防災対策の推進　

2

3

　○ 食品ロス削減施策の推進

　○ 国際金融都市・東京の実現

　○ 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進

　○ 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

　○ 市街地の開発に係る諸事業の推進

4

5

※ 新たに最重点事項として提案要求する項目　　　　　

平成30年度　国の予算編成に対する東京都の提案要求（概要）

 「セーフ シティ」の実現～もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京～

　○ 無電柱化事業の推進、臨港道路等の無電柱化

　○ 木造住宅密集地域の整備促進、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進

　○ 乳児用液体ミルクに関する規定整備

　○ 総合的な治安対策の充実・強化

　○ 実効性ある温室効果ガス削減対策の実施、ＬＥＤ照明等の高効率照明の普及促進

　○ 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大、水素社会の実現に向けた着実な取組

 「スマート シティ」の実現～世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京～

　○ 国民保護事案に関する対策の推進【最重点化】※　　　　　など

 「ダイバーシティ」の実現～誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京～

　○ 子供・子育て支援における施策の充実、待機児童解消に向けた支援の充実

　○ 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実、ライフ・ワーク・バランスの推進

　○ 公務員の働き方改革に向けた勤務条件の弾力化、学校における働き方改革の実現

　○ 障害者の就業支援策の一層の充実

　○ 鉄道駅のバリアフリー化の推進

　○ 大都市にふさわしい介護報酬及び施設基準の見直し

　○ 受動喫煙防止対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　○ 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和【再構築】※、外国人旅行者の受入環境整備の拡充

　○ 外かく環状道路の早期完成、高速道路網の整備推進及び有効活用等

　○ 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進

　○ 東京２３区の大学の定員抑制等の見直し【新規】※

　○ 地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進

　○ 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進

　○ 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善　　　　　　　　など

 地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進

　○ 地方消費税の清算基準の制度趣旨を踏まえた精緻化

 東京2020オリンピック・パラリンピック大会の成功

　○ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

　○ 首都東京を守るテロ対応力の強化、サイバー攻撃対策の強化　　　　など

最 重 点 事 項

平成30年度後期提案要求（Ｈ29.11） 57
平成30年度前期提案要求（Ｈ29.6） 54
平成29年度後期提案要求（Ｈ28.11） 45
平成29年度前期提案要求（Ｈ28.6） 43

最重点事項
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項目
番号

施　　　　　策

1 競技会場の整備等

競技会場の整備

安定的な大会運営

競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備

競技会場周辺の防災対策の強化

2 輸送手段の整備

三環状道路の整備及び利用しやすい料金体系の構築

会場周辺道路・公共交通機関の整備

拠点駅周辺の基盤整備

羽田空港の機能強化

大型クルーズ客船ふ頭の整備

3 交通機関や公共空間のバリアフリー化

鉄道のバリアフリー化

道路のバリアフリー化

4 テロ対策など治安対策等の強化

治安の維持向上

首都東京を守るテロ対応力の強化

防災・危機管理体制の強化

5 外国人旅行者の受入体制の整備

快適な滞在環境の整備

6 大会開催都市にふさわしい環境の整備

大会開催に向けた緑化の推進

大会開催に向けた環境施策の推進

7 スポーツ・教育・文化の振興

スポーツ施設の整備等

オリンピック・パラリンピック教育の推進

文化プログラムの推進

8 日本の技術力の発信と成長機会の獲得

水素エネルギー利活用の推進

大会を契機とした経済活性化

9 パラリンピック競技大会に向けた競技会場の整備等

競技会場の整備及び安定的な大会運営

障害者スポーツの振興

鉄道のバリアフリー化（再掲）

道路のバリアフリー化（再掲）
　※ これらの要望事項は、東京２０２０大会に向けて完了を目指す事業だけでなく、取組を加速させていく事業を含めて

整理している。

２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議

東京都との連絡協議会に係る要望事項について

１　 東京２０２０大会に向けた国と都の連携について

　東京２０２０大会に向けて、国と開催都市である都とのより密接な連携に資するため、平
成２６年１月３１日、「２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会関係府省庁連絡
会議　東京都との連絡協議会」（平成２７年７月２４日に会議名称を変更）を開催し、大会
の成功のため財政支援を含めた国の協力を要請した。

　これを踏まえ、より具体的な検討を行うため、平成２６年３月２７日に幹事会を設置し、
現在、９項目２６施策について、平成３０年度予算における確実な措置等に向け、都と関係
府省庁との間で具体的な協議を進めている。

２　要望事項（９項目２６施策） 【２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関係府省庁連絡会議
東京都との連絡協議会 第８回 幹事会(平成２９年７月２７日開催)】
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地方分権に資する地方税財政制度の抜本的改革の推進 
（提案要求先 内閣府・総務省・財務省） 

（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 
 真の地方自治は、地方自治体が自らの権限と財源に基づき、主体的に行財政運

営を行うことで初めて実現できるものである。 
 そのためには、国から地方への権限移譲、国の手続的関与の廃止・縮小等と併

せて、国と地方の税財政制度を抜本的に見直し、一層の地方分権を進める必要が

ある。 
 地方分権改革を進めることに伴い、地方が果たすべき役割が更に高まることは

明らかであり、自立した地方が地域の課題に自主的に取り組めるよう、地方自治

体の課税権や受益と負担の関係などを踏まえた上で、役割と権限に見合った財源

を確保していく必要がある。 
しかし、歳出の比率が国４：地方６である一方、国民が負担する租税収入の比

率は国６：地方４と逆転した状況となっている。 
本来目指すべき方向は、地方分権の確立に向けた国と地方の役割分担の見直し

と併せ、国と地方の税収比率を歳出比率に見合うものとしていくことであり、そ

のためには、地方消費税の拡充をはじめとする地方税の充実強化を図るべきであ

る。 
また、地方交付税の持つ財源保障機能や財源調整機能をより適切に発揮させて

いくことも重要であり、地方交付税の法定率を引き上げるとともに、地方の実態

に見合った財政需要を地方財政計画に反映すべきである。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）地方の真の自立を確立するため、地方が担う事務と責任に見合うよう、国

と地方の税財政制度を抜本的に見直し、国から地方への税源移譲を推進する

こと。 
（２）地方消費税の充実を含めた地方税源の拡充を図るとともに、地方分権に資

する安定的な地方税体系を構築すること。その際、税制の見直しに関しては、

地方税の応益原則や地方法人課税の税源涵養インセンティブを最大限尊重す

１ 分権型社会の実現 

（１）地方税財政制度の抜本的改革を、地方分権に資するよう、早

急に実現すること。 

（２）地方消費税の充実を含めた地方税源の拡充を図るとともに、

地方の自立につながる、安定的な地方税体系を構築すること。

（３）地方の実態を踏まえ、必要な地方交付税総額を確保すること。

－ 4 －



 

るとともに、受益と負担という地方税の原則を無視した地方間の水平的財政

調整については、行わないこと。 
（３）地方の実態を踏まえた適正な財政需要に基づき、必要な地方交付税総額を

確保するとともに、地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を堅持するこ

と。 
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１ 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築 
に向けた改革の推進 

（提案要求先 総務省・財務省） 
（都所管局 財務局・総務局・主税局） 

 
＜現状・課題＞ 

消費税を含む税体系の抜本的改革までの暫定措置として導入された地方法人

特別税及び地方法人特別譲与税については、消費税率１０％段階で廃止され、法

人事業税へと復元されることとされている。 
一方、地方法人税は、法人住民税の国税化という地方分権の観点からは容認す

ることができない制度であるにもかかわらず、その規模が拡大されることとなり、

あわせて、都道府県税である法人事業税の一部を区市町村へ交付する法人事業税

交付金も創設されることとされている。 
真の地方自治とは、地方自治体が自らの権限と財源によってその役割を果たす

ことで初めて実現するものである。今、地方財政に必要なことは、限られた財源

の奪い合いではなく、真の地方自治の実現に向けた地方税財源の拡充と安定的な

地方税体系の構築であり、その実現に向けた改革を進めていくべきである。 
 
＜具体的要求内容＞ 

地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革を推進すること。 
 

地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革を推

進すること。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

「働き方改革」は、国全体の最重要課題の一つであり、女性、男性、高齢者、

障害や難病のある方など、誰もが活躍できる、一人ひとりのライフスタイルに応

じた働き方を実現することが急務である。 

そのためには、「働き方改革」の旗振り役である行政組織自体の働き方改革に

率先して取り組み、民間企業も巻き込んだ大きなムーブメントにつなげていく必

要がある。 

一方、地方公務員の勤務条件は、地方公務員法等を踏まえて条例で定めること

とされているが、公務職場では、民間企業に比べて柔軟かつ多様な働き方が法令

上制約されている状況にある。労働基準法では、「一年を単位とした変形労働時

間制」が規定されているが、地方公務員には適用除外とされており、公務員の柔

軟な働き方を検討する上での制約となっている。 

今年度から都では、現行の法令の枠内で可能な限り柔軟で多様な勤務時間制度

の運用を行っているものの、多岐に及ぶ公務の実態や職員の働き方のニーズに応

えるには、法令の枠内の手法では不十分であると認識している。 

今後、「働き方改革」を更に加速していくため、地方公務員自らが、生活と仕

事の両方を大切にする「ライフ・ワーク・バランス」を実現し、職員一人ひとり

の１００パーセントの力を引き出すことが出来る仕組みを整備していく必要があ

る。 

 

 

＜具体的要求内容＞ 

公務員の柔軟かつ多様な働き方を実現するため、民間企業に導入可能な「一年

を単位とした変形労働時間制」について、公務職場においても、公務運営を確保

しつつ活用が可能となるよう、地方公務員法の改正等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

２ 公務員の働き方改革に向けた勤務条件の弾力化 

 公務員の働き方改革を加速させるため、民間企業に導入可能な「一

年を単位とした変形労働時間制」を、地方公務員にも導入できるよう

地方公務員法の改正等を行うこと。 

－ 9 －



- 38 - 

 

 

参  考 

 

○ 「一年を単位とした変形労働時間制」等の導入 関係法令 

 ① 労働基準法 

  （労働時間） 

第三十二条の四 （抜粋） 

  使用者は、…（略）…第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二

号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四

十時間を超えない範囲内において、…（略）…労働させることができる。  

 

二  対象期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超え

ない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間

に限るものとする。（略）） 

 

 ② 地方公務員法 

（他の法律の適用除外等） 

第五十八条 （抜粋） 

３  労働基準法第二条、…（略）…第三十二条の三から第三十二条の五まで

…（略）…の規定は、職員に関して適用しない。 
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（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜現状・課題＞ 

 地方消費税は、製造、卸売等に係る各取引段階において、税務署を通じて、そ

の所在する都道府県に一旦払い込まれるが、税の最終負担者は消費者であり、税

収はその最終消費地である都道府県に帰属されるべきであることから、各都道府

県の消費に相当する額に応じて税収を配分するための基準として、清算基準が設

けられている。 

 清算基準については、地方消費税の創設以来、消費指標として、商業統計調査

等の「統計」を基本とし、それにより把握できない部分については、消費代替指

標として、「人口」と「従業者数」が用いられているが、平成２９年度税制改正

においては、統計調査の更新に合わせて、人口の比率を高める見直しが行われた。 

 さらに、平成２９年度与党税制改正大綱においては、平成３０年度税制改正に

向け、清算基準について、地方公共団体の意見を踏まえつつ、必要に応じ人口の

比率を高めるなど、抜本的な方策を検討することが明記されており、全国知事会

からは、社会保障財源を確保するため地方消費税率を引き上げる経緯に鑑み、人

口を重視すべきとの提言が出されている。 

 統計により把握できない部分を補うために用いられる指標にすぎない人口の比

率を殊更に引き上げることは、大都市から地方への税収移転を意図しているもの

と考えられるが、こうした見直しは、最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致

させるという清算基準の本来の趣旨から逸脱するばかりでなく、地方の自主財源

である地方消費税の譲与税化とも捉えられ、地方分権の流れに大きく逆行するも

のである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）清算基準について、最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させるとい

う制度本来の趣旨を踏まえ、基準の精緻化に向けて、統計で把握できる範囲

と統計の比率を合わせて高めていくこと。 

 

（２）地方自治体間の財政調整を目的として、消費代替指標である人口の比率を

引き上げるなど、不合理な見直しは行わないこと。 

３ 地方消費税の清算基準の制度趣旨を踏まえた精 

 緻化 

（１）地方消費税の清算基準について、制度本来の趣旨を踏まえ、

基準の精緻化を図ること。 

（２）地方自治体間の財政調整を目的とした不合理な見直しは行わ

ないこと。 
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参  考 

 

 

【平成２９年度税制改正の概要】 

指標 

改正前 改正後 

対象統計 割合 対象統計 割合 
（参考） 

都シェア※

消
費
指
標 

小売年間販売額
（平成19年） 

商業統計調査 

75％ 

（平成26年） 

商業統計調査 

75％ 

12.47％ 

サービス業対 

個人事業収入額

経済センサス 

活動調査 

経済センサス 

活動調査 
16.98％ 

消
費
代
替
指
標

人口 国勢調査 15％ 国勢調査 17.5％ 10.63％ 

従業者数 
経済センサス 

基礎調査 
10％ 

経済センサス 

基礎調査 
7.5％ 15.63％ 

清算基準に基づく 

都シェア※ 
14.01％ 13.81％ 

 

※小数点第三位以下の数値を四捨五入したものを表示している。 

 

【平成２９年度税制改正に伴う都税収入影響額】 

 ▲９２億円（平成２９年度当初予算ベース） 

 

災害対策3

3 

災
害
対
策
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災害対策3

3 

災
害
対
策
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１ 首都直下地震対策の具体的な推進 
（提案要求先 内閣官房・内閣府・国土交通省） 

（都所管局 総務局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年１１月、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持 

を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護 

することを目的として、首都直下地震対策特別措置法が制定され、同年１２月に 

施行された。平成２６年３月には、同法に基づく緊急対策区域・首都中枢機能維 

持基盤整備等地区が指定され、前者には東京都の全区市町村が、後者には東京都

千代田区、中央区、港区及び新宿区が含まれることとなった。 

また、同じく３月には、同法に基づく首都直下地震緊急対策推進基本計画（以

下「基本計画」という。）が閣議決定された。平成２７年３月には、今後１０年間

で達成すべき減災目標を設定するとともに、当該目標を達成するための施策につ

いて具体目標等を定めることを内容とする基本計画の変更がなされた。この変更

に伴い、具体的な目標と、目標達成に係る所管省庁が明確となったが、依然とし

て当該目標達成に向けて事業を具体的に実施する主体が明確になっていない。さ

らに、この法では、緊急対策区域に指定された区市町村を含む都県は地方緊急対

策実施計画（以下「地方計画」という。）を作成することができるとされているが、

現時点では地方計画等に位置付けられた首都直下地震対策に対する国の具体的な

財政上の措置等は図られていない。 

平成２８年熊本地震の発生により、避難所等の防災拠点となる施設の耐震化、

円滑な物資輸送及びり災証明書の発行など、防災対策の実効性を高める上での課

題が改めて明らかになった。首都直下地震に関しても、これらの課題解決に向け

た具体的な取組が求められている。 

また、首都機能のバックアップに関しては、基本計画に基づき作成された政府

業務継続計画においては、被害想定を上回る事態を想定し、同計画で定められて

いる代替拠点以外の代替拠点への移転に関して、さいたま新都心等の東京圏内の

地区のほか、東京圏外も含め代替拠点と成り得る地域を対象に、既存の庁舎、設

備及び資機材の活用等に係る具体的なオペレーションについて検討していくこと

としている。 

しかし、発災時に可能な限り速やかに機能する体制を構築するためには、でき

得る限り、物理的・時間的も近接で確実な立ち上げが可能なさいたま新都心など

（１）首都直下地震等の災害から住民の生命と財産を守るとともに、

首都機能への打撃を最小限にとどめるため、財政上の措置を実

施するなど、首都直下地震対策を具体的に推進すること。 

（２）九都県市の集積を生かした、迅速かつ確実に機能し得る首都

機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 
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首都圏内の拠点を活用すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都直下地震をはじめとする災害から首都圏３，５００万住民の生命と財

産を守るとともに、国の政治経済の中枢機能への打撃を最小限にとどめるた

め、基本計画において「政府が講ずべき措置」として掲げられている対策に

限らず、国が責任を持って防災力の更なる強化のための施策を着実に実施し

ていくこと。 

（２）首都直下地震対策特別措置法で定められている地方計画、首都中枢機能維

持基盤等整備計画、特定緊急対策事業推進計画などの中に位置付けられた、

都をはじめ地方自治体が進める首都直下地震対策に対して、具体的な財政上

の措置等を実施すること。 

（３）さいたま新都心を緊急災害対策本部の代替拠点として位置付けることをは

じめ、首都圏を構成する九都県市の集積を生かした、迅速かつ確実に機能し

得る首都機能のバックアップ体制の充実・強化を早急に進めること。 
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（提案要求先 内閣府・総務省・財務省・国土交通省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都防災会議の｢首都直下地震等による東京の被害想定報告書｣（平成２４年

４月）では、帰宅困難者は約５１７万人発生すると想定している。 

首都直下地震帰宅困難者等対策協議会の調査によれば、東日本大震災において

も、鉄道の運行停止により都内で約３５２万人の帰宅困難者が発生し、多数の帰

宅困難者が駅前に滞留するなど、課題が顕在化した。首都直下地震等の大規模地

震が発生し、多くの人が帰宅を開始した場合、建物倒壊や火災などで、帰宅困難

者自身が危険にさらされるだけでなく、発災後に優先して実施していかなければ

ならない救助・救護・消火活動・緊急輸送等を妨げることになりかねない。 

このため、企業や学校等における施設内待機や鉄道事業者等の利用者保護など

の一斉帰宅の抑制、行政と民間事業者の協力による一時滞在施設の確保、家族と

の安否確認や正確な情報提供に必要な情報通信基盤の整備、安全が確認された後

の代替輸送も含めた帰宅支援などの対策を強化する必要がある。 

都ではこうしたことを踏まえ、都と国で、経済団体、鉄道事業者等と横断的な

課題について検討する協議会を設置し、官民それぞれが連携して行う対策につい

て、平成２４年９月に最終報告を取りまとめた。都は、この協議会での議論を踏

まえ、平成２５年４月より「東京都帰宅困難者対策条例」を施行したところであ

るが、対策はまだ道半ばである。 

特に、民間事業者による従業員の一斉帰宅の抑制や利用者保護の徹底とそれに

必要な備蓄の推進、民間事業者による帰宅困難者の受入促進、帰宅困難者に対す

る情報提供など、広域的課題について大きな役割を果たすことは国の責務であり、

国をはじめ都や民間事業者を含めた社会全体で取り組む総合的な帰宅困難者対策

を推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「一斉帰宅の抑制」の観点から、従業員の施設内待機とそれに必要な３日 

分の飲料水や食料等の備蓄を行うことについて、国として、民間事業者に対 

する働きかけを強化すること。             

（２）「利用者保護」の観点から、鉄道事業者や集客施設の設置者又は管理者な

どに対し、利用者の保護を図ることや、必要となる飲料水や毛布、医薬品な

どを備蓄するよう指導すること。 

 さらに、利用者を保護するために必要となる、利用者が安全に待機できる

２ 帰宅困難者対策の推進 

大震災時に発生する帰宅困難者に対し、一斉帰宅の抑制、一時滞在

施設の確保、安否確認や情報提供のための体制整備、帰宅支援など、

総合的な帰宅困難者対策を推進すること。 
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場所や、飲料水や毛布、医薬品などを備蓄する倉庫を設置するよう強く働き

かけること。 

（３）「一時滞在施設の確保」の観点から、以下の措置を講じること。 

① 自治体が民間事業者の協力を得ることの障害を取り除くため、法改正を

行い、首都圏だけでなく全国共通の「発災時の損害賠償責任が事業者に及

ばない制度」の創設を国として早期に実現すること。 

② 国の庁舎及び関係機関の所有又は管理する施設について、発災時に、都

や区市町村の要請により、帰宅困難者の一時滞在施設として使用できる施

設を確保するとともに、飲料水や食料等の備蓄、情報通信体制の整備、非

常用電源等の確保など、運営体制の整備を行うこと。 

③ 今後の民間が担う一時滞在施設において不可欠な帰宅困難者用の３日 

分の飲料水及び食料等の備蓄が実施できるよう、財政措置を講じること。

その際は、民間事業者の負担を可能な限り軽減するとともに、民間事業者

が、それぞれ負担した費用について、発災後に災害救助法による支弁を受

けられることを明確にすること。 

④ 一時滞在施設の確保を図ることを目的に実施される災害時拠点強靱
じん

化 

緊急促進事業において、その対象区域を政令指定都市若しくは特別区の主

要駅の周辺又は中核市、特例市、若しくは県庁所在都市の中心駅の周辺と

する区域に限定しているが、この要件を緩和し、全ての市の中心駅の周辺

を事業対象区域とすること。 

⑤ 一時滞在施設に協力をした民間事業者に対し、法人税の軽減などの税制

措置を行うこと。                         

（４）「迅速な安否確認と正確な情報提供」の分野では、災害時に強い通信基盤 

の整備や、帰宅困難者が必要とする情報を迅速かつ的確に提供するための体 

制づくりについて、早期に実現すること。 

（５）「帰宅支援」について、要配慮者の特別搬送に関するマニュアルの策定や 

鉄道運行の早期復旧を図れる体制づくりなどオペレーションに係る検討を進 

めること。 

 

 参 考 

 

○ 一時滞在施設確保状況（平成 29 年７月現在） 

【施 設 数】918 所（国等 24、都立 199、区市町村 235、民間 460） 

【受入人数】約 32.8 万人※ 

（国等 約 0.9 万人、都立 約 7.2 万人、区市町村 約 9.4 万人、民間 約 15.3

万人） 

※92 万人の都内需要者数(屋外で被災した行き場のない帰宅困難者)に対し、

約 35.7％ 
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３ 国土強靱化の推進 
（提案要求先 内閣官房） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年１２月に施行された、強くしなやかな国民生活の実現を図るための

防災・減災等に資する国土強靱
じん

化基本法において、都道府県又は市町村は、国土

強靱
じん

化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市

町村の区域における国土強靱
じん

化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下

「地域計画」という。）を定めることができるとされている。都は様々な自然災害

から都民や首都機能を守るため、東京における防災施策の指針として「東京都国

土強靱化地域計画」を平成２８年１月に策定した。 

東京は我が国の人口の約１割が居住する大都市であるだけでなく、政治・行

政・経済などの首都機能を有する日本の心臓であり、災害時には応急対策から、

復旧・復興まで中枢機能を担わなければならない。 

災害時においても、首都機能を維持していくための取組にかかる財政需要は膨

大であり、東京都は多額の事業費を計上している。その取組は東京だけのためで

はなく、日本にとって不可欠なものである。 

国は、地域計画に基づき実施される取組に対する関係府省庁の支援として、２

９の関係府省庁の交付金・補助金等の交付の判断に当たって、一定程度配慮する

としている。しかし、首都機能はもちろん、医療機能、交通・物流機能、情報通

信機能等様々な重要機能の在り方を強靱
じん

化の観点から見直し、対策を着実に推進

することは、国家的な観点からも大きな意義と責任があり、東京都だけがその責

任を負うことは適当ではない。地域計画に位置付けられた取組に対しては普通交

付税の交付・不交付にかかわらず、全団体が交付対象となる新たな交付金の創設、

新規の予算枠の創設、既存事業の補助率かさ上げ等確実かつ具体的な財政措置を

実施することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

地域計画に位置付けられた国土強靱
じん

化の取組に対して、普通交付税の交付・不

交付にかかわらず、首都機能の維持・向上という観点からも、新たな交付金の創

設、新規の予算枠の創設、既存事業の補助率かさ上げ等、東京都への具体的な財

政措置を実施すること。 

 

国土強靱
じん

化地域計画に位置付けられた強靱
じん

化の取組に対して、具

体的な財政措置を実施すること。 

都市整備4

4 

都
市
整
備
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都市整備4

4 

都
市
整
備
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１ 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東日本大震災では、道路分断などにより、発災後の早急な救命救急活動や物資

輸送が滞るなど大きな支障が生じ、緊急輸送道路の機能の確保の重要性が改めて

明らかになった。 

首都直下地震の切迫性が指摘されている東京においても、大地震が起きた際に

都民の生命・財産を守るとともに首都機能を確保するため、防災拠点や他県等と

連絡する緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞

を防止することは喫緊の課題である。 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を早急かつ強力に促進するため、継続して必

要な財源を確保・拡充するとともに、以下のとおり施策を充実することが必要で

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を図るため、平成２５年度に創設された

要安全確認計画記載建築物に対する耐震対策緊急促進事業等について、現在、

平成３０年度末までに補強設計に着手したものとされている耐震改修等の適

用期限に係る事業要件を、建物所有者や地方公共団体が、耐震化に向けて着

実に取り組めるよう、東京都耐震改修促進計画で定める耐震化の目標年次で

１ 建築物の耐震化の推進 

（１）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、耐震対策

緊急促進事業等の適用期限を平成３７年度まで延長すること。

（２）耐震対策緊急促進事業及び住宅・建築物安全ストック形成事

業の耐震診断・耐震改修等の費用助成について、必要な財源を

確保するとともに、国の交付率を引き上げるなど拡充を図るこ

と。特に、緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等の費用助成に

ついて、特に倒壊の危険性が高い建築物の場合の交付対象限度

額の割増しを行うこと。 

（３）耐震改修した場合の固定資産税の減額措置について、一定期

間延長するとともに対象建築物を拡大して実施すること。 
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ある平成３７年度まで延長すること。 

（２）緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に重点的に取り組む地方公共団体を支援

するため、耐震対策緊急促進事業及び住宅・建築物安全ストック形成事業の

耐震診断・耐震改修等の費用助成について、必要な財源を確保するとともに、

国の交付率を引き上げるなど拡充を図ること。特に倒壊の危険性が高い建築

物の耐震改修工事は、通常の改修工事に比べコストがかかることから、都で

は独自に補助対象事業費用床面積当たりの限度額について通常の改修工事よ

り割り増して設定し、その全てを対象に最大９割助成となる制度としている。

特に倒壊の危険性が高い建築物に係る補助対象費用床面積当たりの限度額を

実態に合った限度額に割り増すこと。 

（３）平成２６年度の税制改正において、耐震改修促進法に基づき耐震診断が義

務化されている建築物について、平成２８年度末までに改修工事を実施した

場合に翌年度から２年度分の非住宅を含む家屋に係る固定資産税額の２分の

１に相当する金額（改修工事費の２．５％を限度とする。）の減額措置が講

じられた。 

平成２９年度の税制改正において、当該措置については、平成２８年度末

までとしていたところを３年間延長し、平成３１年度末までとしたところで

あるが、耐震化を今後も進めていくため、その後についても、一定期間延長

して実施するとともに、耐震診断が義務化されていない避難路沿道建築物や

緊急輸送道路沿道の建築物についても、耐震化を進めることが重要であるこ

とから、対象を拡大して実施すること。 

 

 

２ 住宅の耐震化の促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都直下地震の切迫性が指摘されている中、地震発生時に住宅が倒壊した場合、

道路閉塞や出火により避難・救援活動が妨げられ、大規模な市街地火災につなが

るおそれがある。都民の生命・財産の保護及び地域の被害の軽減を図るため、住

宅の耐震化のスピードアップを図り、国が定めた目標である平成 32 年度住宅の耐

震化率 95%を達成するため、重点的に促進する必要がある。しかし、住宅・建築

物安全ストック形成事業における耐震改修等への国の交付率は、現在 11.5％であ

り十分ではない。 

住宅の耐震化を促進するため、住宅・建築物安全ストック形成事
業について必要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げ
る等拡充を図ること。また、平成２９年度までとしている戸当たり
３０万円を加算する耐震改修への助成制度を、継続して実施するこ
と。 
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＜具体的要求内容＞ 

住宅の耐震化を促進するため、住宅・建築物安全ストック形成事業について必

要な財源を確保するとともに、国の交付率を引き上げる等拡充を図ること。また、

平成２８年度の補正予算において、地方公共団体が住宅耐震化緊急促進アクショ

ンプログラムに位置付けた緊急耐震重点区域において戸別訪問する場合に、耐震

改修への助成を戸当たり３０万円（国費１５万円）加算する制度が創設された。

しかし、本制度は、平成２９年度末までに着手した事業に限るとされており、今

後とも住宅の耐震化を進め、国が定めた目標である平成３２年度までに耐震化率

９５％を達成していくため、少なくとも平成３２年度まで継続して実施すること。 

   

 

参  考 

 

緊急輸送道路沿道建築物の耐震化 

○事業概要 

・災害時に早期復旧を図るため、防災拠点や他県等と連絡する緊急輸送道路の

沿道の耐震化を進め、建物の倒壊による道路閉塞を防ぐことが重要。 

・東京都耐震改修促進計画において、「地震発生時に閉塞を防ぐべき道路」を

指定し、沿道の建築物の耐震化を促進。 

・促進計画で耐震化を図るべき路線として指定した緊急輸送道路については、

住宅・建築物安全ストック形成事業を活用。 

・平成１９年度に、東京都地域防災計画に定める緊急輸送道路全路線を指定し、

区市と連携して法に基づく指導・助言を実施するとともに、補助事業を実施。

特定緊急輸送道路沿道建築物（耐震改修促進法第七条第一項第二号に規定す

る要安全確認計画記載建築物）については、平成３１年度末までに耐震化率

９０％かつ特に倒壊の危険性が高い建築物（Ｉｓ値が０．３未満相当の建築

物）の解消、平成３７年度末までに耐震化率１００％の達成が目標。 

 

○住宅・建築物安全ストック形成事業における緊急輸送道路沿道建築物に対する

耐震化支援の概要 

＊耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対しては、耐震対策緊

急促進事業による補助の上乗せ等を措置（耐震診断は平成３０年度末までに着手

したもの、補強設計及び耐震改修は平成３０年度末までに補強設計に着手したも

のが対象。） 

 

■ 耐震診断（補助限度額１，０３０円／㎡～３，６００円／㎡） 

■ 耐震改修・建替え・除却（補助限度額５０，３００円／㎡） 
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○要望する耐震改修等の費用に係る助成制度のイメージ 

 

■ 現行（東京都の場合） 

緊促※ 

1/15 

社会資本総合交付金 

1/3 

地方自治体 

（都 1/3 及び区市町村 1/6） 

自己負担

1/10 

 

■ 提案 

緊促※ 社会資本総合交付金 地方自治体 自己負担

※緊促：耐震対策緊急促進事業 

 

○要望する特に倒壊の危険性の高い建築物の場合の補助対象費用床面積当たり

の限度額の例（平成２８年度東京都実施） 

 通常の建築物の場合 

⇒建築物：５０，３００円／㎡、マンション：４９，３００円／㎡ 

 特に倒壊の危険性の高い建築物の場合 

⇒建築物：７５，４５０円／㎡、マンション：７３，９５０円／㎡ 

 

 

■ 現行（東京都の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is値0.3未満の
建築物の助成単価

上限75,450円/㎡

上限50,300円/㎡

通常分

拡充分

１．５倍

Is値0.3未満の
建築物の助成単価

上限75,450円/㎡

上限50,300円/㎡

通常分

拡充分

１．５倍

所有者

1/10

国　2/5 都　1/3
区市町村

1/6
所有者

1/10

都　11/15
区市町村

1/6

所有者

1/10

国　2/5 都　1/3
区市町村

1/6
所有者

1/10

国　2/5 都　1/3
区市町村

1/6
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妥当であり、そのまま継続してほしい。

住宅を改修した場合の所得税・固定
資産税の減免額を広げるべきである。

事業用建物を改修した場合の所得
税、法人税の減免額をもっと広げるべ
きである。
事業用建物についても、住宅と同様に
固定資産税を減免するべきである。

減免の効果がわかりにくい。

あまり効果がないので、必要ない。

わからない

回答数＝140

○税制上の優遇措置に係るアンケート結果 

「平成１９年８月 モデル路線沿道建物所有者アンケート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の耐震化促進 

 

【住宅・建築物安全ストック形成事業の概要】 

 制度概要（主な要件等） 

耐震診断 補 助 率：地方公共団体が実施する場合 国１/２ 

地方公共団体以外が実施する場合 

国１/３＋地方公共団体１/３ 

耐震改修等 補助対象：耐震改修工事費（建替え含む。） 

補 助 率：次の①又は②のどちらかを、地方公共団体ごとに選択

できる。（物件ごとに変更することはできない。） 

     ①耐震改修工事費 ×２３．０％（国１１．５％＋地

方公共団体１１．５％） 

工事費の２３．０％について、国費で１/２（交付

限度額４１．１万円/戸）を補助 

 ②耐震改修工事費 

      100 万円未満の場合 20 万円 

      100 万円以上 200 万円未満の場合 30 万円 

      200 万円以上 300 万円未満の場合 50 万円 

      300 万円以上      の場合 70 万円  

     各金額について、国費で１/２を補助 

 

    ①、②ともに、緊急耐震重点区域においては、戸当たり

３０万円（国費１５万円）を加算することができ、その

場合は、①の交付限度額は５６．１万円/戸）となる。
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１ 災害に強い都市構造の確保 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２８年１２月に新潟県糸魚川市で発生した大規模な市街地火災では、木造

住宅等が密集する市街地で火災が発生した場合の危険性が改めて明らかになっ

た。 

首都直下地震による東京の被害想定では、建物の全壊・焼失は約３０万棟にも

及ぶとされている。また、都内には大規模な市街地火災が発生するおそれのある

木造住宅密集地域は、約１３，０００ｈａ存在する。 

大地震から都民の生命と財産を守るとともに、首都機能の確保を図るため、延

焼を防止する延焼遮断帯の形成や、それに囲まれた内側の市街地の不燃化、都民

の生命を守る避難場所の確保など、災害に強い都市構造を早期に確保することが

重要である。 

しかし、延焼遮断帯の形成率は約６６％、木造住宅密集地域の不燃化に向け重

点的に取組を行っている地域（整備地域）の不燃領域率は約６２％にとどまるな

ど、いまだ不十分な状況にある。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を加速させるため、平成２３年度から「木密地域不燃化１０年プロジェ

クト」を立ち上げ、従来より踏み込んだ取組を支援する「不燃化特区制度」や、

延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路である「特定整備路線」を事業化し、

整備を進めている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）木造住宅密集地域において、道路整備と沿道の不燃化を重層的に推進する

ことにより、震災時の延焼拡大を防止し避難路としても機能する「延焼遮断

帯」の整備を図るため、 

① 「特定整備路線」をはじめとする街路事業について、必要な財源を確保

すること。 

② 都市防災総合推進事業について、必要な財源を確保すること。 

③ 都市防災総合推進事業の都市防災不燃化促進について、事業の着手を更

に促進するため、沿道における不燃化率に関し、道路幅員を考慮せず一律

２ 木造住宅密集地域の整備促進 

（１）延焼遮断帯の整備を推進するため、必要な財源を確保すると

ともに補助要件を見直すこと。 

（２）避難場所等として機能する公園整備を推進するため、必要な

財源を確保・拡充すること。 
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７０％確保できる区域とすることを補助採択要件とするのではなく、幅員

に応じた柔軟な採択要件にすること。（都の延焼遮断帯形成基準※を参照） 

（例）幅員２０ｍの場合、沿道の不燃化率を６０％確保できる区域で補助

採択 

 

※ 都の延焼遮断帯形成基準：都市計画道路等の路線ごとに、市街地火災に

対する焼け止まり効果の有無を延焼シミュレーションにより測定し、道路

幅員に応じた不燃化率の形成基準を定めたもの。 

 

（２）震災時に、避難場所や救援・復興活動の拠点として機能する公園の整備を

短期集中的に進めるため、用地取得について、国費率を３分の１から２分の

１に引き上げるとともに、必要な財源を確保すること。 

 

 

参  考 

 

○ 災害に強い都市構造の確保 

１ 延焼遮断帯の整備 

・特定整備路線 

放射 32 号線、補助 26 号線、補助 29 号線など 

 

・都の不燃化率の目標値（延焼遮断帯の形成基準） 

幅 員 沿道の不燃化率 

27ｍ以上 ― 

24ｍ以上 27ｍ未満 40％ 

16ｍ以上 24ｍ未満 60％ 

11ｍ以上 16ｍ未満 80％ 

 

２ 公園の整備 

    【現行国費率】用地取得１／３、整備１／２ 

   【防災上、整備が必要な公園】都立篠崎公園、都立和田堀公園ほか 
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２ 地域の防災性の向上 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２８年１２月に新潟県糸魚川市で発生した大規模な市街地火災では、木造

住宅等が密集する市街地で火災が発生した場合の危険性が改めて明らかになった。 

都内には、震災時に大規模な市街地火災が発生するおそれのある木造住宅密集

地域が広範囲に分布しており約１３，０００ｈａ存在している。 

都は、これまでも、延焼遮断帯の形成とともに建築物の不燃化・耐震化を進め

てきたが、木造住宅密集地域の不燃化に向け重点的に取組を行っている地域（整

備地域）の不燃領域率は約６２％にとどまるなど、いまだ不十分な状況にあり、

延焼遮断帯に囲まれた内側の市街地の不燃化など、地域の防災性の向上を図るこ

とが重要である。 

都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地

域の改善を加速させるため、平成２３年度から「木密地域不燃化１０年プロジェ

クト」を立ち上げ、従来より踏み込んだ取組を支援する「不燃化特区制度」によ

り、市街地の不燃化を強力に進めている。 

また、平成２７年度には「防災都市づくり推進計画」を改定し、特に、延焼遮

断帯に囲まれた内側の市街地の改善を進めるため、防災上重要な生活道路の整備

を促進することで、沿道建築物の不燃化・耐震化を促進する取組を開始した。具

体的には、地域ごとに、震災時の緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動が行え

る幅員６ｍ以上の道路や、避難に有効な４ｍ以上の道路（以下「防災生活道路」

という。）を計画に位置付けて道路の拡幅整備を計画的に進め、併せて沿道の建

替え工事費の一部を助成し、不燃化の更なる加速と道路の整備を進めていく。 

（１）木密地域の早期かつ着実な防災性向上を図るため、必要な財

源を確保するとともに、既存事業の要件緩和等に取り組むこと。

特に、延焼遮断帯に囲まれた内側の市街地において、防災上

重要な生活道路の整備やその沿道の不燃化を促進するため、既

存事業の要件緩和等を行うこと。 

（２）防災街区整備事業の実施における要件を緩和すること。 

（３）密集事業や新防火規制に係る税制上の優遇措置を講じること。

（４）不燃化建替え等を促進するため、独立行政法人住宅金融支援

機構が実施しているまちづくり融資の限度額を引き上げるこ

と。 
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また、電柱の倒壊による道路閉塞など、防災生活道路の機能に支障が生じない

よう、無電柱化を促進していく。 

こうした取組を着実に実施していくためには、引き続き安定的・継続的に財源

を確保することが必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）木密地域の不燃化を加速するため、以下のとおり不燃化建替え、防災生活

道路をはじめとした細街路の拡幅、延焼遮断帯の形成、無電柱化の促進等へ

の必要な財源の確保と既存事業の要件緩和や新たな制度の創設を行うこと。 

① 住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）については、必要な

財源を確保するとともに、早期かつ着実に防災性の向上を図るため、共同

住宅等への建替えについては、国費率を従来よりも引き上げること。 

 また、無電柱化の促進などにも必要な財源を確保すること。 

② 都が実施している「木密地域不燃化１０年プロジェクト」で指定する不

燃化特区内において、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

の建替促進事業による戸建から戸建への建替えの助成を認めること。 

③ 都市防災総合推進事業において、避難経路転換用地の取得について、道

路を新設する場合に幅員４ｍ未満の部分の用地費も補助対象化し、対象地

域に関しても、重点密集市街地に限らず設定できるよう要件を緩和するこ

と。 

④ 一時避難場所等への避難経路となる防災生活道路等の沿道の不燃化促進

のため、既存制度の要件緩和等に取り組むこと。 

 ・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の延焼遮断帯形成事 

業における、対象戸数や幅員に関する要件の緩和 

 ・都市防災総合推進事業の都市防災不燃化促進における不燃化促進区域や

助成対象建築物に関する要件の緩和 

 ・上記または、防災生活道路沿道の不燃化促進に対する助成制度の創設 

 

（２）都が防災まちづくりを進めている地域は狭小な宅地が多いため、防災街区

整備事業における個別利用区の敷地の最低限度の要件（１００㎡）を緩和す

ること。 

 

（３）耐火性の高い建物への建替えや主要生活道路の整備を促進するため、密集

事業施行区域や東京都建築安全条例に基づいて新たな防火規制を行う区域に

ついて、登録免許税などの税制上の優遇措置を講じること。 

 

（４）木造住宅密集地域において、高齢者世帯の建替えに伴う資金面の負担を軽

減し、不燃化建替え等を促進するため、独立行政法人住宅金融支援機構が実

施している高齢者向け返済特例制度の融資限度額の引上げを図ること。 
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参  考 

○ 地域の防災性の向上 

１ 既存事業の要件緩和や活用しやすい制度の創設 

・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）の国費率 

地区公共施設等整備（道路、公園等）   １／２ 

（重点整備地区内において密集住宅市街地整備型により施行する事業） 

市街地住宅等整備（共同施設整備等に要する費用） １／３ 

２ 防災街区整備事業における個別利用区の敷地の最低限度１００㎡の緩和 

・防災街区整備事業における個別利用区については、その敷地の最低基準面

積を特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画に関する都市計画に

おいて定められた最低限度の数値又は１００㎡のうち、いずれか大きい数

値とすることと規定 

・個別利用区の設定は、できるだけ地権者の意向に沿うため土地から土地へ

の権利変換を認めた、再開発事業にはない防災街区整備事業の独自の仕組

み 

 ３ 税制上の優遇措置 

【新たな防火規制】（平成１５年３月、「東京都建築安全条例」改正） 

規制の内容 ・原則として、全ての建築物は、準耐火建築物以上の性能と

する。 

・延べ面積が５００㎡を超えるものは、耐火建築物とする。 

規制の区域 防災都市づくり推進計画で定める整備地域やそのほかの特に

震災時に発生する火災等による危険性が高い地域で、知事が

指定する区域 

４ 独立行政法人住宅金融支援機構のまちづくり融資限度額（高齢者向け返済

特例制度）の引上げ 

・高齢者向け返済特例制度 

対象となる住宅 共同建替事業、地区計画等適合事業、マンション建

替事業等のまちづくり融資の対象となる事業によ

り建設される住宅（耐震改修、バリアフリー） 

対象者 建替事業の対象となる住宅に建替え前から居住し

ている高齢者（借入申込時満６０歳以上） 

融資限度額 １，０００万円かつ(財)高齢者住宅財団が保証する

限度額※の範囲内 

※更地評価額の６０％又は１，０００万円のいずれ

か低い額 

（マンションの場合、土地・建物評価額の４０％）

返済方法 利息のみ毎月返済。元金は、借入申込者の死亡時に

「相続人が一括返済」又は「担保提供された建物・

土地を処分」することにより返済 
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３ 総合的な治水対策の推進 

１ 生命や財産を守る治水事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

治水事業は一部を除き法定受託事務であり、国の基本的な責務である。 

首都東京では、人口が密集する市街地が形成され、政治、経済等の中枢機能が

集積していることから、人々の希望と活力の大前提である安全・安心を確保する

ための治水対策の推進と十分な財源確保が必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国の基本的な責務である治水事業について必要な財源を確保するとともに、

首都東京に対して重点的に配分すること。 

（２）災害が発生した地域における災害対策の予算は別枠とし、災害を未然に防

止する予防対策の予算について必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土の保全及び国民の生命や財産を守る治水は国の基本的責務で

あるため、必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分するこ

と。 
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参  考 

 

国土交通省平成２９年度予算の動向について 

（国土交通省：予算概要平成２９年１月２０日資料より） 

 

○平成２９年度の公共事業関係予算は、ほぼ前年並の予算が確保 

（単位：億円）  

項  目 ２９年度 ２８年度 対前年度比 

国土交通省予算（国費） ５７，９４６ ５７，７６７ １．００  

  ※この他に、東日本大震災復興交付金等が、復興庁予算等に計上されている。 

 

○国民の生命や財産を守る治水事業への配分状況 

（単位：億円）  

項  目 ２９年度 ２８年度 対前年度比 

水管理・国土保全局 

関係予算（国費） 

８，４３６ 

 

８，５２３ 

 

０．９９ 

 

  ※この他に、社会資本整備総合交付金等がある。 

 

 

 

東京都における治水事業の動向について 

 

○安全・安心・元気な「セーフ シティ」の実現に向けて、地震・津波・高潮対策

や都市型水害対策などの取組をより一層推進していく。 

 

○東京都における治水対策の必要性 
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２ 都市型水害対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・下水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

都はこれまで、時間５０ミリ降雨に対応可能な護岸、調節池等の整備を進め、

水害の早期軽減に努めてきた。しかし、近年、時間５０ミリを超える台風や局地

的集中豪雨に伴う水害が増加しており、降雨状況の変化への対応が急務となって

いる。東京は膨大な人・資産情報が高度に集積された日本の中枢であり、大規模

な浸水が発生した際の被害とその影響は、非常に深刻で広範囲なものとなる。 

このため、平成２４年１１月に、これまでの時間５０ミリから、区部で時間最

大７５ミリ、多摩部で時間最大６５ミリに目標整備水準を引き上げ、時間５０ミ

リまでの降雨は護岸整備を基本とし、それを超える降雨には道路や公園など用地

買収の必要のない公共空間を活用した新たな調節池等により対応する「整備方針」

を策定した。この方針に基づき、護岸整備を着実に進めるとともに、優先度の高

い流域においては、平成２８年度から整備を進めている環状七号線地下広域調節

池などに加えて、平成２９年度からは新たに境川木曽東調節池と谷沢川分水路等

の整備に着手する。 

また、内水氾濫対策として、時間５０ミリの降雨に対応する下水道施設を整備

するとともに、大規模地下街や甚大な被害が発生している地区については、時間

７５ミリまで整備水準をレベルアップした施設整備を進めている。さらに、東京

アメッシュの精度を向上させるなど、ソフト対策も推進している。 

今後とも、頻発する集中豪雨への対応や、東京 2020 オリンピック・パラリン

ピック競技大会を安全に開催するためにも、都市型水害対策の推進が求められて

いる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都市型水害対策を推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市型水害対策の推進に必要な財源を確保し、東京に必要額を確

実に配分すること。 
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（２）時間５０ミリ対策を着実に進めるとともに、新たな目標整備水準の達成に

向け、護岸整備と次の大規模事業に必要な財源を確保し、確実に配分するこ

と。 

・ 環状七号線地下広域調節池（石神井川区間） 

・ 善福寺川和田堀公園調節池 

・ 石神井川城北中央公園調節池 

・ 野川大沢調節池 ※規模拡大 

・ 境川金森調節池 

・ 境川木曽東調節池 

・ 谷沢川分水路 

（３）東京都豪雨対策基本方針に基づき実施している以下の対策地区などにおい

て下水道管きょの整備を推進し効果を早期に発現していくため、財源を確保

し必要額を確実に配分すること。 

【７５ミリ施設整備】 

 ○地下街対策地区 

  ・東京駅丸の内口 

  ・新橋・汐留駅 

  ・銀座駅 

  ・上野・浅草駅 

 ○市街地対策地区 

   ・目黒区上目黒、世田谷区弦巻 

    ・目黒区八雲、世田谷区深沢 

・大田区上池台 

・文京区千石、豊島区南大塚 

  【５０ミリ拡充施設整備】 

    ・港区白金、品川区上大崎 

    ・品川区戸越、西品川 

    ・中野区東中野、杉並区阿佐谷 

    ・杉並区荻窪 

    ・文京区大塚 

    ・文京区千駄木 
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参  考 

[治水事業] 

【近年多発する集中豪雨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【護岸の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調節池等の整備】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レベルアップに対応する調節池等イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 50 ㍉を上回る豪雨回数 

平常時の妙正寺川 平成17年9月豪雨時（時間112㍉） 

豪雨による河川の変化 

調節池による対応イメージ 環状七号線地下広域調節池イメージ 

護岸整備率（H２９年３月末時点） 

整備前 

整備後 

谷沢川分水路イメージ 

境川金森調節池イメージ 

護岸の整備前・整備後の状況 

要改修延長
324.0km

２9年度以降残
108.3km

２8年度まで実施
215.7km（６７%）

[８０%]

(注) [ ]書は調節池等の
効果 を護岸整備
延長に加えた整備率

白子川地下調節池
（平成28年度新規稼働）

環状七号線地下
広域調節池

（石神井川区間）

神田川・環状七号線
地下調節池（完成）

東
京
湾

神田川石神井川

洪水調節機能を流域間で融通

白子川
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[下水道浸水対策事業] 

【下水道施設の整備状況】 

 

 

完成した管きょ(貯留管) 

《第二溜池幹線》 

雨水ポンプ所（建設中） 

《千住関屋ポンプ所》 

  

完成した雨水調整池 

《南元町雨水調整池》 

雨水排水ポンプの増強 

《先行待機型ポンプ》          
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３ 地震・津波・高潮対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

東部低地帯の河川では、これまで水門や堤防等の整備を着実に進め、関東大震

災時の震度に対する構造物の耐震性と、伊勢湾台風級の高潮に対する堤防の高さ

を確保してきた。 

東日本大震災を踏まえて東京都防災会議が示した最大想定津波に対しては、現

行の堤防高で対応が可能である。 

しかし、東部低地帯の河川では、水門や堤防等の耐震性能の調査を行った結果、

マグニチュード８．２の海溝型地震など想定される最大級の地震によって施設の

一部が損傷し、満潮時に最大想定津波が重なった場合、浸水による被害が発生す

る可能性がある。 

このため、都は、このような地震が発生した場合においても各施設が機能を保

持し、津波等による浸水を防止するよう、平成２４年１２月に策定した「整備計

画」に基づき、約８６キロメートルの堤防の耐震化と２２施設の水門等の耐震・

耐水対策を進めている。これまでに、堤防約４０キロメートルと水門など１７施

設の耐震工事に着手しており、平成２９年度は、新たに隅田川など堤防約１０キ

ロメートルと新川排水機場など４施設の耐震工事に着手する。 

人々に安心感を与え東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東

京 2020 大会」という。）の開催に備えるためにも、２０２０年までに全ての水門、

排水機場等と水門外側の堤防において対策を完了させるなど、地震・津波に伴う

水害対策への取組を早急に推進していく。 

一方、隅田川などの主要河川については、大地震に対する安全性を高めるとと

もに、水辺環境の向上を図るため、背後地開発と連携してスーパー堤防等の整備

を早期に推進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震・津波・高潮対策の推進は、低地帯に暮らす３００万人の命と、人口、

資産が高度に集積する首都の機能を守るため、待ったなしの課題であること

から、東京に必要額を確実に配分すること。  

（２）特に、水門・排水機場等の全箇所と水門外側の防潮堤の地震・津波対策に

ついては、東京 2020 大会までに整備を確実に完了できるよう、必要な財源を

確保すること。 

（３）背後地開発と連携して推進する都のスーパー堤防整備について、必要な財

源を確保すること。 

 

東部低地帯の河川における地震・津波・高潮対策の推進に必要な

財源を確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

【東部低地帯の河川施設整備計画】 

将来にわたって考えられる最大級の地震が発生した場合においても、各施設が機能を保持し、
津波等による浸水を防止する 
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４ ソフトとハードの連携した土砂災害対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都内には、土砂災害のおそれがある箇所が約１５，０００か所あると想定して

おり、平成２０年の八王子市初沢地区における土石流、平成２８年の板橋区西台

一丁目のがけ崩れなど、台風や局地的な集中豪雨により毎年のように土砂災害が

発生している。さらに、平成２５年には伊豆大島において、２４時間雨量８２４

ミリに達する記録的な豪雨により甚大な土砂災害が生じ、多くの尊い人命、財産

が失われた。 

 都では、砂防施設の整備等のハード対策を実施してきているものの、全ての危

険箇所での対策を実施するには、膨大な費用と時間を要することから、ハード対

策を着実に進めるとともに、警戒避難体制の確立に必要となる土砂災害警戒区域

等の指定などのソフト対策を推進していくことが重要である。 

このため、都では土砂災害防止法に基づく基礎調査を２年前倒しし、平成２９

年度までに完了させ、区域指定を平成３１年までに完了させることとした。 

一方、土砂災害防止法に基づく基礎調査に必要な財源については、平成２７年

度から地方交付税交付金により填補されることとなったが、東京都は不交付団体

のため他の道府県に比べて著しく不利な措置となっている。 

さらに、区市町村からは区域指定に伴う固定資産税の評価が減額されることへ

の対策など、支援措置の充実を求める意見があがっている。 

このほか、活火山を多く抱える伊豆諸島では、火山噴火に伴う泥流や溶岩流の

発生により、渓流周辺の平地に集中している人家が被害を受ける危険性があるた

め、火山砂防等の対策が急務となっている。 

また、火山ガスにより山腹が荒廃している地域では、土砂の大量発生により満

砂状態の砂防堰
えん

堤が多く見受けられる。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）砂防事業、地すべり防止事業及び急傾斜地崩壊対策事業を着実に推進する

ため、必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京に必要額を確実に配分す

ること。 

（２）土砂災害警戒区域等の指定を推進するため、土砂災害のおそれのある箇所

の基礎調査について、地方交付税交付金の不交付団体であることを勘案し、

ソフトとハードの連携した土砂災害対策を推進するため、土砂災

害危険箇所の基礎調査及び砂防事業、地すべり防止事業並びに急傾

斜地崩壊対策事業について必要な財源の確保及び制度拡充等を図る

こと。 
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防災・安全交付金の配分に配慮するなど、必要な財源を確保すること。 

（３）土砂災害特別警戒区域の指定に伴い、避難所や要配慮者利用施設を区市町

村や施設管理者が区域外に移転する場合の財政措置を創設すること。 

（４）地区防災計画で定められた一時避難所を保全する土砂災害対策を推進でき

るよう、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

（５）土砂災害特別警戒区域において、区域指定解除のための防災工事に対し、

区市町村が助成などを行う際の財政上の支援措置を講じること。 

また、既存建築物の補強に対しては、支援措置の一層の充実を図ること。 

（６）土砂災害特別警戒区域の指定に伴い、市町村が固定資産税評価額の減額を

行った際に、財政上の負担が生じないよう支援措置を講じること。 

（７）土砂災害警戒区域における警戒避難体制を確立するために、市町村による

土砂災害ハザードマップ作成等に対し、交付対象事業の採択要件を緩和する

こと。 

（８）火山ガスの発生等で植生が育たない三宅島等の特殊な地域においては、砂

防堰
えん

堤等の機能を十全に発揮させるため、嵩
かさ

上げ等新たな機能改良を伴わな

い堆積土砂の除去についても採択されるよう、交付対象事業の要件を緩和す

ること。 

 

 

参  考 

 

【都内の土砂災害危険箇所の分布状況】 

○土砂災害のおそれがある箇所は、 

約１５，０００か所あると想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土砂災害警戒区域等の指定状況】 

＜平成２９年８月末時点＞ 

全体計画（想定） 指定済み箇所数 

１５，０００か所 

土砂災害警戒区域     

               １１，２６９か所 

土砂災害特別警戒区域  

                ８，６３３か所 

 

●急傾斜地の崩壊 
●土石流 
●地すべり 

○土砂災害のおそれがある箇所は、 

急傾斜地の崩壊
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【整備状況】 

＜平成２９年３月末時点＞ 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備状況 

Ｂ 

整備率 

Ｂ／Ａ 

砂防事業 
堰堤 ３７７基 ２３５基 ６２％ 

流路 ８５．２km ７８．２km ９２％ 

地すべり対策事業 １７地区 １２地区 ７１％ 

急傾斜地崩壊対策事業 ９５地区 ５０地区 ５３％ 

 

【ソフトとハードが連携した土砂災害対策のイメージ】  【基礎調査の国費率】 

 現行 １／３ 

 
 
 
 
 
 
 

 現行 １／３ 
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５ 水辺空間のにぎわいの創出及び緑化の推進

（提案要求先 国土交通省）

（都所管局 建設局）

＜現状・課題＞

都では、都市に残された貴重なオープンスペースである河川において、水害に

対する安全対策のみならず、緑化の推進や人々が水辺に親しめる空間としての整

備など、河川空間の魅力向上に努めてきた。

さらに、平成２８年度に策定した「都民ファーストでつくる『新しい東京』 ～

年に向けた実行プラン～」において、隅田川の浅草、両国等のエリアで恒常

的なにぎわい創出に関する施策を掲げた。

また、国においても、平成２３年４月に「河川敷地占用許可準則」の改正を行

い、地域活性化のための飲食店やオープンカフェ等について、一定のルールの下、

営業活動を行う事業者等による占用を可能とする規制緩和を行ったほか、水辺と

まちをつなげる、水辺と人をつなげるミズベリング・プロジェクトを開始するな

ど、水辺空間の利用や民間活力の積極的な活用等の取組を推進していくこととし

ている。

今後、首都東京の更なる魅力向上を図るとともに、東京 オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催に向け、世界の人々を手厚く「おもてなし」する

ため、道路や公園などの施策と幅広く連携しながら、舟運拠点や、オープンカフ

ェ等の河川敷地の民間活用を支援するインフラ、回遊性向上に資するインフラ等

の整備を進めるなど、河川空間を活用した恒常的なにぎわいづくりに取り組んで

いく必要がある。

さらに、これまで整備してきた点在する既存の緑をネットワーク化することで

都市環境を改善するなど、水辺空間の緑化を推進していく必要がある。

＜具体的要求内容＞

（１）水辺空間のにぎわいづくりを推進するために必要な財源を安定的・継続的

に確保し、東京に必要額を確実に配分すること。

（２）水辺空間の緑化を推進するために必要な財源を確保するとともに、交付金

制度の充実を図ること。

水辺空間におけるにぎわいの創出及び緑化の推進に必要な財源の

確保及び制度充実を図ること。
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参 考

【にぎわいづくりの取組事例】

〇テラスの連続化

〇河川敷地を活用したオープンカフェ 〇舟運拠点の整備イメージ

【河川緑化の取組事例】

〇中川の堤防緑化

〇大栗川の護岸緑化

 

整備前 整備後

整備前

整備後

整備前 整備後

 

参 考

【にぎわいづくりの取組事例】

〇テラスの連続化

〇河川敷地を活用したオープンカフェ 〇舟運拠点の整備イメージ

【河川緑化の取組事例】

〇中川の堤防緑化

〇大栗川の護岸緑化

 

整備前 整備後

整備前

整備後

整備前 整備後

６ 水質浄化の推進

（提案要求先 国土交通省）

（都所管局 建設局）

＜現状・課題＞

都はこれまでに、環境基本法に基づき水質浄化の取組を進めてきた。

しかし、隅田川、新河岸川、日本橋川をはじめとする感潮河川では、一部区間

において河床に堆積した汚泥により水質の悪化や悪臭の発生がみられるととも

に、こうした悪臭の発生等が舟運の活性化を阻害する要因の一つともなっている。

このため、引き続き汚泥のしゅんせつ等の水質浄化対策を進めていく必要がある。

しゅんせつに当たっての事前の底質調査の結果、隅田川においてダイオキシン汚

染土等の有害物質が確認されており、これらの有害物質の処分のため、今後の費

用の増大が懸念されている。

また、河川と連続した公有水面（外濠
ぼり

）では、平常時に流れがほとんどない閉

鎖性水域であるため水質が悪化しており、河川と同様に水質浄化の取組が必要で

ある。また、法定河川のような利用の適正化に関する制度もない。

東京 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定しており、河

川や公有水面の水質改善により良好な水辺空間を創出することで、都民だけでな

く海外からの来訪者等も水辺に親しむことができるように、計画的にしゅんせつ

を実施していく必要がある。

＜具体的要求内容＞

（１）計画的なしゅんせつについて必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京

に必要額を確実に配分すること。

（２）公有水面についても、法定河川と同様に利用の適正化のための制度を整備

すること。

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計

画的なしゅんせつについて必要な財源の確保及び制度拡充を図るこ

と。
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６ 水質浄化の推進

（提案要求先 国土交通省）

（都所管局 建設局）

＜現状・課題＞

都はこれまでに、環境基本法に基づき水質浄化の取組を進めてきた。

しかし、隅田川、新河岸川、日本橋川をはじめとする感潮河川では、一部区間

において河床に堆積した汚泥により水質の悪化や悪臭の発生がみられるととも

に、こうした悪臭の発生等が舟運の活性化を阻害する要因の一つともなっている。

このため、引き続き汚泥のしゅんせつ等の水質浄化対策を進めていく必要がある。

しゅんせつに当たっての事前の底質調査の結果、隅田川においてダイオキシン汚

染土等の有害物質が確認されており、これらの有害物質の処分のため、今後の費

用の増大が懸念されている。

また、河川と連続した公有水面（外濠
ぼり

）では、平常時に流れがほとんどない閉

鎖性水域であるため水質が悪化しており、河川と同様に水質浄化の取組が必要で

ある。また、法定河川のような利用の適正化に関する制度もない。

東京 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定しており、河

川や公有水面の水質改善により良好な水辺空間を創出することで、都民だけでな

く海外からの来訪者等も水辺に親しむことができるように、計画的にしゅんせつ

を実施していく必要がある。

＜具体的要求内容＞

（１）計画的なしゅんせつについて必要な財源を安定的・継続的に確保し、東京

に必要額を確実に配分すること。

（２）公有水面についても、法定河川と同様に利用の適正化のための制度を整備

すること。

良好な水質を維持し、都民が水辺に親しめるようにするため、計

画的なしゅんせつについて必要な財源の確保及び制度拡充を図るこ

と。
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参 考

【しゅんせつの実施状況】 平成２９年９月末時点

河川名
しゅんせつ目標土量

（平成２８年度～３２年度）

しゅんせつ実施土量

（平成２８年度）

隅田川 ３２７．２千ｍ３ ７８．２千ｍ３

新河岸川 ４６．２千ｍ３ ６．８千ｍ３

日本橋川 １７．５千ｍ３ ６．０千ｍ３

外濠 ４２．４千ｍ３ ０千ｍ３

【公有水面（外濠
ぼり

）の水質の状況】

弁慶濠
ぼり

以外の濠では、環境保全のための最低限の基準である ８ 以下を

満たしていない。外濠
ぼり

からの流入が下流を流れる神田川や日本橋川の水質悪化の

一因となっている。

※ＢＯＤは河川Ｅ類型における基準（環境保全のための最低限の基準）を準用

※ＣＯＤは湖沼Ｃ類型における基準（環境保全のための最低限の基準）を準用

環境基準

Ｂ 環境基準
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７ 流域貯留浸透事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、河道などの治水施設の整備に加え、総合治水対策の一環として、流域に

おける雨水の流出を抑制するため、都の関連施設に加え、関係区市町村とも協力

して公共施設への貯留浸透施設の設置や透水性舗装の実施などを推進している。 

しかし、流域貯留浸透事業の採択要件では、地方自治体等が設置する３００立方

メートル以上の貯留浸透機能を持つ施設とされており、小規模な貯留浸透機能を持

つ施設については、財政支援の対象となっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）流域貯留浸透施設の整備について必要な財源を安定的・継続的に確保し、

東京への確実な配分と国費率の引上げを図ること。 

（２）１施設３００立方メートル未満の小規模な貯留浸透施設についても取組を

推進できるよう、交付対象事業の採択要件を緩和すること。 

 

 

参  考 

 

【整備状況】 

                         ＜平成２９年３月末時点＞ 

区    分 整備状況 

流域貯留浸透施設（Ｓ５８～） ９５か所 

 

流域における雨水の流出を抑制するため、流域貯留浸透施設の整備

について必要な財源の確保、国費率の引上げ及び制度拡充を図るこ

と。 

－ 45 －



 

８ 海岸保全事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

我が国は、台風、地震、津波などに対し、厳しい地理的・自然条件にあること

から海岸災害が多発しており、東日本大震災においても甚大な海岸災害が発生し

た。また、海岸侵食も顕在化してきており、放置すれば貴重な国土が失われるこ

とになり、その保全は極めて重要である。 

伊豆・小笠原諸島沿岸は、海岸背後の平坦な場所に人口・資産の多くが集中し

ている。また、島しょ地域沿岸は豊かな海洋自然環境が広がり、島の貴重な観光

資源となっている。 

このことから、自然環境へ配慮しつつ、台風、低気圧及び季節風等による波浪

・高潮等から人命・財産及び国土を保全するため、これまで以上に着実な海岸保

全事業の推進が求められている。 

このような状況の中、都は、比較的発生頻度の高い津波に対して防護機能を確

保するためのハード対策や、発生頻度が極めて低いものの、発生すれば甚大な被

害をもたらす最大クラスの津波に対して、住民等の避難を軸にしたソフト対策を

進めている。 

また、平成２６年６月の海岸法改正において、海岸保全施設の維持又は修繕に

関する規定が明確化され、予防保全の考え方に基づいた維持管理の徹底が求めら

れているところである。都においても、伊豆・小笠原諸島における台風や冬季の

風浪など厳しい自然条件にさらされている海岸保全施設が多数あり、計画的な維

持又は修繕により、所要の防護機能を確保していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）海岸保全事業を推進するために必要な財源を安定的・継続的に確保し、東

京に必要額を確実に配分すること。 

（２）計画的な維持又は修繕により海岸保全施設の予防保全型管理を進めるため

に必要な財源を確保し、東京に必要額を確実に配分すること。 

 

伊豆諸島等における海岸保全事業について必要な財源を確保し、

東京に必要額を確実に配分すること。 
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参  考 

 

【海岸施設の状況】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老朽化による施設の破損状況 （左）御蔵島・御蔵海岸、（右）三宅島・阿古海岸 

海岸侵食による汀線（海岸線）の後退（大島） 
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４ 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

直轄管理河川における高規格堤防事業は、首都圏を洪水から守るとともに、ま

ちづくりを進めていく上で重要な事業であり、その構造的特徴から破堤しにくい

だけでなく、地震時の液状化等にも強いため、震災対策としても有効である。 

東京は、河川の氾濫原に多くの人口・資産等が集積しており、東部低地帯に３

００万人が暮らしているなど、水害から都民の命と暮らしを守るためには堤防の

安全性向上は特に不可欠である。 

平成２９年度予算では、北小岩一丁目地区（江戸川）及び篠崎公園地区が整備

されるが、首都東京の安全性を高めていくためには、今後も積極的に事業を推進

していく必要がある。 

また、現行の直轄事業負担金の負担割合は３分の１と、一般的な河川改良事業

並の負担割合となっている。一方で、例えば、道路事業では、高速道路の負担金

（新直轄方式）について都県の負担は４分の１となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地震や豪雨による水害から都民を守るため、土地区画整理事業等と連携し、

早期の事業着手と一層の整備促進を図ること。 

（２）高規格堤防事業の実施に当たっては、共同事業者に十分な説明責任を果た

すとともに、コスト縮減に努めること。 

（３）高規格堤防事業の直轄事業負担金について、負担軽減を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都圏の洪水や地震に対する安全性を高め、まちづくりにも寄与

する高規格堤防（スーパー堤防）事業を着実に推進すること。 
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【直轄事業負担金の負担率】 

直轄事業 国 都県 

河川事業 

 

その他の改良事業 

（高規格堤防事業含む） 

２／３ １／３ 

大規模改良事業 ７／１０ ３／１０ 

道路事業 高速自動車国道 

（新直轄方式） 

３／４ １／４ 

一般国道（直轄国道） ２／３ １／３ 

 

高規格堤防（スーパー堤防）断面図（イメージ） 

（200ｍ～300ｍ程度） 

高規格堤防（スーパー堤防）事業対象河川図（首都圏） 

        ※出典：平成２４年度予算決定概要 
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５ 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

日本の中枢機能が集中する首都東京に大規模地震が発生し、海岸保全施設の

機能が失われると、約３００万人が暮らす沿岸部低地帯に海水が浸入し、甚大

な被害を受けるおそれがある。 

首都東京が機能不全に陥れば、我が国の社会・経済活動、国民生活への影響

は計り知れない。 

また、２０２０年には東京 2020 大会も開催され、首都東京の防災力を早急

に向上させることが必要である。 

このため、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤等の海岸保全施設の耐

震性強化を図るなど、東京港における地震・津波・高潮対策を強力・早急に推

し進めていかなければならない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

最大級の地震や台風に備え、水害から都民の生命・財産、首都東京の中枢機能

を守るため、防潮堤や水門の耐震性強化を図るなど、東京港における地震・津波

・高潮対策を強力・早急に講じられるよう、必要な財源を確保すること。 

特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤については、東京 2020 大会

までに整備を確実に完了させるよう、必要な財源を確保すること。 

都民の生命と財産を守り、首都東京の中枢機能を確保するため、

東京港における地震・津波・高潮対策を早急に講じられるよう、必

要な財源を確保すること。 

特に、東京の沿岸部の第一線を守る水門・防潮堤については、東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会までに整備を完了さ

せるよう、必要な財源を確実に確保すること。 
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（提案要求先 財務省・国土交通省） 

（都所管局 建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 大会では、「史上最高・世界一のオリンピック・パラリンピック」の

実現に向けて取り組み、競技会場等の着実な整備を行い、開催都市としての責務

を果たす必要がある。 

とりわけ、都立公園及び海上公園は、競技会場としての整備が求められている

ほか、練習会場やライブサイト等による利活用も予定されている。 

大会開催時に向けた公園の整備・改修とともに、大会終了後の仮設競技施設撤

去に伴う公園の再整備及び改修に対し、財政的及び政策的な支援が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）競技会場等となる都立公園及び海上公園の再整備や改修に係る補助制度の

創設を行うとともに、十分な財源を確保すること。 

（２）都立公園等に設置する仮設物等について、交付金等の対象となるよう、補

助対象施設の拡充を行うこと。 

（３）交付金等による再整備が行われた競技会場等について、大会後の撤去・改

修が可能となるよう、処分制限を緩和すること。 

（４）競技会場等の整備が借受国有地内で行われる場合、利用変更手続の簡素化

を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ オリンピック・パラリンピック競技会場等とな 

る都立公園及び海上公園の整備 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）の開催に向けて、競技会場等となる都立公園

及び海上公園での施設整備等に対し、財政的及び政策的な支援を行

うこと。 
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  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都東京の河川には、現在約２４０隻の不法係留船がある。これまで、不法係

留船について都は、暫定係留施設の整備と代執行等の強制措置により、プレジャ

ーボートを中心に縮減に一定の成果を上げてきたが、暫定係留施設及び代執行に

は多大な費用がかかる。 

また、小型船舶操縦士免許取得者は増加傾向にあり、問題の抜本的な解決を図

るためには、船舶について保管場所を義務付ける法制度の創設が必要である。 

平成１９年６月「プレジャーボートの三水域連携による放置艇対策検討委員会」

の提言では、「特に放置艇対策が進捗している地域では係留・保管能力が十分で

あると想定されるため、保管場所確保の法制化を早期に図るべき」としている。 

このため、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会時における水辺景

観向上を図るためにも、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に相当する

ような制度を創設する必要がある。本要望は平成５年以降、九都県市首脳会議に

おいても要望しているものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付ける「自動車の

保管場所の確保等に関する法律」に相当する法制度を創設すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 不法係留船対策の推進 

不法係留船を根絶するため、船舶について、保管場所を義務付け

る制度を創設すること。 
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参 考

新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

新規免許取得者が

放置をする前に

法制度の整備を！

万人

小型船舶操縦士免許取得者の推移 全国

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上

保管場所の義務付けの効果

小型艇の陸上保管の促進

保管業への民間参入の促進

河川管理者の施設整備の負担減

不法係留船の縮減とモラル向上

隻

都内河川の不法係留船の推移
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（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２３年４月、都市再生特別措置法の改正により、「特定都市再生緊急整備

地域」の制度が創設され、都市拠点インフラの整備に係る予算支援が創設される

とともに、民間都市再生事業に対する金融支援が充実された。 

また、平成２５年１２月には、国家戦略特別区域法が施行され、産業の国際競

争力強化や国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、都市計画法や民間都市再

生事業計画の認定の特例措置が創設されるなど、更なる制度拡充が図られた。 

さらに平成２８年６月には、「日本再興戦略 2016」において、都市再生特別措

置法の特例等を活用する都市再生プロジェクトの合計数を今後２年間で１００事

業とする構想を掲げ、その早期実現を目指すことが示された。平成２９年３月末

現在、東京都では、国家戦略特別区域会議に３２のプロジェクトを提案しており、

国・都・民間事業者等が連携し、都市再生の推進に取り組んでいるところである。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）特定都市再生緊急整備地域の整備計画等の実施に必要な財源を確保するこ

と。 

（２）民間が行う都市再生事業が着実に推進されるよう、都市再生事業として認

定された事業において、権利者の生活再建対策のため、地区外転出者に対す

る租税の軽減を行うなど、税制等財政面の更なる支援拡充を行うこと。 

また、市街地再開発事業の保留床取得について、権利床取得者と同等の税

制上の優遇措置を行うなど、支援拡充を行うこと。 

 

８ 国際競争力強化に資するまちづくりの推進 

 国際的な都市間競争に勝ち抜くため、都市再生緊急整備地域等に

おける都市拠点インフラの整備や、優良な民間開発の誘導に必要な

財源を確保するとともに、制度の拡充等を図ること。 
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９ 市街地の開発に係る諸事業の推進 

１ 土地区画整理事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

土地区画整理事業は、未整備な市街地又は市街地予定地において、道路や公園

などの公共施設と宅地を一体的・総合的に整備し、交通の円滑化、防災性の向上、

地域の活性化などを図り、安全で快適な市街地を創出する重要な事業である。 

現在、都内では区部及び多摩地域の５０地区で公共施行、民間施行の土地区画

整理事業が行われているが、これらの地区では保留地処分金以外に各種補助金の

導入なくしては事業が成立しない。 

また、最盛期を迎えるターミナル駅の再編整備等の大規模な都市基盤整備や、

面整備の機会を捉えた無電柱化の推進など、東京の都市再生に資する取組を着実

に進めるためにも、引き続き安定的・継続的に財源を確保することが必要不可欠

である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

事業を着実に推進するため、必要な財源を安定的・継続的に確保する必要があ

る。万が一財源が削減された場合、東京の都市再生に資する大規模な都市基盤整

備や面的な無電柱化等の着実な推進や、早期の事業完成を望む地権者等に深刻な

影響を与える。 

特に、既成市街地の公共施設整備を行う都施行の六町地区及び瑞江駅西部地区、

足立区施行の佐野六木地区、日野市施行の西平山地区、都市再生機構施行の品川

駅北周辺地区、羽田空港跡地地区、中野三丁目、共同施行の南町田駅周辺地区や

大規模な都市基盤整備を伴う渋谷駅街区地区のほか、今後、都市再生機構施行を

予定している品川駅街区などに対する財源を事業期間に応じて確保すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市再生や都市機能の更新に資する土地区画整理事業の推進に必

要な財源を確保すること。 
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参  考 
 

１ 土地区画整理事業の推進（都市整備局所管分） 
【事業中地区数】         （ ）は平成 29 年度交付金対象地区数 

施行者 区部 多摩 計 
都 ８（ １） ０（ ０） ８（ １）

区市町 ４（ ２） １９（１６） ２３（１８）

都市再生機構 ４（ ２） １（ ０） ５（ ２）

組合 ０（ ０） ７（ ０） ７（ ０）

個人 ３（ １） ４（ １） ７（ ２）

計 １９（ ６） ３１（１７） ５０（２３）

（平成 29 年９月 1 日現在） 

 

 

２ 市街地再開発事業の推進 
（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 
（１）市街地再開発事業は、都市の骨格である道路・公園等の公共施設の整備、

敷地の統合や共同建築物の建築等により、土地の高度有効利用と都市機能の

更新や魅力ある都市拠点の形成・国際競争力の強化、密集市街地の解消など

東京の都市再生を図る上で重要な事業である。 
   現在、東京都内では３８地区が事業中であり、公共施行だけでなく、民間

による組合施行も行われている。これらの地区は、近年高騰し、高止まりし

ている建設工事費の影響を大きく受けており、確実な国費の導入が不可欠で

ある。今後、虎ノ門一丁目地区、道玄坂一丁目駅前地区などで事業が最盛期

を迎え、また、八重洲二丁目北地区、南小岩六丁目地区など複数の市街地再

開発事業が工事に着手する予定であり、引き続き安定的・継続的に財源を確

保することが、事業を着実に進めていくために不可欠である。 
（２）第一種市街地再開発事業では、過小床不交付又はやむを得ない事情により

転出せざるを得ない等の場合を除いて、租税の控除が認められていない。 
   しかし、転出者の生活再建において、租税の控除を認められないことが、

合意形成を図る上で課題の一つとなっていることから、事業を円滑に推進す

（１）都市再生や都市機能の更新に資する市街地再開発事業の推進

に必要な財源を確保すること。 

（２）第一種市街地再開発事業の地区外転出者に対する租税の軽減

措置をすること。 

（３）大街区化の推進に必要な財源を確保すること。 
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るために租税の軽減措置が必要である。 
（３）都心部等では、街区規模が小さい、区画道路の幅員が狭いなどにより、ポ

テンシャルを生かし切れていない地区がある。市街地環境の改善や土地の有

効・高度利用を図るためには、市街地再開発事業を活用した大街区化を進め

ることが必要である。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）市街地再開発事業の財源が削減された場合、東京の都市再生や都市防災機

能強化に向けた不燃化・面的な無電柱化などの取組や、早期の事業完成を望

む地権者等に深刻な影響を与える。このため、事業の着実な推進に必要な財

源を安定的・継続的に確保すること。 
   また、不動産市況の悪化、建設工事費の高騰等を踏まえ、状況に即応した

財政支援を行うこと。 
（２）第一種市街地再開発事業において、権利者の生活再建対策により合意形成

を促し、事業を円滑に推進するため、限定的に適用されている租税（所得税、

法人税等）の特例を、転出の理由にかかわらず地区外転出者全てに適用する

など税制の改善を図ること。 
（３）都心をはじめとする既成市街地において、街区再編や機能更新を計画的に

行い、都市再生を進めていくための、大街区化の推進に必要な財源を継続的

かつ安定的に確保すること。 

 

 

３ 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の推進

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

現在、都内では４地区が事業中であり、住宅や公共施設の整備等を総合的に行

うことにより、快適な居住環境の創出や密集市街地の改善が図られている。 

住宅市街地総合整備事業を着実に進めていくためには、今後も引き続き財源を

安定的・継続的に確保することが必要不可欠である。 

また、良好な住宅市街地整備には、都市計画道路などの関連公共施設のみなら

ず、関連公共施設の採択基準に満たない規模の小さな区画道路などの地区公共施

設整備も行われる。こうした施設は、居住者が利用し、生活に密着した施設が多

いが、国費率が関連公共施設と比較して低く、事業を推進するに当たり、地方公

共団体の財政の負担が大きくなっている。 

 

安全で快適な住宅市街地の形成を図るため、住宅市街地総合整

備事業（拠点開発型）の推進に必要な財源を確保するとともに、

地区公共施設等整備に係る国費率を引き上げること。 

－ 57 －



 

＜具体的要求内容＞ 

住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）の財源が削減された場合、早期の事業

完成を望む地権者等に深刻な影響を与える。安全で快適な住宅市街地の形成を図

るため、事業の推進に必要な財源を安定的・継続的に確保するとともに、地区公

共施設等整備の現行国費率３分の１を都市計画道路などの関連公共施設整備や住

宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）と同率の２分の１に引き上げる

こと。 

 
 

４ 道路整備と一体的に進める沿道のまちづくりの推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都直下地震による東京の被害想定によると、大地震が発生した場合、最悪の

ケースでは、建物の全壊・焼失は約３０万棟にも及ぶとされ、都内に約１３，０

００ｈａ存在する木造住宅密集地域では、大規模な市街地火災が発生するおそれ

がある。  

このため、市街地火災の延焼を防止する延焼遮断帯の形成が重要である。 

木造住宅密集地域等で実施している「一体開発誘発型街路事業（道路整備と一

体的に進める沿道のまちづくり）」は、道路整備により発生する沿道の小規模、不

整形な残地を交換・集約化した上で建物の共同化を図るなど、沿道地域の土地利

用の高度化と延焼遮断帯形成による防災性、安全性の向上を早期に発現させる整

備効果が大きい重要な事業である。 

現在、都内では８地区が事業中であり、道路用地買収の進捗により火災の延焼

防止や緊急時の避難路としての空間が生まれ、当該地域での防災性が向上してい

る。これに併せ、沿道においても、共同化住宅が完成するなど、沿道の不燃化等

に資するまちづくりが着実に前進している。 

一体開発誘発型街路事業の財源が削減された場合、早期の事業完成を望む地権

者等に深刻な影響を与える。今後も事業を着実に進めていくため、事業の推進に

必要な財源を引き続き安定的・継続的に確保することが必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）一体開発誘発型街路事業は、道路ネットワークの形成を図るとともに、沿

道における建替え促進等による共同化・不燃化により延焼遮断帯が形成され、

地域の防災性向上が早期に発現するなど、整備効果が大きい。事業の円滑な

推進のため、国費を重点的に配分するとともに、事業の推進に必要な財源を

安定的・継続的に確保すること。 

道路整備と一体的に進める沿道のまちづくりの推進に必要な財

源を確保するとともに、税制上の優遇措置を講じること。 
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（２）一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、都市防災総合推進事業及び住宅

市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）と連携し重層的な展開を図り、

延焼遮断帯の形成を促進することが重要である。そのため、事業の推進に必

要な財源を安定的・継続的に確保すること。 

（３）一体開発誘発型街路事業の推進に当たり、当該道路用地取得により生じた

残地の売却について、都市計画道路区域内と同様に、譲渡所得に対する税制

上の優遇措置を講じること。 
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１ 既存住宅流通の活性化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

我が国では、既存住宅はその品質や管理状態とは関係なく築年数の経過ととも

に市場での価値が低下する状況にある。既存住宅の取得に係る税制優遇について

も、維持管理状況に関わらず建築年数で一律に対象外となるなど新築が優遇され

ており、住宅の平均使用年数は欧米と比べて短く、既存住宅市場も十分に活性化

していない。 

国は、平成２５年度に「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」

を策定し、それを踏まえ、平成２７年度には「既存住宅価格査定マニュアル」が

改訂されるなど、建物の維持管理状況が適切に反映される建物評価手法の整備が

進められてきた。 

東京都では、平成２９年３月に改定した住宅マスタープランにおいて、目標の

１つに「良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現」を掲げ、既存ストッ

クの有効活用を図っていくこととしている。 

既存住宅について、消費者が安心して選択できるような魅力あるものにしてい

くためには、新築時から維持管理期、売買時までの全体を通じて、住宅の品質及

び性能が確保され、取引時にそれらが明らかになり、その価値が適切に評価され

るような市場の形成が必要であり、税制の面からの支援も必要である。 

また、空き家の発生を抑制する観点からも、既存住宅を売買や賃貸の各市場に

流通させていくことが有効である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新たな評価指針に基づく建物評価手法については、内容が複雑で価格査定

実務を行う宅地建物取引業者等にとって活用しづらいものとなっているた

め、簡便で統一的なものとするとともに、金融機関等にも広く普及を図るこ

と。 

（２）既存住宅について、流通活性化を図る観点から取得に関する税制優遇を幅

広く見直して、優遇措置の充実を図ること。 

（３）適正な維持管理や質の向上に寄与するリフォーム等を行う住宅に対し、税

制優遇を拡充するなど、住宅所有者の自主的な取組を促進するための措置を

講じること。 

 

 

 

 

１０ 既存住宅ストックの活用促進 

既存住宅流通を促進する施策を総合的に推進すること。 
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２ 空き家対策の促進 

 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２５年住宅・土地統計調査によると、空き家は全国で約８２０万戸、東京

都で約８２万戸となっており、全住宅ストックの１割を超える状況となっている。 

空き家は、適切な管理がなされなければ、老朽化し地域の居住環境の悪化や防

災機能の低下を招くことが懸念されることから、利活用を含む空き家の包括的な

施策の推進が重要となっている。 

東京都では、平成２９年３月に改定した住宅マスタープランにおいて、目標の

１つに「活力ある持続可能な住宅市街地の実現」を掲げ、空き家対策の推進によ

る地域の活性化を図っていくこととしている。 

また、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「特措法」という。）に基

づき、区市町村が地域の状況に応じ、総合的かつ計画的に空き家に関する施策等

を進めているところであり、より実効的な取組を促進していくためには、財政支

援をはじめとする更なる施策の充実が必要である。 

 

（１）空き家対策総合支援事業の補助対象要件について 

   空家等対策計画に基づき区市町村が総合的に取り組む空き家施策に対して、

重点的・効果的な支援を行うため、平成２８年度に空き家対策総合支援事業

が創設された。この補助事業は、国費合計額の下限が 1,000 万円の規模で実

施する事業を対象としている。 

   しかし、都内自治体の多くは総合的な空き家対策に取り組んでいるが、そ

の事業規模の多くは数百万円程度のため対象要件を満たさない。このため、

補助対象の要件を緩和する必要がある。 

（２）即時執行について 

特措法の制定後、自治体は特措法に基づき、助言又は指導、勧告及び命令

の手続を経て、代執行による措置を講じることができるようになった。一方

で、都内のいくつかの自治体においては、特措法施行前から空き家等に関す

る条例を制定して取り組んでいる。中には、特措法に規定されていない即時

執行（災害等により、人の生命、身体又は財産に危険が差し迫る状態の空き

家等に対して、所有者の同意を得ずに必要な最小限度の措置を講ずること）

についても規定している自治体もある。 

しかし、条例に基づく即時執行の規定は特措法における代執行の規定との

整合性が整理されておらず、法的根拠が明確でない中での条例を根拠とした

執行は、訴訟等に発展するおそれがある。 

地域の状況を踏まえた空き家の利活用等を促進するため、必要な

財源を確保のうえ、補助制度を見直すこと。 

また、法改正により更なる空き家施策の拡充を図ること。 
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このため、即時執行について特措法に規定し、位置付けを明確にする必要

がある。  

（３）空き家の発生を抑制するための特例措置について 

当該特例では、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されて

いた家屋であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住

をしていた者がいなかったものに限って対象としている。 

しかし、被相続人が高齢期に健康を保って一人暮らしができる人ばかりで

はなく、子ども世帯との同居を選択する人もいる。 

また、老人福祉施設等を利用する際は、被相続人の意思によらず、自治体

の指導により当該施設に住民票を異動する場合もあり、そうした際には特例

の対象から除外されることとなる。この特例措置は、相続人が使う見込みの

ない放置された古い空き家や、その取壊し等後の敷地の流通による有効活用

を促進し、空き家の発生を抑制することを目的としているため、居住の実態

の有無により取扱いが異なることについて、区市町村の担当者からも疑問が

呈されており、特例の対象要件を見直す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）空き家施策に必要な財源を確保するとともに、空き家対策総合支援事業を

より使いやすい制度とするため、総合的な空き家対策に取り組む自治体であ

れば支援を受けられるよう、補助対象となる国費合計額の下限を引き下げる

こと。 

（２）区市町村が特措法に基づき、緊急に危険回避をする際は、所有者の同意を

得ずに行政措置を講じることが可能となるように法改正を行うこと。 

（３）租税特別措置法を改正し、居住の実態にかかわらず相続により生じた、使

う見込みがない古い空き家又は当該空き家の取壊し等後の敷地の譲渡（当該

譲渡の対価の総額が１億円を超えないものとする。）であれば、特例措置の

対象とすること。 

 

 

参  考 

 

（１）空き家対策総合支援事業 

   社会資本整備総合交付金とは別枠の制度として平成２８年度より創設 

   空家等対策計画の作成と、民間事業者と連携があることを前提として、総

合的な空き家施策を実施する区市町村を支援する事業 

   補助対象事業費は、2,000 万円以上（補助率 1/2 で、国費合計額は 1,000

万円以上）で、空き家の利活用と除却等を行う事業を対象としている。 

 

（２）代執行 

   特措法において、区市町村長は「特定空家等」の所有者等に対し、必要な

措置を助言・指導、勧告及び命令することができる。その措置が履行されな

いときに、行政代執行法に基づき、本来所有者等が履行すべき措置を代執行
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することができる。 

 

（３）空き家の発生を抑制するための特例措置について 

   平成 28 年度税制改正により導入された制度 

相続日から起算して 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被

相続人の居住の用に供されていた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震

性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は

取壊し等後の土地を譲渡した場合（譲渡価額が１億円以下）には、当該家屋

又は土地の譲渡所得から 3,000 万円を特別控除する。 

この特例を適用するために、相続人が確定申告時に必要となる「被相続人

居住用家屋等確認書」の発行を区市町村が行うこととされている。 

 

<適用期間> 

平成 28 年４月１日～平成 31 年 12 月 31 日に譲渡すること 

<対象となる家屋についての主な要件> 

   ①相続の開始の直前に、被相続人以外に居住をしていた者がいない。 

   ②昭和 56 年５月 31 日以前に建築された建物（区分所有建築物を除く） 

   ③相続の時から譲渡の時まで、居住等の用に供されていたことがない。 
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（提案要求先 法務省・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京においてマンションは、約１７７万戸あり、総世帯数の約４分の１が居住

するなど、主要な居住形態として広く普及している。また、マンションは、市街

地の構成要素として、まちの活力や魅力、防災力の形成とも密接に関連している

など、地域のまちづくりやコミュニティ形成にとって重要な存在となっている。 

その一方で、経年とともに、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老

い」が確実に進行しており、管理組合の機能低下等によって管理不全に陥り、ス

ラム化すれば、周辺環境にも悪影響を及ぼし、深刻な社会問題へと発展するおそ

れがある。 

こうした事態を引き起こさないためにも、長期的視点に立って実効性のあるマ

ンション施策を積極的に展開し、適正な管理と円滑な再生を促進していく必要が

ある。都は、これらの課題認識を踏まえ、平成 28 年３月に「良質なマンションス

トックの形成促進計画」を策定し、マンション施策を総合的・計画的に推進する

こととした。 

国においては、法令や標準管理規約等の整備、マニュアル・ガイドブックの作

成、住宅団地の再生のあり方に関する検討、補助、融資、税制等による支援等、

様々な取組が行われているが、本計画の推進に当たっては、なお不十分な面があ

り、更なる法整備や支援策の拡充等が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

〔マンションの管理水準の向上〕 

（１）優良な管理が行われているマンションや、災害時における避難者の一時受

入れなど、地域への貢献を積極的に行うマンションを評価し、税制、金融等

の優遇措置を講じるなど、管理水準の向上を促進するための仕組みを設ける

こと。 

 

〔既存マンション取引時における管理情報の開示促進等〕 

（２）宅地建物取引業法で規定する重要事項説明の前の段階でも、既存マンショ

ンの購入予定者が管理組合の財務・管理に関する情報の開示を受けられるよ

う、マンション標準管理規約などの関係規定等を整備すること。 

１１ マンションの適正な管理と円滑な再生による 

  良質なストックの形成促進 

大都市における主要な居住形態として広く普及しているマンショ

ンの適正な管理と円滑な再生を促進するための更なる支援策を講じ

ること。 
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また、優良な管理が行われているマンションが市場で評価されるよう、価

格査定における維持管理に関する査定条件の充実等の措置を図ること。 

 

〔改修によるマンション再生の促進〕 

（３）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化など、現行では全区分所有者の同

意が必要と解される事項について、特別多数決議で実施できる制度を導入す

ること。 

（４）改修によるマンション再生に対する補助制度（優良建築物等整備事業の既

存ストック再生型）の継続や拡充を図るとともに、バリアフリー改修や省エ

ネ改修に伴う固定資産税の減額措置も継続すること。 

 

〔耐震性不足マンション等の早期解消〕 

（５）耐震診断及び耐震化のための計画策定や、耐震改修工事にかかる区分所有

者の自己負担が、より軽減されるように、住宅・建築物安全ストック形成事

業における国の補助割合を拡大すること。 

（６）耐震性が特に低いマンションや、まちづくりの観点から建替え等の必要性

が高いマンションについては、建替えや敷地売却に必要な決議要件（５分の

４の特別多数決議）を緩和するとともに、建替えにおける借家人の同意要件

を緩和するなど、合意形成をより円滑に進めるための措置を講じること。 

 

〔既存不適格等により建替えが困難なマンションの再生の円滑化〕 

（７）全員同意が必要となる非現地での建替えを特別多数決議で可能とする仕組

みを創設すること。また、非現地での建替えや隣接地等との共同建替えを権

利変換手続きで行うことができる新たな事業手法を創設するとともに、税制

上の優遇措置も講じること。 

（８）マンション敷地売却制度は、耐震性が不足するマンションのみが対象とさ

れているが、既存不適格等で建替えが困難なマンションや、まちづくりの観

点から除却の必要性が高いマンションについても適用の対象とするととも

に、買受人が耐震性不足のマンションを改修し、継続して活用することが出

来るよう既存マンションの除却を要件としないなど、適用要件の緩和も併せ

て措置すること。 

（９）敷地に借地権等が設定されるマンションの土地所有権は、マンションの建

替え等の円滑化に関する法律において権利変換の対象とならず、法による権

利調整ができないことから、建替えの円滑化を図るため、権利変換ができる

仕組みの整備を図ること。 

（１０）複数の開発整備事業を段階的に実施する区域において、老朽マンション

を売却し、先行して整備された住宅を取得する区分所有者に対する税制優遇

措置を講じるなど、まちづくりと連携して老朽マンションの再生が円滑に進

む仕組みを充実させること。 

 

〔団地型マンションの再生の円滑化〕 

（１１）団地型マンションは、権利者が多く、権利形態や管理方式も様々であり、
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団地内の建物の一括での建替えが難しい場合も多いことから、その再生を進

めるため、段階的・部分的な建替え・改修等を円滑化する仕組みの整備・充

実を図るとともに、団地一括建替え決議に係る棟別要件を緩和すること。 

 

参  考 

 

（３）改修・改築に伴う共用部分の専有部分化などを特別多数決議で実施できる

制度の導入 

 

 

 

 

   現行法上、上記のような場合は、共用部分の処分に当たり、共用者全員の

同意が必要となる。今後、人口減少とともに想定される住宅需要の低下等に

対応するため、ワンルームマンションなど狭小住戸のファミリー世帯向けへ

の更新や、住宅以外の用途への部分的なリノベーションなどについて、特別

多数決議により可能となるようにすべきである。 

 

（５）住宅・建築物安全ストック形成事業の耐震化支援の概要 

※平成２２年度から「社会資本整備総合交付金」に再編 

 制度概要（主な要件等） 

耐震診断及び 

耐震化のため

の計画の策定 

補 助 率：地方公共団体が実施する場合 国１／２ 

地方公共団体以外が実施する場合 

国１／３＋地方公共団体１／３ 

耐震改修工事 補助対象：耐震改修工事費（建替えを含む。） 

補 助 率：２３．０％（国１１．５％＋地方公共団体

１１．５％） 

工事費の２３．０％について、国費で１／２

を補助 

 

○耐震診断及び耐震化のための計画策定 

 ■ 現行の助成制度 

 

 

 

※現行の自己負担割合１／３を軽減するため、国の補助割合の拡大を要望 

 

○耐震改修工事 

■ 現行の助成制度 

 

 

※現行の自己負担割合７７％を軽減するため、国の補助割合の拡大を要望 

国 地方自治体 自己負担 

1/3 1/3 1/3 

自己負担 

77％ 

国  

11.5％ 

（例）共用部分である

壁を取り払い、２戸を

１戸にする場合 

地方 

 11.5％ 
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（６）～（９） 

【マンション建替法に基づく建替えの実績（件数）及び築４０年以上の戸数の推移】 

                        （単位：件） 

年度 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計

東京都 ３ ２ ４ ３ ３ ２ ２ ５ ５ ３ ５ ４ １ ５ 47

全国 

(東京都分

を含む)。 

４ ５ ８ 14 ９ ６ ４ ５ ６ ５ 10 ５ ３ ７ 91

注）構造計算書偽装物件を除く。 

 

（１０）まちづくりと連携した老朽マンションの再生を円滑化する仕組みの充実 

  東京の都心部などの老朽マンション等が集積する区域や大規模団地などにおいて

は、複数の開発整備事業を段階的に実施し、先行する事業において区分所有者の移

転先となる受け皿住宅を確保することで、合意形成の促進や引越し・仮住居費用の

削減、住宅の集約化による合理的な土地利用が可能となり、一体的なまちづくりを

進める上で有効である。 

このため、地区計画の目標や方針に沿って、複数の開発整備事業等が計画的に実

施される区域では、まちづくりに協力する区分所有者が、不動産の譲渡所得に対す

る課税などにより不利益を受けないよう、市街地再開発事業におけるやむを得ない

事情により転出する場合と同等の税制優遇措置を講じるなど、まちづくりと連携し

て老朽マンションの再生が円滑に進む仕組みを充実していただきたい。 

 

（１１）団地再生を円滑化する仕組みの創設 

団地型マンションは、権利者が多数であることに加え、権利形態や管理方式

が様々であり、団地内の建物の一括建替えが困難な場合もあるなど、その再生

に当たっては、単棟型のマンションにはない課題を解決していく必要がある。 

このため、段階的・部分的な建替え・改修等を円滑化する仕組みの整備・充

実を図るとともに、団地一括建替え決議に係る棟別要件を緩和していただきた

い。 

 

区分所有法の建替え決議の議決要件 

単棟型【第６２条】 区分所有者及び議決権の各４／５以上 

団地(一括) 

【第７０条】 

団地全体：区分所有者及び団地内建物の敷地の持分割合の各４／５以上

各団地内建物：区分所有者及び議決権の各２／３以上 

団地（部分） 

【第６９条】 

団地全体：土地の持分割合の３／４以上（ただし、建替えにより特別の

影響を受ける棟についてはその棟単独で３／４以上） 

建替え棟：区分所有者及び議決権の各４／５以上による建替え決議（又

は全員同意） 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京が日本経済のエンジンとして、我が国の成長を牽
けん

引するため、また、災害

時における首都東京の安全・安心を確保するためには、首都圏の陸・海・空の交

通・物流ネットワークの強化が極めて重要である。 

とりわけ、首都圏における交通・物流の根幹を成す外環は、渋滞緩和によるヒ

ト・モノのスムーズな流れの確保、首都直下地震など大規模災害時における避難

・救急活動ルートの確保など、様々な効果が期待されており、早期整備が必要で

ある。 

外環（千葉区間）については、今年度の開通が予定されており、東京の東部地

域において、物流の効率化や地域の安全性向上が期待される。 

１２ 外かく環状道路の早期完成 

（１）外環（関越道～東名高速）については、首都圏における交通・

物流の根幹を成す重要な道路であるため、整備に必要な財源を

十分に確保し、早期に開通すること。 

事業の実施に当たっては、安全を最優先に工事を進めるとと

もに、コスト縮減に努めること。また、青梅街道インターチェ

ンジの一体整備に向け、都が受託する用地取得が円滑に進むよ

う、相互に連携して取り組むこと。 

（２）「対応の方針」を国の責任において確実に履行すること。 

   また、外環の整備に併せ、ジャンクションやインターチェン

ジ周辺等におけるまちづくりなどについて、都や沿線区市と協

力し推進すること。 

（３）外環（東名高速～湾岸道路）については、関越道～東名高速

間が進展している現時点で、次の段階を見据え、必要な調査を

実施するとともに、「東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道

路間）計画検討協議会」における議論も踏まえ、羽田空港に向

かって早期に計画を具体化すること。 
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外環（関越道～東名高速）については、各ジャンクションで整備が進められて

おり、本年２月に東名ジャンクションからシールドマシンが発進するなど、事業

が本格化している。 

また、外環（東名高速～湾岸道路）については、首都圏三環状道路のいわば総

仕上げの区間であり、羽田空港や京浜港へのアクセスを強化するなど、環状道路

としての機能を最大限に発揮させるために不可欠な路線である。国、東京都、川

崎市の三者で構成する「東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討

協議会」における議論も踏まえ、早期に計画を具体化する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）外環（関越道～東名高速）は、首都圏における交通・物流の根幹を成す重

要な道路であるため、整備に必要な財源を十分に確保し、早期に開通するこ

と。 

事業の実施に当たっては、大深度地下における高度な技術力を要する本線

トンネル工事や本線とランプをつなぐ地中拡幅工事等について、安全を最優

先に整備を進めるとともに、コスト縮減に努めること。また、青梅街道イン

ターチェンジの一体整備に向け、都が受託する用地取得が円滑に進むよう、

相互に連携して取り組むこと。 

引き続き、国、都、NEXCO 東日本・中日本による東京外かく環状道路（関

越～東名）事業連絡調整会議を活用し、情報の共有化を図りながら進めるこ

と。 

（２）地域住民の意見や要望に対する「対応の方針」を国の責任において確実に

履行すること。 

   また、外環の整備に併せ、ジャンクションやインターチェンジ周辺等のま

ちづくりについて、都や沿線区市と協力し推進すること。特に３区市に 跨
またが

る

中央ジャンクション周辺のまちづくりについては、国が主導し、都や沿線区

市と協力してまちづくりを推進すること。 

   さらに、アクセス道路整備についても積極的に支援を行うこと。 

（３）東名高速～湾岸道路間については、関越道～東名高速間が進展している現

時点で、次の段階を見据え、計画の検討に必要な調査を実施するとともに、

「東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討協議会」における

議論も踏まえ、透明性、客観性を確保しつつ、羽田空港に向かって早期に計

画を具体化すること。 
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１ 高速道路網の整備推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞  

三環状道路をはじめとする首都圏の高速道路は、交通渋滞の解消、環境改善、

地震による被災時の緊急輸送、災害や事故による非常時の迂(う)回機能確保、更

には、観光・企業活動の活性化等、非常に高いストック効果の発現が期待される。 

平成２７年３月に首都高速中央環状線が全線開通し、三環状道路の最初のリン

グが完成するとともに、平成２９年２月には圏央道の茨城県区間が全線開通し、

東名高速から東関東道までの６つの高速道路が結ばれるなど、三環状道路の整備

は着々と進んでいるが、引き続き、首都圏における高速道路ネットワークの充実

を図ることが重要である。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏三環状道路のうち、東京外かく環状道路及び首都圏中央連絡自動車

道に必要となる財源を確保し、早期かつ確実に整備を推進すること。 

（２）環状線本来の機能を発現させるため、中央環状線の既に開通している区間

（板橋 JCT～熊野町 JCT 間、堀切 JCT～小菅 JCT 間、小松川 JCT 等）の改良

により交通渋滞解消に寄与する事業等を推進するとともに、必要な財源を確

保すること。 

（３）都市高速道路晴海線のⅡ期区間（晴海～築地）について、早期に事業者を

決定し、事業化を図ること。 

（４）日本橋区間の首都高速道路については、大規模更新の機会を捉え、交通機

能に大きな影響を与えないようにしつつ、東京都、首都高速道路株式会社と

共同で周辺のまちづくりと連携し地下化に向けて取組を進めること。 

（５）都市高速道路の整備に対する日本高速道路保有・債務返済機構への出資率

については、出資者である地方公共団体の意見を尊重し決定すること。 

（６）国民生活の安全・安心の確保に向けて、道路整備を着実に推進し、国際競

争力や地域の経済・産業の強化を図るため、「道路整備事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律（財特法）」に定める国の負担又は補助の割合を

平成３０年度以降も維持するとともに、必要な道路整備の推進が図れるよう

拡充・見直しも含め必要な措置を講じること。 

 

 

１３ 高速道路網の整備推進及び有効活用等 

交通渋滞解消や環境改善、防災機能向上、観光・企業活動の活性

化等、高いストック効果を発現する首都圏の高速道路ネットワーク

の充実を図ること。さらに、これに必要となる財源を確保すること。
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参  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高速道路網の有効活用 

(提案要求先 国土交通省) 

(都所管局 都市整備局・建設局) 

 

＜現状・課題＞ 

移動の効率性が極めて高く、環境にもやさしい首都圏を目指し、高速道路網を

最大限利活用できる料金体系を実現することが必要不可欠である。 

この首都圏の高速道路料金については、平成２７年９月に国から示された具体

方針（案）に基づき、平成２８年４月から新たな料金体系が導入され、料金体系

の整理・統一及び起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現が図られるととも

首都圏の高速道路網の有効活用を図るため、混雑状況に応じた料

金施策の導入など、引き続き、一体的で利用しやすい料金体系の実

現に向けて取り組むとともに、既存の高速道路の渋滞対策やスマー

トインターチェンジの整備等を推進すること。とりわけ、中央道調

布付近の渋滞対策については、ラグビーワールドカップ 2019 開催に

向けて、更なる対策を実施すること。 

 (Ｈ２９年２月末現在)

高速道路網の整備状況 

(Ｈ29 年 2 ⽉末現在）
約７９％ 

○⾸都圏三環状道路の整備率

・中央環状線：100％
・外環道：40％ 
・圏央道：90％ 

■凡例

供用中区間

事業中区間

主な渋滞対策
事業中区間

計画路線

調査中・構想
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に、利用者の急激な負担増への配慮として、激変緩和措置も講じられた。今後も、

首都圏三環状道路のネットワーク機能を最大限発揮させるよう、交通状況などの

検証を行い、地方の意見を踏まえた上で、引き続き、一体的で利用しやすい料金

体系の実現に向けて取り組む必要がある。 

一方、我が国の高速道路のインターチェンジは、平均間隔が約１０km と、欧米

諸国の約２倍もの長さがあり、利便性が低く、高速道路が有効活用されていない。 

そのため、ＥＴＣ車両に限定し、従来のインターチェンジに比べてコンパクト

に整備することが可能なスマートインターチェンジの設置により、整備費用や管

理コストを削減する。また、アクセス改善による利便性向上を図ることで、地域

生活の充実や経済の活性化などが実現すると考えられる。これらのことから、整

備推進が期待されている。 

また、中央自動車道の調布付近や小仏トンネル付近等については、恒常的に交

通渋滞が発生し定時性を損ねており、特に、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会やラグビーワールドカップ２０１９開催時には、観光客の大幅増加

等から高速道路利用率の増大が予想されることから、早期の渋滞対策実施が強く

望まれている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都圏の高速道路料金については、引き続き、一体的で利用しやすい料金

体系の実現に向け、新たな料金体系導入による交通状況の変化や債務の償還

計画への影響などについて検証するとともに、会社間の乗継ぎに伴うターミ

ナルチャージの重複徴収の解消や旧料金圏の継ぎ目に位置する本線料金所の

撤去などについても積極的に取り組むこと。 

   また、ビッグデータを活用し、混雑状況に応じた料金施策を導入するなど、

利用者へのサービス向上を図ること。 

（２）首都圏における既存の高速道路の利便性向上や交通の円滑化、一般道路の

渋滞緩和及び地域の活性化を図るため、スマートインターチェンジの整備推

進、ＩＴＳの推進等に取り組むこと。 

（３）中央自動車道の調布付近や小仏トンネル付近の渋滞対策について、一日も

早く完成させること。調布付近については、平成２７年１２月に調布インタ

ーチェンジから三鷹バス停手前までの間で付加車線が設置され、その効果が

確認されたところであるが、ラグビーワールドカップ２０１９開催に向けて、

更なる対策を実施すること。 
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参  考 

 

 

 

段階的な見直しのイメージ 

（２）スマートインターチェンジの整備推進

（１）首都圏の高速道路料金体系

料金所ブースを集約し
な く て も よ い こ と か
ら、少ない用地で済み、
建設コストの縮減が可
能。 

料金所ブースを１か所
に集約するため、広い
敷地が必要になる。 

従来型 IC 

スマート IC（ETC 専用 IC）概念図 
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３ 高速道路の老朽化対策及び逆走対策 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 首都圏における高速道路構造物は、災害時に首都圏の機能を維持するとともに

日本の東西交通の分断を防ぎ、救援・復旧活動を支える重要な社会資本である。 

開通から５０年が経過した首都高速道路をはじめとする高速道路構造物は、平

成２４年の中央道笹子トンネル天井板落下事故に見られるように、老朽化が進ん

でおり、対策が急がれている。 

このため、平成２５年１２月に首都高速道路株式会社が、平成２６年１月には

東日本及び中日本高速道路会社が大規模更新等に関する計画等を示した。また、

平成２６年６月には、高速道路会社の料金徴収期間を延長する法律が施行され、

各高速道路会社が事業許可を取得している。 

首都高速道路については、一部区間で大規模更新等が着手されている。また、

東日本及び中日本高速道路株式会社等が管理する高速道路の道路構造物について

は、平成２８年１２月に個別施設計画が示されている。 

２０２０年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を控えてい

ることから、高速道路利用者の安全安心を確保していくため、大規模更新等の詳

細な実施内容を早期に示した上で、高速道路会社が取組を実施していくよう、国

が責任を持って指導していく必要がある。 

また、高速道路での逆走は、死亡事故等の重大な事故につながる可能性が高く、

逆走車両のみならず、正しく走行している車両も巻き込まれる極めて危険な行為

であり、撲滅に向けた取組が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都高速道路構造物の老朽化対策については、大規模更新として、１号羽

田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）に引き続き、１号羽田線（高速大師橋）、

３号渋谷線（池尻～三軒茶屋）について事業を推進するとともに、都心環状

線の築地川区間等の都市再生に関する検討を進め、着手すること。 

また、東日本及び中日本高速道路株式会社が管理する高速道路構造物につ

いては、計画に基づき、大規模更新及び修繕等を着実に実施すること。 

（２）とりわけ日本橋区間の首都高速道路については、東京都、首都高速道路株

式会社と共同で、周辺のまちづくりと連携し地下化に向けて取組を進め、先

駆的な取り組みとして、更新と合わせて都市景観の向上などを図ること。 

（３）老朽化対策の実施に当たっては、三環状道路の早期整備により都心への流

入交通量を減らすなど、更新のための環境を整えながら、取組を進めること。

（４）高速道路での逆走に対しては、国や高速道路会社等において対策を進めて

首都高速道路をはじめとした高速道路構造物の老朽化対策を推進

するとともに、逆走対策についても取組を進めること。 
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いるところであるが、高齢化の進展や、認知症問題の顕在化といった社会状

況を踏まえ、今後も、逆走事故の撲滅を目指し、取組を推進すること。 
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１ 国道の整備推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・建設局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都市交通の混雑を緩和し交通を円滑化するとともに、被災時における通行機能

を強化する都市幹線道路の体系的なネットワークを構築する必要がある。 

国道３５７号は、東京湾岸の広域的なネットワーク形成のみならず、国際化が

進む羽田空港へのアクセス向上や京浜三港の連携強化にも寄与する重要な路線で

ある。このうち、未整備の多摩川トンネルは、羽田空港周辺と川崎側の京浜臨海

部を結ぶ連絡道路の整備と同時に進めることとなっている。また、国道３５７号

等は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催時の円滑な移動を提

供する上でも重要な役割を担っている。 

国土交通省の平成２９年度予算においても、前年度とほぼ同額が確保されたも

のの、道路関係予算が大幅に削減された平成２２年度と同規模となっており、骨

格幹線道路である国道の整備に支障を来すと危惧されるため、十分な財源確保が

必要不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国道３５７号のうち、東京港トンネルの山側（東行き）については、シー

ルドトンネルが貫通したが、引き続き必要な予算を確保し山側（東行き）ト

ンネルの早期開通に向け、整備を推進すること。 

また、多摩川トンネルについては、羽田空港周辺と京浜臨海部の連携強化

１４ 国道等の整備推進 

（１）国道３５７号（東京港トンネル、多摩川トンネル、その他の

未整備区間）について整備推進を図ること。 

（２）国道１５号（品川駅周辺）の整備について、上空活用の事業

計画をとりまとめ、早期事業化を図ること。 

（３）国道１６号（松原地区、町田立体）について早期完成に向け整

備推進を図ること。 

（４）国道２０号（八王子南バイパス、日野バイパス（延伸））につ

いて整備推進を図ること。 

（５）首都圏の都市間連携を強化する国道（国道６号など）につい

て整備推進を図ること。 
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に向け、整備を推進し早期開通を図ること。加えて、臨港道路南北線の開通

等も見据え、その他の未整備区間についても、早期に事業着手し整備を推進

すること。 

（２）国道１５号については、「品川の顔」となる品川駅西口駅前広場の再編整 

備に不可欠な都市基盤である。このため、周辺開発とも連携を図りながら、

まちづくりと一体的な整備に向け、事業計画をとりまとめ、早期事業化に積

極的に取り組むこと。 

（３）国道１６号松原地区については、事業進捗率が約９割となっており、必要

な予算を確保し、早期完成に向け、整備を推進すること。 

また、国道１６号町田立体については、本線部が平成２８年４月に開通し

た。引き続き早期完成に向け、ランプなど整備を推進すること。 

（４）圏央道へのアクセス機能強化と防災力の向上に寄与する国道２０号八王子

南バイパス、日野バイパス（延伸）については、必要な予算を確保し、整備

推進を図ること。 
特に、日野バイパス（延伸）において、土地区画整理事業により用地を確

保した部分については、早期に事業効果を発現させるために、早急に整備を

行うこと。 
また、新規に事業化された区間（延伸Ⅱ期）についても、整備推進を図る

こと。 
（５）国道６号、国道１４号など現在事業中の箇所については、必要な予算を確

保し、早期開通を図り、その他の箇所についても、整備推進を図ること。 
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２ 臨港道路の整備推進 
  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、震災時

における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地とを結ぶ

道路ネットワークの充実・強化を図ることが必要である。 

特に、中央防波堤内側及び外側地区においては、外貿コンテナ及び内貿ユニッ

トロードターミナルなどのふ頭施設の利用に伴う交通需要に対応することが喫緊

の課題である。 

また、東京 2020 大会では、臨海部に多くの競技会場が集中することから、会場

へのアクセス確保や港湾物流への影響を回避するため、２０２０年までに臨港道

路南北線を完成することが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

臨港道路南北線の整備は、東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業

を支えるとともに、震災時における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるな

ど、大きなストック効果を発現する。 

また、東京 2020 大会会場へのアクセスを確保する上でも重要な役割を担って

いる。 

このため、２０２０年までに臨港道路南北線の整備推進を図ること。 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化並

びに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会会場へのアク

セス確保に向け、臨港道路南北線の整備推進を図ること。 
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１ 道路・橋 梁
りょう

整備の推進 

（提案要求先 総務省・国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都東京は、日本の全人口の１割を超える約１,３５０万人が生活し、総生産額

が全国の約２割にあたる９３．１兆円に上るなど、人やモノ、企業が集積し、日

本経済の中枢を担っている。しかし、都市計画道路の完成率は、約６０パーセン

トといまだ道半ばであり、混雑時旅行速度が区部においては、全国平均約３３km/

ｈの半分以下で、非常に低い水準にあり、慢性的な交通渋滞が生じている。この

ことが、都市機能の停滞や都市環境の悪化を招くなど、東京の最大の弱点となっ

ている。 

一方、東日本大震災では、救援活動や救援物資輸送を支えるなど、改めて道路

ネットワークの重要性が明らかになった。 

 そのため、首都圏三環状道路のみならず幹線道路ネットワークなどを早期に整

備し、首都東京の渋滞解消・防災性の向上・環境改善を図ることが喫緊の課題と

なっている。 

さらに、都では首都直下地震の発生が懸念される中、高度防災都市の実現に向

け、震災時に特に甚大な被害が想定される約６，９００ヘクタールの整備地域に

おける防災性の向上を図る都市計画道路（特定整備路線）を平成３２年度までに

全線整備することとなっている。 

また、都県境の道路は災害時の救援活動や緊急物資輸送など首都機能堅持のた

めにも非常に重要であるが、隣接県市の財政負担が厳しいこと等から整備が進ま

ないことが課題となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都東京の道路整備は、生産性の向上により我が国の経済を活性化させ、国際

競争力を強化するとともに、災害時に、首都の中枢機能を堅持するなど大きなス

トック効果を発現するため、極めて重要である。また、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会開催時の円滑な移動を提供する上でも重要な役割を担っ

ている。このため、国は、補助金、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

など、地方自治体の道路整備の財源を安定的・継続的に確保し、東京に必要額を

確実に措置すること。加えて、特定整備路線を国の重点施策に位置付けるととも

に、都県境の道路整備について首都機能堅持の重要性に鑑み、国が財政面や制度

面での特別な支援を行う仕組みを構築すること。 

また、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」において定

１５ 道路・橋 梁
りょう

事業の推進 

東京の道路整備の着実な推進のため、必要な財源を確保し、東京

に必要額を確実に措置するとともに関係法令の改正等をすること。
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めている、国の補助の割合の特例措置を平成３０年度以降も延長するなど、道路

整備の着実な推進が図れるよう、必要な措置を講ずること。 

さらに、固定資産税情報を道路事業など、まちづくりの推進に適切に活用して

いくために関係法令の改正など必要な措置を講ずること。 

 

 東京の主な道路事業 

  ① 区部の放射・環状道路整備 

 環状２号線、環状３号線、環状５の１号線 

放射７号線、放射２５号線、放射３５・３６号線、 

(仮称)等々力大橋〔放射３号線〕など 

② 多摩の南北・東西道路整備など 

   府中所沢・鎌倉街道線、東京八王子線、新青梅街道、南多摩尾根幹線など 

  ③ 交通の円滑化や耐荷力向上を図る橋 梁
りょう

整備 

若潮橋、関戸橋、松枝橋など 

  ④ 連続立体交差事業 

   京王京王線、西武新宿線など 

⑤ 道路整備による多摩山間、島しょ地域の防災力強化 

多摩川南岸道路、秋川南岸道路、(仮称)梅ヶ谷トンネルなど 

  ⑥ 「木密地域不燃化１０年プロジェクト」特定整備路線 

   放射３２号線、補助２６号線、補助２９号線など 

 

 

参  考 

 

（１）東京の道路交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

混雑時旅行速度 

（都道府県ﾜｰｽﾄ５位） 

都市計画道路の整備延長 

出典：東京都資料（H28 年 3 月末現在） 出典：平成 27 年度道路交通センサス 

64.8% 

60.3% 

62.9% 

1,768 
1,431 

3,199 
（単位：km/h） 
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（２）東京の主な道路事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（H29 年 8 月末現在） 
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２ 道路施設の予防保全型管理 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 橋 梁
りょう

、トンネルの多くは、高度経済成長期に集中して建設されたため、高齢化

が進み、近い将来一斉に更新時期を迎えることになる。 

 このため、橋 梁
りょう

の長寿命化修繕計画、及びトンネルの予防保全計画に基づく対

策を実施することにより、これまでの対症療法型管理から予防保全型管理へ転換

し、更新時期の平準化と総事業費の縮減を図るとともに、道路網の安全・安心を

確保することにより、将来世代にこれらの社会資本を良好な状態で継承していく

必要がある。 

 都は、平成２１年３月に「橋 梁
りょう

の管理に関する中長期計画」、平成２７年１１

月に「トンネル予防保全計画」を策定し予防保全型管理の取組を推進しており、

今後、他の道路施設においても、予防保全型管理を導入していく予定である。 

また、区市町村においても、橋 梁
りょう

等の長寿命化修繕計画の策定を進めており、

今後、計画に基づく事業を実施していく予定である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）道路施設の予防保全型管理を推進していくため、長寿命化修繕計画に基づ

く対策を実施するために必要な財源を確保すること。 

（２）区市町村において、橋 梁
りょう

等の長寿命化修繕計画の策定に必要な財源及び同

計画に基づく対策を実施するために、必要な財源を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋 梁
りょう

やトンネル等の予防保全計画を策定し、これに基づく対策を

着実に実施することにより、既設施設を将来世代に良好な状態で継

承していくために必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

１ 橋 梁
りょう

の長寿命化修繕計画策定状況（平成２９年４月１日現在） 

（１）策定済み 

 自治体名 

 １都 東京都 

 ２２区 北区、葛飾区、品川区、大田区、江東区、墨田区、中央区、

板橋区、千代田区、江戸川区、目黒区、文京区、世田谷区、

足立区、豊島区、港区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、

新宿区、荒川区 

 ２３市 町田市、国分寺市、立川市、武蔵野市、青梅市、多摩市、調

布市、狛江市、稲城市、東久留米市、あきる野市、八王子市、

小平市、羽村市、西東京市、東村山市、清瀬市、日野市、福

生市、三鷹市、武蔵村山市、東大和市、小金井市 

２町 奥多摩町、日の出町 

３村 檜原村、神津島村、小笠原村 

（２）平成２９年度策定予定 

 自治体名 

１区 台東区 

３市 府中市、昭島市、国立市 

 

２ 平成２９年度の予算 

（１）都の予算（当初）                （単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

橋 梁
りょう

の長寿命化 １２，８０１ ３，４４５（1,885.25）

トンネルの予防保全    ７３３           

                                      補助率 ０．５５ 又は ０．５０ 

（２）区市の予算（当初）               （単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

橋 梁
りょう

の長寿命化 

（工事・計画策定） 
１，２０６．５ １，２０６.５（672.033）

補助率 ０．５５～０．６９ 

 

３ 実施計画（東京都） 

・橋 梁
りょう

の長寿命化については、平成３６年度末までに約１６０橋に着手する。 

・トンネルの予防保全型管理の取組については、平成３６年度末までに、２６

トンネルに着手する。 

－ 83 －



３ 道路災害防除事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

 多摩地域や島しょ部の山岳道路では、台風や集中豪雨により落石や崩落等の土

砂災害が発生している。 

災害の発生に伴う、物的、人的被害や、通行止めによる経済的損失、日常生活

に及ぼす影響を防ぐためには、道路斜面の落石や崩落等による土砂災害を未然に

防止する必要がある。 

このため、日常的な巡回点検に加え、専門技術者により斜面の安定度を評価す

る５年に一度の定期点検、大雨等の際に行う異常時点検などにより、斜面の状況

を的確に把握し、擁壁や落石防護柵の設置など多様な斜面対策を現道の拡幅や代

替ルート整備と併せて効果的に推進し、総合的に道路の防災性を高めていくこと

とした。 

 

＜具体的要求内容＞ 

道路斜面の補強や落石防護対策等の道路災害防除に必要な財源を確保するこ 

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害を未然に防ぐことにより、道路の安全性を向上させる道

路災害防除に必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

道路災害防除事業 

１ 平成２９年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区  分 事業費 
うち補助事業費 

（国費） 

道路災害防除事業 ５，０７２ ８７８（４７３） 

  道路災害防除事業に対する補助率 ０．５０又は０．５５（小笠原０．６０） 

 

２ 都への当初内示額 

（単位：百万円） 

区  分 平成２７年度 平成２８年度 

道路災害防除事業 

（国費） 

６２３ 

（３３６） 

２９４ 

（１６０） 

 

３ 対策事例 

 道路斜面対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法枠工 落石防護柵工 

落石防護網工 
モルタル吹付工 
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４ 臨海部道路網の整備 
 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生活と産業を支えるとともに、震災時

における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が行えるよう、ふ頭と背後地とを結ぶ

道路ネットワークの充実・強化を図ることが必要である。 

 特に、中央防波堤内側及び外側地区においては、外貿コンテナ及び内貿ユニッ

トロードターミナルなどのふ頭施設の利用に伴う交通需要に対応することが喫緊

の課題である。 

また、東京 2020 大会では、臨海部に多くの競技会場が集中することから、会場

へのアクセス確保や港湾物流への影響を回避するため、２０２０年までに臨港道

路南北線接続道路を完成することが不可欠である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

臨港道路南北線接続道路の整備は、東京港の国際競争力を強化し、首都圏の生

活と産業を支えるとともに、震災時における迅速な緊急物資輸送や被災者避難が

行えるなど、大きなストック効果を発現する。 
 また、東京 2020 大会会場へのアクセスを確保する上でも重要な役割を担ってい

る。 
このため、２０２０年までに臨港道路南北線接続道路を完成できるよう、整備

に必要な財源を確保すること。 

 

東京港の国際競争力及び地震災害に対する危機管理機能の強化並

びに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会会場へのアク

セス確保に向け、臨港道路南北線接続道路について、整備に必要な

財源を確保すること。 
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１ ホームドア等の整備促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・交通局） 

 

＜現状・課題＞ 

 ホームからの転落等による人身障害事故を防止し、利用者や鉄道輸送の安全性

を確保するため、ホームドア整備を促進する必要がある。また、東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）の開催に向

け、多くの観客が訪れる競技会場周辺の駅や空港アクセス駅等について、ホーム

ドア整備を促進していく必要がある。 

 ホームドアの整備に当たっては、車両扉の位置の異なる列車への対応やホーム

幅の縮小、停車時間の増大による輸送力の低下、更には膨大な投資費用などの課

題があり、整備は進んでいない現状にある。 

 都では、鉄道事業者のホームドア整備を促進するため、設置費用に対する補助

を実施している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京 2020 大会の開催も見据え、ホームドア等の整備を促進するため、鉄道

事業者の積極的な取組を促すとともに、整備に必要な財源を確保すること。 

（２）異なる扉位置の車両への対応やコスト縮減を図るための技術開発の支援等

を行うこと。 

 

２ エレベーター等の整備促進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

高齢者や障害者等をはじめ、鉄道駅を利用する全ての人の円滑な移動環境を確

保するため、エレベーター等の設置を促進する必要がある。 

これまでに、都内の約９割の駅でホームから出入口まで段差なく移動できる経

１６ 鉄道駅のバリアフリー化の推進 

（１）ホームドア等の整備に必要な財源を確保すること。 

（２）ホームドア等の整備を促進するため、コスト縮減を図るため

の技術開発の支援等を行うこと。 

鉄道駅におけるエレベーター等のバリアフリー施設の整備に必要

な財源を確保すること。 
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路が１ルート確保されているが、複数の出入口が離れた位置にある駅や乗換えに

段差のある移動を伴う駅等においてエレベーターの設置を促進し、駅における利

用者の移動環境を更に高めていく必要がある。 

また、東京 2020 大会の開催に向け、多くの観客が訪れる競技会場周辺の駅や

空港アクセス駅等において、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」の

標準基準（17 人乗り程度）以上を満たすエレベーターの設置を促進していく必要

がある。 

都では、駅利用者の移動等の円滑化を促進するため、駅におけるエレベーター

等の設置費用に対する補助を実施している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京 2020 大会の開催も見据え、１ルート未整備駅の解消はもとより、複数の

出入口が離れた位置にある駅や、競技会場周辺駅や空港アクセス駅等におけるエ

レベーター等のバリアフリー施設の整備促進を図るため、事業者の積極的な取組

を促すとともに、整備に必要な財源を確保すること。 

 

３ トイレ環境の整備 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・交通局） 

＜現状・課題＞ 

 国は、障害者対応型便所の設置等に要する経費について、補助を実施している。 

 また、都は東京 2020 大会を見据え、訪日外国人旅行者や高齢者のニーズに対応

した鉄道駅トイレの利便性や快適性を向上させるため、平成 29 年度に和式トイレ

の洋式化に係る補助制度を創設した。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 競技会場周辺等の主要駅や空港アクセス駅などにおいて、障害者対応型便所（多

機能トイレ）の整備などトイレ環境の充実に係る財源を確保するとともに、制度

の拡充を図ること。 

 

 

 

競技会場周辺等の主要駅や空港アクセス駅などにおいて、トイレ

環境の充実に係る財源を確保するとともに、制度の拡充を図ること。
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１７ ＢＲＴ整備推進のための制度の創設・拡充 
（提案要求先 内閣府・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 
＜現状・課題＞ 
 ＢＲＴは、地下鉄やＬＲＴなどと比較して、短期間に低コストで大量の旅客の

効率的な輸送が可能であり、今後、鉄道やバス等と共に公共交通の一翼を担う。 
都で進めている都心と臨海副都心を結ぶＢＲＴは、平成２８年４月に運行事業

者とともに事業計画を策定し、実施を図る段階にある。事業化を進める中で、停

留施設の法的位置付け（道路占用物か道路付属物か）や、車両調達のための支援

など、事業推進のための枠組みが明確になっていない。 
 これまでに、平成２９年度政府予算において、都市局所管の国際競争拠点都市

整備事業に、ＢＲＴの整備（停留所、走行空間等）が支援対象に追加され、また、

縦握り棒の色彩については、「ノンステップバス認定要領」の弾力的な運用を図っ

ている。 
今後、他の地域への展開を図るためにも、ＢＲＴ事業を推進するため、制度的

な枠組ならびにこれに伴う支援制度の創設が望まれる。 
事業化に向けては、燃料電池・連節車両の購入、内閣府ＳＩＰによる自動運転

技術や加減速制御技術等の新技術の導入に伴い、車両のコストの増加が予想され

ている。また、車両基地は、連節車両に対応するため、より大規模な面積や整備

用三軸リフトが必要となり、コストアップの要因になっている。このため、これ

らについても補助制度の拡充や創設が望まれる。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）連節車両購入費への補助の拡充、燃料電池バスへの補助枠の拡大（買換え

時も含む）（地域公共交通確保維持改善事業、地域交通グリーン化事業） 
（２）内閣府ＳＩＰによる新技術導入に係る費用の増分に関する補助の創設  
（３）車両基地の整備費への補助の創設（土地、設備） 

※土地については、賃借料の１／２ 
（４）行政手続の簡素化による導入期間の短縮 
（５）バリアフリーや乗降時間の短縮を図るための「ノンステップバス認定要領」

や「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の弾力的な運用 
（６）正着のための新型縁石の設置に関するガイドラインの制定 

（１）ＢＲＴの整備を推進するための枠組とそれに合わせた補助制

度の創設を行うこと。 

（２）ＢＲＴの導入に関して、連節車両の購入、インフラ整備およ

び自動走行技術等の新技術導入に伴うコスト増に対して、各補

助制度の拡充や創設を行うこと。 
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（７）上記も含めて、ＢＲＴ事業推進のための包括的な制度の創設 
 
 

参  考 
 
【ＢＲＴに関する既存の補助制度】 
 

《事業者向け》 

・地域公共交通確保維持改善事業      （国土交通省総合政策局） 

主な補助対象：連節車両、停留施設、IC カード、バスロケーション 

システムなど 

補助率   ：国 1/3  

 

・地域交通グリーン化事業         （国土交通省自動車局） 

主な補助対象：燃料電池バス、充電施設など 

補助率   ：国 1/3 （都上限 5000 万円） 

 

・社会資本整備総合交付金（効果促進事業） （国土交通省都市局） 

主な補助対象：PTPS など 

補助率   ：国 1/3  

 

＊車庫・営業所・整備場に関する補助なし 

 

《自治体向け》 

・社会資本整備総合交付金（基幹事業）   （国土交通省都市局） 

主な補助対象：ターミナル、停留施設など 

補助率   ：国 5.5/10 、1/3 等 
  

・国際競争拠点都市整備事業        （国土交通省都市局） 
  主な補助対象：ＢＲＴの整備（停留所、走行空間等） 

補助率   ：国 1/2  
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１８ 連続立体交差事業の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都内には、約１，０５０か所の踏切が存在し、交通渋滞をはじめとした様

々な問題が日常的に発生している。 

 このため、鉄道を連続して高架化又は地下化し、数多くの踏切を同時に除却す

ることで、道路ネットワークの形成を促進し、交通渋滞や地域分断を解消して、

地域の活性化や都市の防災・安全性の向上にも資する連続立体交差事業の推進が

必要である。 

 また、高架化や地下化により、新たに生み出される高架下などは、極めて貴重

な都市空間であり、現行の制度では、高架下等貸付可能面積の１５パーセントを

公租公課相当額で公共利用が可能と定められている。しかし、都内で連続立体交

差事業が実施された沿線区市では、公共施設の整備に必要な面積が不足しており、

一部の区市では費用を負担し、１５パーセントを超えて利用している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現在、都施行の京王京王線（笹塚駅～仙川駅間）、西武新宿線（中井駅～

野方駅間、東村山駅付近）などの４路線５か所に加えて、区施行の東武伊勢

崎線(竹ノ塚駅付近、とうきょうスカイツリー駅付近)で連続立体交差事業を

進めている。また、都施行のＪＲ埼京線（十条駅付近）、京浜急行本線（品

川駅～北品川駅付近）などの４路線５か所で事業化に向けた準備を進めてい

る。これらの事業とともに、今後新たに事業化に取り組む箇所について必要

な財源を確保すること。 

（２）連続立体交差事業と併せて整備することにより渋滞解消や沿線のまちづく

りなど、周辺への波及効果の大きい東京都・区市施行の街路事業や市街地開

発事業に対しても必要な財源を確保すること。 

（３）抜本的な踏切対策としての連続立体交差事業を継続的に推進するため、安

(１) 連続立体交差事業の推進に必要な財源の確保を図ること。 

(２) 連続立体交差事業と併せて整備する街路事業や市街地開発事 

業に必要な財源の確保を図ること。 

(３) 長期にわたり継続的な執行を要する連続立体交差事業におい

て安定的に財源を確保できるよう制度の改善を図ること。 

(４) 高架下等の空間における公租公課相当額で利用できる公共利 

用面積の拡大について、制度の改善を検討すること。 
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定的に財源を確保できるよう制度の改善を図ること。 

（４） 高架下等の空間を有効に活用し、事業効果を高めるため、費用負担を伴わ

ずに公租公課相当額で公共利用できる面積の拡大について、制度の改善を検

討すること。 

 参  考  

秋葉原

立川

八王子

東武東上線

拝島

新宿

京急蒲田

京成立石

京浜急行本線・同空港線
（京急蒲田駅付近）

【事業完了】

小田急線
下北沢

京王京王線

西武新宿線

明大前

野方

東武伊勢崎線

竹ノ塚

池袋
中井

東村山

連続立体交差事業 箇所図

西武新宿線他２路線

連立事業 事業中路線

連立事業 準備中路線

H29.9現在

渋谷

品川

日暮里

鉄道立体化の検討対象区間

東武伊勢崎線
とうきょう
スカイツリー

JR埼京線十条

事業候補区間

井荻
東伏見

京浜急行本線

京成押上線

大山

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京浜急行本線・空港線（京急蒲田駅付近）の 

平成２４年１０月全線高架化による効果 

第一京浜の自動車平均走行速度が向上 

0 5 10 15 20 (km/h) 25 30 

 

高架化前 

 

高架化後 

19.6km/h 

24.7km/h 

約３割向上 

※ 第一京浜の環７～環８間における朝・昼・夕の平均走行速度 

（平成24年11月調査） 

  高架化後 

780m 高架化前 

200 400 600 800 (m) 

解消 

0 

※ 上り方面（川崎方面から品川方面）の最大渋滞長

第一京浜の交通渋滞が解消 

※ 国土交通省が進めている蒲田立体（南蒲田交差点）開通（平成24年12月）

により、さらに道路交通の円滑化が図られている。 
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１９ 無電柱化事業の推進 

１ 無電柱化事業の推進 

（提案要求先 総務省・経済産業省・国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 無電柱化事業は、災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐとともに電線類の 

被災を軽減するなど、東京の防災力を高め、都民が安心・安全に暮らせる「セー 

フ シティ」を実現していくために重要である。 

 また、安全で快適な歩行空間の確保や良好な都市景観の創出を図る上でも重要 

な事業である。 

 都は、センター・コア・エリア内のほか、防災上、重要な位置付けにある緊急 

輸送道路や主要駅周辺で重点的に無電柱化を進めている。 

その結果、都道の地中化率は約４０パーセントに達しているが、諸外国の都市

と比較するといまだ大きく立ち遅れている。 

 無電柱化を進めるためには、事業者間の競争やイノベーションを促し、コスト

縮減を図るとともに、都民に対して無電柱化の意義や効果を積極的にＰＲするこ

とが重要である。 

国では、「無電柱化の推進に関する法律」が昨年１２月に施行されたが、都と

しても、この法律の趣旨を踏まえ、区市町村と連携した総合的・計画的な無電柱

化の推進、都道における電柱新設の禁止などを盛り込んだ「東京都無電柱化推進

条例」（平成２９年東京都条例第５８号）を９月に施行し、無電柱化に積極的に

取り組んでいる。 

 しかし、国道や都道といった幹線道路に比べ、区市町村道のような狭隘
あい

道路に 

おける無電柱化は、あまり進展していない。さらに、災害時に円滑な消火・救援 

活動や避難等の機能に支障が生じるおそれがある木造住宅密集地域においても、 

無電柱化に取り組む必要がある。そのため、都では「防災都市づくり推進計画(改 

定)」(平成２８年３月)を改定した中で、延焼遮断帯に囲まれた市街地について、 

緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動及び避難を可能とする防災上重要な道路 

を「防災生活道路」として位置付け、無電柱化を促進している。 

   さらに、土地区画整理事業などの市街地整備の機会を捉えて、区市町村道にお

ける無電柱化を促進していくことが求められている。 

 今後、都道の無電柱化を加速させるとともに、面的な無電柱化を推進するため、 

防災生活道路を含む区市町村道や土地区画整理事業などで整備する道路の無電柱

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市

景観の創出を図るために、無電柱化の実施に必要な財源を確保する

こと。 
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化を一層促進していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京の防災力を高め、「セーフ シティ」を実現するとともに、東京 2020

オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）

開催に向けて、都内全域で無電柱化をより一層推進するため、事業推進に必

要な財源の確保を図り、制度の拡充を行うこと。 

（２）「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」において定め

ている、国の補助割合の特例期限の延長及び補助率の引き上げを図り、無電

柱化の着実な推進が図れるよう、必要な措置を講ずること。 

（３）東京 2020 大会開催に向けて、国道においても、おおむね首都高速中央環状

線の内側のエリアであるセンター・コア・エリア内の無電柱化を完了させる

とともに、防災の視点を重視し、センター・コア・エリア外の無電柱化を推

進すること。 

（４）区市町村道等の無電柱化を促進させるため、更なるコスト縮減とコンパク

ト化を図る無電柱化技術の開発を推進するとともに、地上機器を民地等に設

置するための仕組みを構築すること。 

（５）電線管理者の費用負担減を図るための財政的支援制度を拡充すること。 

 

 

参  考 

 

１ 都道における整備状況 

 

【無電柱化の整備状況】           （平成２９年４月１日現在） 

 整備対象延長 整備延長 地中化率 

区 部 １，２８８ km  ７３０ km  ５７ ％

 
うちセンター・コア・ 

エリア 
 ５３６ km  ５０６ km  ９４ ％

多 摩 １，０４０ km  １８３ km  １８ ％

計 ２，３２８ km  ９１３ km  ３９ ％

 

 

２ 平成２９年度 都の予算（当初） 

                           （単位：百万円） 

区    分 事業費 うち国費対象事業費（国費）

無電柱化整備事業 １８，４６８ ７，０３３（３，８６８）

※ 事業費は、既設道路における整備にかかるもの。 
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３ 都への当初内示額 

                           （単位：百万円） 

区    分 平成２７年度 平成２８年度 

無電柱化整備事業 

（国費） 
７，０５１（３，８７８） ３，８２７（２，１０４）

【整備事例】日野市高幡（川崎街道）  

（整備前）                （整備後） 
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２ 臨港道路等の無電柱化  

  （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

震災時の電柱倒壊に伴う交通遮断等を防ぎ、円滑な緊急物資輸送など防災力の

強化を図るため、臨港道路等の無電柱化を進める必要がある。 

また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会では、臨海部に競技会

場が集中しており、大会開催に伴い、臨海部の良好な景観を形成するとともに、

来訪者のための快適な歩行空間を確保する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

東京 2020 大会開催までに、競技会場周辺等における臨港道路等の無電柱化が

完了するよう、必要な財源の確保を行うこと。 

臨港道路等における無電柱化の推進に必要な財源の確保を行うこ

と。 
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１ 羽田空港の更なる機能強化と国際化 

 （提案要求先 法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省） 

（都所管局 都市整備局・港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

都は、従来の自治体の枠組みを超えて国の新しい滑走路整備に無利子貸付けを

行うなど、羽田空港の再拡張事業を推進してきた。こうした努力が実を結び、平

成 22 年 10 月にＤ滑走路と国際線旅客ターミナルの供用が開始され、本格的な国

際空港となった。羽田空港は、都心に近く 24 時間利用できる空港であり、我が国

の将来を左右する重要なインフラであるため、その機能を十二分に発揮させてい

くことが必要である。一方、おおむね 2020 年代前半には、首都圏空港の航空需要

全体は、現在の空港処理能力の限界に達する見込みであるため、空港容量の更な

る拡大と国際線の増枠を進め、東京の国際競争力を強化していく必要がある。 

平成 26 年８月に、国は、都県市及び政令市等からなる協議会を設置し、飛行

経路の見直し等により、2020 年までに国際線の発着回数を年間約 3.9 万回増加す

ることが可能となる機能強化策を提案した。 

２０ 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 

（１）羽田空港の更なる機能強化と国際化を推進するため、空港容量

の拡大について可能な限りの方策を総合的に検討すること。 

国が提案した飛行経路の見直しについては、2020 年までの実現

に向け、施設整備や環境対策を着実に進めるとともに、引き続き

地元への丁寧な情報提供と、安全管理の徹底や騒音影響の軽減に

取り組むこと。 

（２）夜間駐機場や国際線・国内線乗継ぎ経路の拡充など、拠点空港

機能の強化を進めること。 

（３）再拡張事業により拡大された深夜早朝時間帯の発着枠につい

て、有効に活用すること。 

（４）羽田空港の更なる機能強化に併せて、ビジネス航空の一層の受

入れ体制の強化を図ること。 

（５）自然災害や不測の事態に対して、航空機発着の定時性確保や空

港の安全確保に万全を期すため、適切な対策を講じること。 

－ 97 －



この提案について、国は、平成 27 年度に延べ 95 日間にわたるオープンハウス

型の説明会を開催し、昨年７月の協議会において、関係自治体からの要望や住民

意見等も踏まえた、環境影響等に配慮した方策を示した。その後、本年１月から

５月までの説明会に引き続き、11 月からも継続して説明会を開催しているところ

である。 

2020 年までの機能強化を着実に推進するためには、引き続き、関係自治体及び

地元住民に対し丁寧な情報提供を行うとともに、安全管理の徹底や騒音影響の軽

減に取り組み、環境影響等に配慮した方策の更なる具体化を進める必要がある。 

ビジネス航空は、グローバルな企業活動に不可欠なビジネスツールとして欧米

で広く利用されている。平成 28 年４月に発着枠の拡大など受入れ体制の強化が図

られ、一定の改善は見られたが、東京ひいては我が国の国際競争力を強化するた

め、ビジネス航空の更なる受入れ体制の強化が必要である。 

さらに、自然災害や不測の事態に対し、航空機発着の定時性の確保や空港の安

全の確保に万全を期す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）－① 羽田空港の更なる機能強化と国際化を推進するため、既存施設の機

能向上、施設整備、管制や環境面における制約への対応、旧整備場地区の活

用などあらゆる角度から空港容量の拡大について可能な限りの方策を総合的

に検討すること。 

国が提案した飛行経路の見直しについては、2020 年までの実現に向け、施

設整備や環境対策を着実に進めること。地元への丁寧な情報提供として、新

飛行経路運航開始までの間、引き続き定期的な説明会を開催するとともに、

新飛行経路に関連した騒音測定局の増設を行うなど、騒音影響に関する監視

及び情報提供に取り組むこと。安全管理については引き続き万全を尽くし、

落下物などに関する総合的な対策を検討すること。騒音影響の軽減に当たっ

ては、低騒音機の導入促進を図るとともに、特に騒音影響の大きい地域にお

ける学校・保育所等の防音工事助成制度について、運用の弾力化と助成対象

の拡大に取り組むこと。 

あわせて、国際線の利用者に不便が生じないよう、出入国管理、税関及

び検疫体制を確保すること。 

（１）－② 長期的な航空需要の増加に対応するため、東京 2020 大会開催以降の

方策など、更なる機能強化についても検討を進めること。 

なお、検討に当たっては、空港機能と港湾機能が共存できるよう配慮する

こと。 

（２）夜間駐機場の拡充や国際線・国内線地区を結ぶトンネル（際内トンネル）

の整備など、拠点空港機能の強化を進めること。 

（３）24 時間利用可能な羽田空港を最大限活用するため、空港アクセスや旅客の

利便性向上のための施設を充実させ、深夜早朝時間帯の就航拡大を図ること。 

（４）羽田空港の更なる機能強化に併せて、駐機スポットの増設などによる一層

のビジネス航空受入れ体制の強化を図ること。 

（５）－① 降雪などの自然災害や不測の事態に対して、航空機発着の定時性確保
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や空港の安全確保に万全を期すため、適切な対策を講じること。 

（５）－② 船舶動静把握を引き続き適切に行い、東京港における港湾機能の確

保に万全を期すこと。 

 

参  考 

 

（１）首都圏空港の航空需要予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）諸外国の主要都市との比較 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（３）再拡張事業 

・平成 19 年３月着工、平成 22 年 10 月 21 日供用開始 

・事業費 総額約 7,300 億円（うち、都は総額約 1,085 億円の無利子貸付け

を実施） 
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（旅客数：2015 年、就航都市数：2017 年 3 月時点） 出典：国交省資料から作成 
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２ 羽田空港の機能発揮に資する交通アクセス等の強化 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港は、都心に近く、24 時間利用可能な空港である。このポテンシャルを

十二分にいかすためには、深夜早朝時間帯の交通アクセスの利便性の向上ととも

に、幹線道路や公共交通など、空港アクセスの一層の強化が重要である。 

このため、国道 357 号東京港トンネルなど、広域交通ネットワークの整備を進

めており、国道 357 号多摩川トンネルについても平成 27 年度に事業着手した。 

 今後、国は関係自治体等と連携を図りながら、羽田空港の機能強化に的確に対

応するため、空港アクセスの強化を検討する必要がある。 

また、平成 26 年度、都は国に協力し、深夜早朝時間帯のアクセスバス実証運

行を実施した。この成果を踏まえ、平成 27 年度から、民間が主体となり、国・都

県市等で構成される「東京国際空港の深夜早朝時間帯におけるアクセスバス運行

協議会」が支援を行い、運行を実施している。今後とも、深夜早朝時間帯の国際

線発着枠の活用のため、より一層の空港アクセスの利便性向上を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）都心に近く、24 時間利用可能な国際空港である羽田空港の機能を最大限発

揮する国道 357 号（東京港トンネル、多摩川トンネル）などの空港と連結す

る広域交通ネットワークの整備を推進すること。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、交通政策審議会

答申第 198 号で位置付けられた空港アクセスの強化に資する路線の実現に向

けて、財源の確保等必要な措置をとること。また、外環については、関越道

から東名高速までの整備に引き続き、湾岸道路までの計画を早期に具体化す

ること。 

（３）深夜早朝時間帯の国際線発着枠を一層活用するため、深夜早朝時間帯にお

ける鉄軌道やアクセスバス等の利便性の向上を図ること。 

 

（１）都心に近く、24 時間利用可能な空港である羽田空港の機能を最

大限に発揮するため、広域交通ネットワークの整備を推進するこ

と。 

（２）今後の羽田空港の更なる機能強化に的確に対応するため、空

港アクセスの強化を検討すること。 

（３）深夜早朝時間帯の国際線発着枠を一層活用するため、深夜早朝

時間帯における交通アクセスの利便性の向上を図ること。 
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３ 羽田空港をいかす空港跡地のまちづくり推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

羽田空港跡地は、空港の沖合展開事業以来の経過によって生じた広大な土地で

あり、空港に隣接する希少な空間であることから、跡地利用に当たっては、空港

と密接に関連し、一体となった利用を図ることが重要である。 

跡地利用については、羽田空港移転問題協議会（メンバー：国土交通省、東京

都、大田区及び品川区。以下「三者協」という。）において、平成 22 年に「羽田

空港跡地まちづくり推進計画」（以下「推進計画」という。）を策定し、第１ゾ

ーン及び第２ゾーンの土地利用や基盤施設、まちづくりの進め方等について取り

まとめた。 

平成 23 年には、跡地（第１ゾーン）及び都内の４地域が、国際戦略総合特区

「アジアヘッドクォーター特区」に位置付けられ、平成 26 年には、大田区を含む

９区が国家戦略特区に指定された。さらに、平成 28 年４月には羽田空港周辺・京

浜臨海部連携強化推進委員会（第３回）において、本地域の拠点形成を図るため

の取組を推進することが確認された。 

第１ゾーンは大田区が中心となり土地区画整理事業の事業化に向けた検討が

進められ、平成 28 年２月に都市計画が決定され、平成 28 年 10 月に独立行政法人

都市再生機構を施行者として事業認可を取得し、現在、工事に着手している。建

物整備については、平成 29 年５月に産業交流施設等の整備・運営を行う民間事業

者を選定し、平成 30 年秋の工事着手に向け、設計を進めている。第２ゾーンは国

が平成 28 年６月に宿泊施設等の整備・運営を行う民間事業者を選定し、平成 30

年１月の工事着手に向け、設計を進めている。 

多摩川護岸は、第１ゾーンのまちづくりに併せた高潮対策に向け、国が平成 29

年３月に多摩川水系河川整備計画を変更した。 

引き続き、関係者が協力し、「推進計画」に基づきまちづくりを進めていく必

要があり、羽田空港を所管し、現在跡地を管理している国の役割が重要である。 

 

 

 

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」に掲げた 2020 年のまち

づくり概成を目指し、空港と一体となった魅力的なまちづくり

を進めること。 

（２）空港跡地に係る多摩川の護岸整備を早急に進めること。 

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、特段

の配慮をすること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）－① ｢推進計画｣に掲げた 2020 年のまちづくり概成を目指して、第２ゾー

ンの開発や、都市基盤の整備を進めること。これに当たっては、三者

協での協議を継続し、関係自治体と十分に調整を行うこと。 

（１）－② 第２ゾーンにおける環状８号線切替工事を着実に進めること。 

（１）－③ 第２ゾーンの整備に当たっては、「推進計画」に基づき、国際線地

区との補完的・一体的な土地利用を図るとともに、親水性や景観に配

慮しつつ、第１ゾーンや水際線との連続性、船着き場との円滑なアク

セス等を確保すること。 

（１）－④ 土地利用の具体化や護岸の検討に当たっては、「推進計画」に基づ

き、多摩川沿いには長い水際線をいかした良好な景観を創出して、快

適で魅力ある親水ネットワークの形成について具体的な整備計画を検

討すること。 

（１）－⑤ 跡地を可能な限り有効に活用するため、既存ライフラインやライフ

ライン管理施設の移設等について、引き続き必要な協議に協力するこ

と。 

（２）跡地及び空港を高潮等から守るため、第１ゾーン、第２ゾーンの多摩川護

岸について、着実に整備を進めること。 

（３）跡地売却に際しては、公共的な施設整備に資するよう、協議を進める等、

特段の配慮をすること。 

 

参  考 

 

（１）「羽田空港跡地まちづくり推進計画」（平成 22 年 10 月）における土地利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図２　　 土 地 利 用 図

ライフライン管理施設等

駅前広場

産業交流施設エリア

多目的広場エリア

第３ゾーン

第２ゾーン

Ａ

Ａ’

   エアポートホテル・複合業務施設エリア

   親水ネットワーク

Ａ

Ａ’

Ａ

Ａ’

Ａ-Ａ’断面以東　　　　　※縮尺は異なる。

   親水ネットワーク

緑地

国際線地区

第１ゾーン

国際線旅客ターミナルビル

環
状
８
号
線

－ 102 －



 

（２）平成 23 年に、跡地（第１ゾーン）及び都内の４地域がアジアヘッドクォー

ター特区に位置付けられた。国有地処分に当たっての国への提案事項である処

分条件の緩和（①随意契約、②減額譲渡）については平成 24 年秋協議におい

て、第１ゾーンの開発計画策定段階で、別途調整を行うこととされた。 
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 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京港では、施設能力を大幅に上回る外貿コンテナ貨物を取り扱っており、交

通混雑等による外部不経済が発生する要因ともなっている。これまで、早朝ゲー

トオープンの実施や車両待機場の整備等、短期的かつ即効性のある取組を行い一

定の成果を上げているが、今後も貨物量の増加が見込まれるため、東京港におけ

る抜本的な施設能力の向上が重要である。このため、事業中の中央防波堤外側コ

ンテナふ頭を早期に完成させるとともに、既存コンテナふ頭の再編整備を進める

必要がある。 

また、新規コンテナふ頭の供用など中央防波堤地区の開発に伴い増加する港湾

物流等の交通量に対応するため、臨港道路南北線の整備推進が必要である。この

臨港道路南北線は、中央防波堤地区に整備される東京 2020 大会の会場へのアクセ

ス道路としても極めて重要であり、大会開催までに供用を開始することが不可欠

である。 

さらに、内貿ふ頭では、船舶の大型化とＲＯＲＯ船による貨物輸送量の増大が

進んでいることから、これらに対応したふ頭機能の強化が必要である。 

これらに加え、船舶の大型化等に対応して、東京港港外における安全な航行の

確保が必要となっている。 

 

 

２１ 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進 

東京港の物流機能を強化するため、 

（１）中央防波堤外側コンテナふ頭の整備を推進すること。 

（２）中央防波堤外側地区の開発に伴う交通需要に対応する臨港道路

南北線について、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会開催までに供用できるよう整備を推進すること。 

（３）物流機能の強化に資する外貿コンテナふ頭、内貿ユニットロー

ドふ頭等の整備スケジュールに合わせ、必要な財源を確保するこ

と。 

（４）東京港の第一航路沖に指定されている緊急確保航路内におい

て、一部に必要な水深が確保されていない箇所があるため、国に

よる適切な対応を行うこと。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）中央防波堤外側コンテナふ頭の整備推進 

東京港の物流機能を強化するため、中央防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ２及

びＹ３バース）の整備を推進すること。 

（２）臨港道路南北線の整備推進 

中央防波堤外側地区の開発に伴う交通需要に対応する臨港道路南北線につ

いて、東京 2020 大会開催までに供用できるよう整備を推進すること。 

（３）必要な財源の確保 

① 物流機能強化に資する外貿コンテナふ頭、内貿ユニットロードふ頭等の

整備スケジュールにあわせて、埠頭整備資金貸付金も含めて、必要な財源

を確保すること。 

② 防災・安全交付金及び社会資本整備総合交付金について、港湾管理者が

運営上必要とする事業に柔軟に対応するとともに、必要な財源を確保する

こと。 

（４）港外における安全な航行の確保 

東京港の第一航路沖に指定されている緊急確保航路内において、一部に必

要な水深が確保されていない箇所があるため、国による適切な対応を行うこ

と。 

 

 

＜現状・課題＞ 

都は、これまで東京港の港湾管理者として港湾物流の状況変化、ふ頭利用者ニ

ーズ等に精通し、港湾施設計画の策定、既存施設の改良、維持補修等の事業のみ

ならず、新規施設の建設を迅速かつ、安全、円滑に遂行してきており、直轄対象

事業となるような新規施設の建設についても、十分な経験・技術力を有している。 

また、東京港は、既存ふ頭の再編等による港湾機能の向上が必須となっている。 

今後、東京港の限られた空間（陸域・海域）において、周辺エリアとの一体的

開発による物流機能の強化や、既存の港湾利用者と調整を踏まえた施設改修など

を迅速かつ効率的に行い、より一層の機能強化を図っていく必要がある。 

このため、東京港においては、港湾の整備・運営に係る十分な実績を有する港

湾管理者が主体となり、動きの激しい港湾情勢への迅速かつ的確な対応を図るこ

とが重要である。 

 

 

 

（５）直轄対象事業であっても、補助事業等で事業採択すべきと港湾

管理者が申し出た場合には、補助事業等で採択するなど、物流機

能の強化に向けた港湾管理者の取組に対し、十分な支援を行うこ

と。 
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＜具体的要求内容＞ 

（５）港湾管理者の取組に対する支援 

① 東京港の港湾施設の事業実施に当たっては、直轄対象となる事業であっ

ても、補助事業や貸付金事業で事業採択すべきと港湾管理者が申し出た場

合には、補助事業や貸付金事業として速やかに事業採択するなど、物流機

能の強化に向けた港湾管理者の取組に対し、十分な支援を行うこと。 

② 直轄事業の予算要求に当たっては、計画段階から港湾管理者と十分に協

議を行うとともに、港湾管理者の事前了解を得ること。 
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 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

世界のクルーズ人口は、クルーズ船の大衆化が進み、過去２０年間で４倍に増

加している。 

また、アジア域内においては、大型クルーズ客船による低価格なカジュアルク

ルーズの提供が開始されたことにより、クルーズ市場の成長が見込まれ、日本へ

の大型クルーズ客船の寄港需要が高まることが予想される。 

一方、東京港は、羽田空港や東京駅等に近接し、国内外への交通アクセスが充

実しており、周辺に豊富な観光地を有している。 

また、東京 2020 大会が開催されることなどから、東京港に入港を希望するク

ルーズ船社が多く、首都東京として、大会開催までに、新たな大型クルーズ客船

ふ頭を整備していくことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

大型クルーズ客船の今後の東京港への寄港需要の増加が見込まれるため、東京

2020 大会の開催に間に合うよう、 

（１）大型クルーズ客船ふ頭整備に必要な財源を確保すること。 

（２）大型クルーズ客船ふ頭のターミナルビル整備への補助制度を創設すること。 

 

２２ 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進 

大型クルーズ客船の今後の東京港への寄港需要の増加が見込まれ

るため、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に

間に合うよう、 

（１）大型クルーズ客船ふ頭整備に必要な財源を確保すること。 

（２）大型クルーズ客船ふ頭のターミナルビル整備への補助制度を

創設すること。 
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 （提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

 

＜現状・課題＞ 

首都圏４，０００万人の生活と産業を支える東京港では、外貿コンテナふ頭の

うち耐震強化岸壁は３バースと少なく、震災時にも港湾機能を確保し首都圏経済

活動の停滞を回避するためには、更なる増設が不可欠である。 

このため、東京港第８次改訂港湾計画において、幹線貨物輸送に対応する耐震

強化岸壁の計画を拡充したところであり、整備を着実に進める必要がある。 

また、震災時に被災者の避難や緊急物資の輸送に対応する耐震強化岸壁の整備

についても更に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）震災時においても、首都圏の物流機能を確保する幹線貨物輸送対応の耐震

強化岸壁を既存ふ頭と併せて拡充するため、中央防波堤外側コンテナふ頭（Ｙ

２及び３バース）について整備推進を図ること。 

（２）震災時の被災者避難や緊急物資の輸送に対応する品川ふ頭（Ｓ３バース）

などの耐震強化岸壁の整備推進に必要な財源を確保すること。 

２３ 震災にも強い東京港の機能強化 

（１）震災時においても、首都圏の物流機能を確保するため、中央防

波堤外側コンテナふ頭の耐震強化岸壁について整備推進を図る

こと。 

（２）震災時の被災者避難や緊急物資の輸送に対応する耐震強化岸壁

の整備に必要な財源を確保すること。 
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２４ 島しょ港湾等の防災対策の推進 

（提案要求先 農林水産省・国土交通省） 

（都所管局 港湾局） 

地震・津波や火山噴火等の災害から島民や来島者の安全を確保する

ため、島しょ港湾・漁港・海岸の防災対策に必要な財源を確保するこ

と。 

 

＜現状・課題＞ 

南海トラフ等による巨大地震発生時には、伊豆諸島の各港に短時間で大規模な津

波の来襲が想定されており、港湾施設利用者等が迅速に避難できる施設の整備が急

務となっている。 

また、本土からの陸路による人員、物資等の搬出入が不可能な島の特殊性に鑑み、

発災直後においても大型船舶が着岸可能な緊急輸送用岸壁や道路等の確保が必要

である。 

加えて、大島の三原山や三宅島の雄山では、これまで火山噴火が繰り返し発生し

ており、全島避難を余儀なくされるなど、噴火発災時における島民避難を含めた備

えも不可欠となっている。 

さらに、台風等の異常気象時における高潮などから背後の集落や施設を防護して

いくために、海岸保全施設の整備も進めていかなければならない。 

このため、これまでにも増して島しょ港湾・漁港・海岸における防災対策を積極

的に進めていくことが必要であり、その施設整備に当たっては、国費を重点的に投

入すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）津波避難施設や被災時の復旧活動を支える緊急輸送用岸壁等について、今後

も整備が着実に継続できるよう、必要な財源を確保すること。 

（２）火山噴火時の円滑な避難に備えるため、噴火避難用岸壁の静穏度向上に必要

な防波堤の整備が着実に継続できるよう、必要な財源を確保すること。 

（３）台風の襲来や低気圧の通過に伴う高潮などから、島民の生命と財産を守るた

め、海岸保全施設の整備に必要な財源を確保すること。 
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 （提案要求先 内閣官房・経済産業省・環境省） 

（都所管局  環境局・水道局） 

 

＜現状・課題＞ 

本格的な低炭素社会を実現するためには、省エネルギー対策だけでなく、再生

可能エネルギーの利用拡大に向けた取組の強化が不可欠である。 

平成２４年７月から再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制

度が施行され、全国的な再生可能エネルギーの普及により、ＣＯ₂ 排出抑制、エ

ネルギー自給率向上や化石燃料の節約のほか、地域経済活性化や雇用創出効果な

ど国内経済への波及効果を生んでいる。 

一方、制度開始以降、連系可能容量の制約などを理由として接続申込への回答

を保留される事例や、連系工事費用の内訳が示されないまま負担が求められる事

例が見られている。さらに、一般送配電事業者管内における電力系統への接続制

約を発表するなど、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた様々な課題が明らか

になっている。 

系統への接続制約などの問題が長引くと、高まりを見せていた再生可能エネル

ギー普及拡大の機運が一気に勢いを失うことになりかねない。 

国は電力広域的運営推進機関の設立などに取り組んでいるが、再生可能エネル

ギーの導入拡大を促進するためには、より一層の方策を講じていく必要がある。 

また、固定価格買取制度施行に伴い、再生可能エネルギーによる発電が普及拡

１ 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大 

（１）固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入拡大を促進す

ること。 

（２）大規模な再生可能エネルギーの広域的利用拡大を推進するこ

と。 

（３）再生可能エネルギーの更なる普及拡大に必要な制度・基盤を整

備すること。 

（４）島しょ地域における電力系統への接続可能量の拡大のために必

要な措置を行うこと。 

（５）波力発電など海洋エネルギーの開発・利用に必要な措置を講じ

ること。 

（６）再生可能エネルギー熱利用促進に必要な実効性の高い全国的な

普及策を構築すること。 
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大する一方、再生可能エネルギーによる熱利用は、支援策が不十分であるため普

及が進まず、再生可能エネルギーのポテンシャルが十分活用できる状況にはない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）固定価格買取制度による再生可能エネルギー導入拡大の促進 

① 再生可能エネルギーの導入を促進する制度の構築 

固定価格買取制度の在り方を検討するに当たっては、透明性・妥当性を 

担保の上、導入までに時間を要する風力発電、地熱発電及びバイオマス発 

電の導入促進などの観点も踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大が一層 

促進されるよう、必要な措置を講じること。 

② 入札制度の導入における参入機会の確保 

「再エネ特措法等の一部を改正する法律（平成２９年４月施行）」によ 

り、買取価格の低減を目的に入札制度が導入されたが、応札者が資金力の 

ある事業者に偏ることがないよう、地産地消型の発電設備や小規模発電設 

備等、地域特性や事業規模に配慮し、事業者の参入機会の確保に必要な措 

置等を講じること。 

③ 新たな出力制御システムの運用に係る情報開示の徹底等 

平成２７年１月の省令等改正により、新たな出力制御システムが導入さ 

れたが、太陽光発電・風力発電の出力制御は、一般送配電事業者が火力発 

電の出力制御や水力発電の揚水運転等の回避措置を講じてもなお必要な場 

合に限り認められるものである。このため、一般送配電事業者が恣意的な 

出力制御を行わないよう、出力制御ルールの整備やその運用について、公 

平性・透明性を確保し、第三者が分析・監視等を行うとともに、出力制御 

時の発電所の運転情報等の情報公開を適切に行うこと。 

また、再生可能エネルギーの接続可能量については、今後の状況変化に 

応じ、評価・検証を進めること。 

④ 適切な調達区分に基づく買取価格の設定及び見直し時における周知期間 

の確保 

買取価格は、設備認定により得られた最新のコストデータを基に、きめ 

細かく見直すこと。特に導入が拡大している非住宅用太陽光発電について 

は、設備容量によって設置コストが大きく異なることがデータで示されて 

おり、設備容量に応じた新たな調達区分を設定すること。買取価格等を改 

定する場合は、その周知期間を十分に確保すること。 

⑤ 送電系統への優先接続の担保 

送電系統への優先接続及び優先給電を着実に実施するため、再生可能エ 

ネルギー供給事業者が負担する送電系統への接続費用について、その算定 

根拠を明確にさせること。 

また、一般送配電事業者が発電事業者等からの要望に応じて適切に系統 

情報を提示するよう指導監督を徹底するとともに、平成２７年４月に設立 

された電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）の独立性・ 

中立性を確立し、優先接続の実効性を担保すること。 

なお、発電設備の設置に当たり上位系統の送配電設備の増強を要する場 
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合の原因者への特定負担について、社会的インフラを整備するという観点 

も踏まえ、特定の者に過度の負担を強いることのないようにすること。 

（２）大規模な再生可能エネルギーの広域的利用拡大の推進 

次の①から④までの内容を早急に検討・実施するとともに、検討・運用状 

  況について十分な情報開示を行い、透明性を確保すること。 

広域機関の独立性・中立性を確立し、適切な連系線等の設備形成、系統運 

用を担保すること。 

① 系統設備の整備促進 

再生可能エネルギーを最大限導入するため、系統設備の整備・増強を進 

めること。 

② 送電系統の一体運用の着実な実現 

風力など大規模発電設備の設置ポテンシャルが高い、東北地方等の電力 

の広域融通を可能とするため、東北東京間連系線等、地域間連系線の活用 

による系統の一体運用など、送電系統の運用方法の改善を着実に実現する 

こと。 

③ 系統運用技術の活用 

水力や蓄電池など調整電源の一層の活用、太陽光や風力など自然変動電 

源の変動特性の把握や気象情報を用いた発電出力予測の活用などの系統運 

用技術により、接続可能量の拡大を図ること。 

④ 風力や地熱発電所設置に係る環境アセスメントの迅速化 

風力や地熱発電所設置に係るコスト負担を軽減し、事業の予見可能性を 

高めるため、環境アセスメントに係る手続の迅速化が不可欠である。国及 

び地方自治体による配慮書手続の合理化などについては、平成２５年６月 

に出された規制改革実施計画に基づき一定の改善が図られてきたが、環境 

影響調査の前倒し・並行実施の促進や国及び地方自治体による合同審査を 

実施するなど、更なる迅速化に向けた取組を進めること。 

（３）再生可能エネルギーの更なる普及拡大に必要な制度・基盤整備 

① 税制優遇措置の強化 

太陽光発電や風力発電等の更なる拡大のため、太陽光発電システム等に 

係るグリーン投資減税期間の更なる延長等、税制優遇措置を強化すること。 

② 太陽光発電設備の適切な保守・メンテナンス体制の構築 

保守・メンテナンスや施工の不良等による太陽光発電の発電量低下や途 

絶が生じることのないよう国は、設置状況や事故事例の実態を把握し、関 

係業界と連携を図りながら、長期にわたる安定的な発電の維持に必要な体 

制を構築すること。 

（４）島しょ地域における電力系統への接続可能量の拡大 

電力需要が小さく、電力系統へ接続できる再生可能エネルギーの量が限ら 

れている島しょ地域において、接続可能量拡大に向けた技術検討や実証を促 

進するために必要な支援策を講じること。 

（５）波力発電など海洋エネルギーの開発・利用に必要な措置 

波力発電など新たな海洋エネルギー技術の開発について、エネルギー関係 

技術開発ロードマップに沿って着実に推進すること。 
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また、海洋エネルギーによる電力を系統に接続するための海底送電ケーブ 

ルなどのインフラ整備を支援すること。 

（６）再生可能エネルギー熱利用促進に必要な実効性の高い全国的な普及策の構 

  築 

再生可能エネルギー熱市場の活性化のため、イギリスなど海外の先進事例 

も参考に、太陽熱や地中熱などの再生可能エネルギー熱利用を全国的に促進 

する本格的な支援制度を創設すること。 
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 （提案要求先 経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都所管局  環境局・交通局・都市整備局） 

２ 水素社会の実現に向けた着実な取組 

（１）「水素・燃料電池戦略ロードマップ」に基づき、具体的な取組

を着実に推進すること。 

（２）水素を利用する意義や水素の安全性等に関して、更なる普及啓

発を図ること。 

（３）燃料電池自動車や定置用燃料電池等の普及促進及び水素ステー

ションの早期整備のため、複数年度にまたがる継続的かつ柔軟な

財政支援を行うとともに、支援対象についても拡大を図ること。

また、更なる低炭素社会の実現や系統電力の負荷軽減に向け 

て、まちづくりにおける水素エネルギー活用のためのインフラ整

備等に必要な財政支援を行うこと。 

（４）燃料電池バスの普及のため、購入等に対する財政支援を継続的

に行うこと。 

特に、平成２９年度「地域交通のグリーン化に向けた次世代環

境対応車普及促進事業」において引き下げた燃料電池バス車両及

び燃料電池タクシー車両導入への補助割合について、速やかに従

前の水準（２分の１）に戻すこと。 

また、バス専用水素ステーションの整備を促進するため、複数

年度にまたがる継続的かつ柔軟な財政支援を行うこと。 

さらに、車庫内等における水素ステーション整備についても、

財政支援を行うこと。 

（５）水素ステーションの整備促進に向けて、「規制改革実施計画」

等に基づき、必要な措置を着実に推進すること。 

また、技術開発の動向も踏まえ、必要な規制緩和を検討するこ

と。 

（６）水素業務に従事する人材の育成及び確保に向けて、保安監督者

の資格取得機会拡大及び実務経験を積む機会確保等、国として支

援策等を講じること。 

（７）ＣＯ₂ フリー水素の供給システムの確立に向けて、国として先

導的な役割を果たすこと。 

また、東京 2020 大会開催時における福島県産ＣＯ₂ フリー水

素の活用に向けて、国として支援策を講じること。 

（８）選手村地区において実施する水素の利活用について、施設整備

に向けた補助制度の拡充を実施すること。 
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＜現状・課題＞ 

近年の地球温暖化等の問題が深刻化する中、利用の段階で水しか排出しない水

素エネルギーは、低炭素な次世代エネルギーとして注目されている。 

また、水素関連製品は我が国の高い技術力の結晶であり、水素エネルギーの普

及による経済波及効果は大きい。さらに、燃料電池自動車や燃料電池バスなどは

災害時の非常用電源としての利用も期待されている。 

国の成長戦略にも位置付けられている水素エネルギーを本格的に利活用する

社会を早期に実現することは、資源小国である我が国にとって極めて重要である。 

平成２９年３月には燃料電池バスが営業運行を開始した。 

これを機に、官民一体となって水素エネルギーの普及拡大を図ることが求めら

れている。 

東京 2020 大会は、日本と東京の変革の好機であり、これを契機に水素の普及

拡大を図ることで、我が国の高い技術を世界にアピールする絶好の機会ともなる。  

また、選手村における水素導入は、環境先進都市の実現に向け、一般の住宅地

における水素利用のモデルを構築するとともに、エネルギー・環境施策の先進的

な取組を実施・ＰＲし、水素社会の構築を先導することが期待される。 

しかし、水素エネルギーの普及に当たっては様々な課題があり、国民の理解促

進、コスト低減や購入費用の負担軽減、規制緩和、低炭素な水素の供給等を進め

ていかなければならない。 

よって、水素社会の実現に向けて、政府に対し、次の事項を実現するよう強く

求める。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）水素社会の実現に向け、「水素・燃料電池戦略ロードマップ（平成２８年 

３月改定）」で示された目標の確実な達成に必要な具体的な取組を着実に実 

施すること。 

（２）水素エネルギーの利用拡大には、国民の理解が重要であることから、水素 

を利用する意義や水素の安全性等に関する、更なる普及啓発を図ること。 

（３）燃料電池自動車や定置用燃料電池、外部給電機器等の普及及び水素ステー 

ションの整備のため、東京 2020 大会を契機として、水素社会への移行を加速 

させる財政支援を継続的に行うこと。 

また、支援対象を、既存の水素ステーションへの充填設備増設・増強、及 

び障壁の設置や、燃料電池業務・産業用車両用水素ステーションなどにも拡 

大すること。 

また、更なる低炭素社会の実現や系統電力の負荷軽減に向けて、水素を地 

域のエネルギー源の一つとして取り込み、まちづくりにおける水素エネルギ 

ー活用のためのインフラ整備等に必要な財政支援を行うこと。 

国の予算措置は単年度にとどまり基金創設もされていないため、事業者が 

長期的な視点を持って事業展開していくに当たり、支障が生じている。また、 

製造に長期間かかる機器についても発注と納品が同一年度となることが求め 

られており、迅速な水素ステーション整備の妨げになる例もある。このため、 

－ 117 －



複数年度にまたがる継続的かつ柔軟な財政支援を行うこと。 

（４）燃料電池バスの購入等に対する財政支援を継続的に行うこと。平成２９年 

度「地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対応車普及促進事業」におい 

て引き下げた燃料電池バス車両及び燃料電池タクシー車両導入への補助割合 

について、速やかに従前の水準（２分の１）に戻すこと。 

また、燃料電池バスに対する補助の予算規模を拡大すること。 

燃料電池バスの普及に向けては、バス専用の水素ステーションの設置が重 

要であることから、事業者への複数年度にまたがる継続的かつ柔軟な財政支 

援を行うとともに、バス事業者が車庫内等に水素ステーションを整備する場 

合についても、整備費用等の財政支援を行うこと。 

さらに、民間事業者に対して燃料電池トラックや燃料電池船など新たな水 

素活用分野の実証開発等への支援及び早期普及の働きかけを行うこと。 

（５）国は、「規制改革実施計画（平成２９年６月９日閣議決定）」等に基づく

規制緩和を進めているが、公道と水素充填設備との保安距離規制に関しては、

民間事業者において進められているディスペンサーと公道との離隔距離の短

縮を可能とする代替措置の検討や、水素ステーションに使用する機器の技術

開発等の最新動向を踏まえて、例示基準への追加や、技術基準解説書への追

加などを進めること。水素ステーションの整備促進に向けた散水基準の見直

しや、使用可能な材質の拡大、適切な保安検査方法の整備等については、安

全性の確保を前提として、早期に規制緩和を実現すること。 

また、水素ステーションの定期点検に係る事業者負担の軽減、営業休止期 

間の短縮に向けて、適切な保安検査方法の整備を進めること。 

さらに、今後、様々な用途で水素エネルギーの利活用を促進するためにも、 

技術開発の動向も踏まえ、必要な規制緩和を検討すること。 

（６）水素ステーション等において水素業務に従事する人材の育成及び確保に向 

けて、保安監督者の資格取得機会を拡大するよう、講習終了のみを要件とし 

た免状取得を可能とする関係法令の改正や、複数回の試験実施を想定した地 

方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正を行うなど、国として支援策 

等を講じること。 

また、中小事業者等が新たに水素ステーション事業に参入しようとした場 

合、実務経験を積む機会を自ら確保することが困難であることから、国とし 

て支援策等を講じること。 

（７）低炭素社会の構築には、水素の安定的な供給とともに、再生可能エネルギ 

ーを活用した水素エネルギーの普及が重要である。ＣＯ₂ フリー水素の供給 

システムの確立に向けて、国として実効ある支援策や制度構築を図ること。 

また、東京 2020 大会開催時における選手村等での福島県産ＣＯ₂ フリー水 

  素の活用に向けて、国として支援策を講じること。 

加えて、水素の「製造」だけでなく、水素輸送車への燃料電池の活用など、 

「輸送」における低炭素化のための技術開発等への支援も行うこと。 

（８）選手村地区における、定置用燃料電池の設置等や、段階的な整備に対する 

補助制度を拡充すること。 
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１ 実効性ある温室効果ガス削減対策の実施 

 （提案要求先 総務省・経済産業省・環境省・国土交通省・厚生労働省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

国は温室効果ガス排出量を２０３０年までに２０１３年比で２６％削減する目

標を決定した。この目標の達成に向けては、我が国の優れた環境技術を十二分に

活用し、低炭素社会への転換を先導していくことが必要である。 

気候変動対策の推進は、家庭や事業所のエネルギーコストの低減、新たな省エ

ネ製品や技術開発の促進など、日本経済の活力創出につながる。中央環境審議会

でとりまとめられた「長期低炭素ビジョン」では、主要な施策の方向性として、

カーボンプライシングによる市場の活力の最大限の活用や環境情報の整備・開示、

規制的手法の導入などが示されている。こうした提言を踏まえ、長期的・安定的

投資により、低炭素型の持続可能な社会に転換し、次世代に良好な環境を引き継

ぐためにも、実効性ある対策を早急に講じる必要がある。 

需要家側の省エネ対策の更なる徹底とエネルギー利用のあり方の見直しを図る

とともに、既存火力発電については、更なる高効率化と低炭素化を図る必要があ

る。このためにも、電力需要家と火力発電所を対象とするＣＯ₂ 排出総量削減義

務と排出量取引制度（キャップ＆トレード制度）の導入は必要かつ重要な施策で

ある。 

また、「地球温暖化対策のための税」が平成２４年１０月から導入されたが、

税の導入に伴う税収に関し、気候変動対策における国と地方の役割分担を踏まえ

た財源配分が課題となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 

ア パリ協定実施に向けた詳細ルールの構築 

３ 気候変動対策の推進 

（１）規制的措置を含む総合的な施策を早期に構築すること。施策構

築に当たっては、ＣＯ₂ 排出総量削減義務と排出量取引制度を導

入するとともに、業務ビル対策や中小企業及び家庭での省エネ対

策の促進など、実効性ある対策を実施すること。 

（２）「地球温暖化対策のための税」については、気候変動対策にお

ける国と地方の役割分担を踏まえ、地方への十分な財源配分を行

うこと。 
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ＣＯＰ２１で採択されたパリ協定の実施に向けて、自らの強い意思表明

と具体的行動を礎に、日本の外交力を発揮し、実効性のある詳細ルールの

構築に向けて先導的な役割を果たすこと。 

イ 低炭素社会実現のための規制的措置を含む総合的な施策の早期構築 

火力発電所を対象としたＣＯ₂ 排出量の削減義務化や電力需要家と火力

発電所を対象とする国内排出量取引制度等実効性の高い規制的措置の導入

を含む総合的な施策を早期に構築すること。 

ウ 総量削減を中核とする実効性の高いキャップ＆トレード制度の早期実現

国内排出量取引制度の創設に当たっては、以下の点を実現し、実効性の高

い制度とすること。 

  ① 原単位規制ではなく、総量削減義務を導入すること。 

② 高効率でかつ低炭素な火力発電所の稼動を推進するため、直接排出方

式により火力発電所の排出総量を対象とすること。 

③ 事業者単位でなく、事業所単位の制度とすること。 

④ 特に大量の温室効果ガスを排出する事業所を対象とし国が実施する制

度と、それ以下の一定程度の温室効果ガスを排出する事業所を対象とし

地方自治体が実施する制度の二制度を創設し、国と地方がともに積極的

な役割を果たす制度とすること。 

⑤ 東京都のキャップ＆トレード制度や都道府県・政令指定都市が実施し

ている報告書制度など、先行する地方自治体の制度との整合を図ること。 

⑥ 国内排出量取引制度と整合するよう省エネルギー法及び地球温暖化対

策推進法を改めるとともに、事業所からの報告内容を地方自治体に提供

し、国と地方の効果的な連携を進めること。 

エ 家庭部門等の強化 

①  ライフスタイルやビジネススタイルの転換を促し、より一層の節電を

図るため、不要な広告や店舗の照度、小売・量販店等の営業時間や放送

事業の時間帯の設定等、エネルギー使用のあり方の見直しを関連業界に

働きかけること。 

②  エアコンやテレビ等の家電に電力使用量及びＣＯ₂ 排出量を表示する

機能の標準搭載や、電気・ガスにとどまらず、ガソリンや灯油などの領

収書にＣＯ₂ 排出量を表示するなど、ＣＯ₂ の可視化の取組を促進する

こと。 

③  トップランナー基準を満たした高効率給湯器の普及を飛躍的に促進す

るため、家庭に対する助成制度などにおいて、より一層の財政的措置を

講じること。 

④  家電製品等の製造事業者に対して、製品の工場出荷時の初期設定を省

エネモードとするとともに、省エネモードの設定方法を消費者に分かり

やすく情報提供するよう求める仕組みを構築すること。 

オ オフィスや事業所等における取組 

①  一般社団法人日本建築学会等の提言も踏まえ、過度に照度に偏重しす

ぎている現行の照明設計・基準の考え方から転換し、質の高い照明環境

の形成に向けた新たな基準を設定すること。 
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なお、照度基準については、旧照度基準１９７９版の照度範囲（３０    

０～７５０ルクス）に戻すとともに、設定照度は、３００～５００ルク

スでの対応を推奨すること。 

②  外気取り入れによる空調設備の無駄な稼動を防ぐため、室内空気中の

ＣＯ₂ 濃度の一律的な管理基準の緩和について、省エネルギー・節電の

観点から見直しを行うこと。 

③  扉を開け放したまま冷暖房を行っている店舗営業など、明らかに無駄

なエネルギー利用と考えられる行為に対して、エネルギー使用の合理化

を求める仕組みを構築すること。 

④  省エネ法に、ピークシフト行動を評価する仕組みが設けられているが、

今後は、「原単位削減」の観点だけではなく、エネルギー消費量の削減

を更に強化するため、「エネルギー使用総量の削減」の程度を評価する 

仕組みの追加も検討すること。 

カ 地球温暖化対策の実現に向けた普及啓発活動の強化 

実効性のある地球温暖化対策を実現するためには、全ての国民及び事業

者が一丸となって取り組む必要がある。地球温暖化対策に対する意識を高

めるため、広く国民及び事業者に対して情報発信するなど、地球温暖化対

策計画に記載した取組について効果的かつ着実に実施すること。 

キ 地方自治体の温室効果ガス排出量算定に必要なデータの確保 

エネルギー供給事業者から自治体へのデータ提供について法的に義務付

けるなど、各自治体が確実に温室効果ガス排出量算定に必要なデータ提供

を受けられるようにすること。 

（２）「地球温暖化対策のための税」の導入に伴う地方財源の確保等 

地方分権改革との整合性や気候変動対策における国と地方の役割分担を踏

まえ、国と地方で財源を適切に配分し、地方自治体がその地域特性にあった

省エネ施策の推進事業に充当できるようにすること。 

 

 

２ ＬＥＤ照明等の高効率照明の普及促進 

 （提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都所管局 環境局） 

 

（１）ＬＥＤ照明等の高効率照明の普及目標達成に必要な具体的な取

組を推進すること。 

（２）ＬＥＤ照明の普及を加速化させることにより省エネへの参加意

識を醸成し、更なる省エネ行動の促進を図ること。 

（３）既設蛍光灯器具へ直管型ＬＥＤランプを取り付ける際の安全性

を確保する基準を設けること。 
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＜現状・課題＞ 

 国は、ＬＥＤ照明等の高効率照明が、２０２０年までにフローで１００％、２

０３０年までにストックで１００％普及することを目標として取組を進めてい

る。 

身近でありながら、照明は大きなエネルギー消費割合を占めており、例えば、

白熱電球２００万個をＬＥＤ電球に置き換えると、１年間で、都庁舎の電力消費

量の約５年分に相当する１億８千万ｋＷｈの削減が可能である。照明のＬＥＤ化

という費用対効果の高い身近な取組をピンポイントでＰＲし、具体的な効果を実

感してもらうことで、省エネルギーに対する意識改革を進め、地球温暖化対策を

加速化させる必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）普及目標の確実な達成に必要な取組の推進 

エネルギー基本計画（平成２６年４月）及び地球温暖化対策計画（平成２

８年５月）で掲げるＬＥＤ照明等の高効率照明の普及目標達成に必要な具体

的な取組を推進すること。 

また、ＬＥＤ照明化は、費用対効果の高い対策であるが、導入時の一時的

な費用負担が大きいことが普及を妨げる要因となっている。更なる普及促進

のため、必要な財政支援を実施すること。 

（２）ＬＥＤ照明の普及による更なる省エネ行動の促進 

ＬＥＤ照明化の効果等についての普及啓発を実施することにより、その導

入を加速化させるとともに、ＬＥＤ照明の導入を通じて省エネへの参加意識

を醸成し、更なる省エネ行動の促進を図ること。 

（３）直管型ＬＥＤランプの安全性の確保 

直管型ＬＥＤランプの既設蛍光灯器具への交換取付けは、事業所において

取り組みやすい省エネ対策である。 

一方、直管型ＬＥＤランプは、様々なメーカーが製品を提供しており、既

設の蛍光灯器具に合わない直管型ＬＥＤランプを装着して、発火、発煙、過

熱等の事故が発生するケースもある。このため、既設の蛍光灯器具に直管型

ＬＥＤランプを取り付ける際の注意点について、国民に周知徹底すること。 
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３ 建築物の低炭素化の促進 

 （提案要求先 文部科学省・経済産業省・国土交通省・環境省・厚生労働省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成２７年７月８日公

布。以下「建築物省エネ法」という。）において、平成２９年４月から一定規模

以上の非住宅用途の新築建築物におけるエネルギー消費性能基準への適合義務化

が開始された。 

これにより、建築物の基本的性能としてエネルギー消費性能が位置づけられ、

建築基準法と連動することから建築物のエネルギー消費性能の向上に向けた底上

げ効果が一定程度期待できる。 

一方、建築物のエネルギー消費性能は、建築設備だけでなく外皮性能にも大き

く影響を受ける。そのため、建築主等が講ずべき措置として、外皮性能の向上に

係る措置を位置付け、建築物の外皮性能を把握できるようにするとともに、外皮

（１）エネルギー消費性能が建築物の基本的性能に位置付けられた

が、建築物のエネルギー性能にも大きな影響を与える外壁等によ

る熱の損失を防止する性能、いわゆる外皮性能に関する指標につ

いても建築物の基本的性能に位置付けること。 

（２）新築建築物のエネルギー消費性能基準を定期的に引き上げるこ

と。 

（３）新築建築物への再生可能エネルギー導入義務化を検討するこ

と。 

（４）エネルギー性能の表示制度について、その実効性を担保するた

め、表示の義務化を図ること。 

（５）低炭素な既存建築物の普及促進策を講じること。 

（６）テナントビルの低炭素化を推進させるため、平成２８年に国が

作成したガイドを活用し、グリーンリースの普及拡大を図るこ

と。 

（７）国等が所管する教育施設及び医療施設の低炭素化を推進するこ

と。 
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性能の向上が持つ意義や効果について明確な認識を持てるようにすることが重要

である。 

また、ＥＵでは既に、エネルギーの性能表示を指令し、多くの国が制度義務化

しており、東京都でも省エネルギー性能評価書やマンション環境性能表示を義務

付けているが、国においても「建築物省エネ法」に基づき、新たに住宅用途も対

象に含めた建築物の省エネルギー性能の表示制度が位置付けられ、平成２８年４

月から適合義務化に先駆けて施行している。しかしながら、この第三者認証の仕

組みも有する表示制度は任意の表示制度となっており、低炭素化建築物の普及に

向け、こうした表示制度の実効性の担保が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）エネルギー消費性能が建築物の基本的性能に位置付けられたが、建築物の

エネルギー性能にも大きな影響を与える外壁等による熱の損失を防止する性

能、いわゆる外皮性能に関する指標についても建築物の基本的性能に位置付

けること。 

「建築物省エネ法」により、平成２９年４月から新築建築物におけるエネ

ルギー消費性能基準への適合義務化が開始されたが、建築設備のエネルギー

性能は、外皮性能にも大きく影響を受けることから、建築主が建築する際に、

エネルギー消費性能と併せて外皮性能を把握できるようするとともに、当該

法令に建築主が取り組むべき外皮性能の向上に関する措置も盛り込むべきで

ある。 

（２）新築建築物の省エネルギー基準について 

① 省エネルギー基準を今後も定期的に見直すとともに、引き上げていくこ

と。 

② 複合用途の建築物におけるエネルギー消費量については、建物用途毎の

内訳を明らかにするものとすること。 

東京をはじめ、大都市では一つの建物に商業用途と住宅用途が存在する

大規模な複合用途の建築物が多く存在する。しかし、省エネルギー計画書

では建物全体のエネルギー消費量しか把握できない様式になっている。こ

ういった建築物に関しては、建物全体のエネルギー消費量のデータだけで

なく、建物用途ごとのデータを把握することも省エネを推進するには不可

欠である。 

③ 建築物の省エネルギー性能を判断するため、「建築物省エネ法」では、

一次エネルギー消費量により行っているところである。建築物のエネルギ

ー性能を飛躍的に高めていくためには、積極的にあらゆる再生可能エネル

ギーを利用していくことが不可欠である。しかしながら、現在の一次エネ

ルギー消費量の算定プログラムでは、太陽光による発電量の反映にとどま

り、自然通風や自然採光の利用などの建築的手法を含めた積極的な再生可

能エネルギーの活用を反映することができない。国は、再生可能エネルギ

ーの積極導入に向け、一次エネルギー消費量の算定に、再生可能エネルギ

ーの利用を反映するための評価方法を開発し、活用できるようにすること。 

（３）新築建築物への再生可能エネルギーの導入義務化を検討すること。 
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再生可能エネルギーの固定価格買取制度や低炭素建築物の認定制度が開始

されたが、平成４２年度までにＺＥＢやＺＥＨを実現していくためには、断

熱や日射遮蔽性能等の建築設備の省エネの推進に加え、オンサイト（＝需要

側）での、太陽光・太陽熱等の再生可能エネルギーの導入が不可欠である。

新築建築物における再生可能エネルギーの導入については、各種必要設備等

設置後の余剰スペースへの導入を検討するにとどまり、導入には消極的にな

っている。再生可能エネルギーの普及・導入のためには、義務化に向けた取

組を進めていくべきである。 

（４）エネルギー性能の表示制度について、その実効性を担保するため、表示の

義務化を図ること。 

国は、平成２８年４月から一次エネルギー消費量の指標を活用し、建築物

の省エネルギー性能表示制度を新たに開始したところであるが、この制度は、

第三者認証による任意の表示制度となっている。建築物の取引において、建

築物の省エネルギー性能が比較検討できるようにしていくためには、比較対

象となるあらゆる建築物に表示が行われていることが不可欠である。本制度

の表示についても「建築物省エネ法」の中で義務付けること。 

（５） 

ア 既存建築物の省エネルギーの進展を促す評価指標の拡大に当たっての検    

 討 

経済産業省における業務部門のベンチマーク制度対象業種拡大に当たっ

ては、環境性能が高く良好なマネジメントがなされている建築物が高く評

価される指標となるよう検討すること。 

 イ 既存建築物における環境価値評価の普及促進 

低炭素な建築物の普及促進を図るため、環境価値評価である CASBEE、

BELS、都のカーボンレポートなどを「建築物の環境価値評価に関する事項」

として宅地建物取引業法で定める重要事項説明に追加すること。 

さらに、国等の事業所が民間ビル等に入居する際の基準とするなど活用

に努めること。 

（６）グリーンリースの普及拡大を図ること。 

ビルオーナーとテナントの双方が協働して、テナントビルのエネルギー消

費低減に取り組むグリーンリースを普及させるため、国土交通省は、平成２

８年２月にグリーンリース・ガイドを作成した。国は、不動産関係団体と連

携して優良事例やその有効性を広くビルオーナー等に周知しグリーンリース

の普及拡大を図ること。 

（７）国等が所管する教育施設及び医療施設の低炭素化の推進 

国等が所管する教育施設、病院等について、それぞれの施設に求められる

機能を確保した上で、省エネ化が大きく進む設備改修が促進されるよう予算

措置を行うこと。特に、国立大学法人又は独立行政法人については、国が監

督官庁として積極的に関与し、事業者の模範となるよう率先して教育及び医

療施設の低炭素化を図ること。 
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４ 自動車からの温室効果ガス排出量削減対策の推進 

 （提案要求先 経済産業省・国土交通省・環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

（１）自動車交通に起因するＣＯ₂ 排出量は、我が国の総排出量の約１５％を占

め、その削減は、気候変動対策として極めて重要である。 

（１）自動車からのＣＯ₂ 排出総量を削減するため、次世代自動車等

ＣＯ₂ 排出量の少ない自動車へのシフトを促す税制や各種優遇

制度の充実を図ること。 

（２）集合住宅における電気自動車用充電設備の導入促進に向け、実

効性ある取組を推進すること。 

（３）事業者等のエコドライブを評価できる仕組みの構築に努めるこ

と。 

（４）特に重量の重い乗用車について、自動車メーカーが率先して更

なる燃費向上を進めるインセンティブが働く燃費基準を導入す

ること。 

（５）自動車の燃費の評価に当たっては、カーエアコン等の電装品も

含めた自動車総体として評価すること。 

（６）車両総重量３．５トン超の重量車について、次期燃費基準を早

期に設定すること。 

（７）重量車や小型貨物自動車について、ハイブリッド車の車種の拡

大や燃費の更なる向上を、自動車メーカーに働きかけること。 

（８）自動車から公共交通機関への転換を促進するため地域の特性に

応じた取組への助成を行うとともに、物流におけるモーダルシフ

トの推進策を講じること。 

（９）自動車メーカーによる不正行為の抑止と再発防止に向けて、自

動車型式指定制度を適正かつ厳格に運用すること。 
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国においては平成４２年における電気自動車、プラグインハイブリッド自

動車の新車販売に占める割合を２０～３０％、ハイブリッド自動車の新車販

売に占める割合を３０～４０％にするという目標を掲げているが、平成２７

年度時点では、電気自動車が０.２７％、プラグインハイブリッド自動車が０．

３４％、ハイブリッド自動車が２２．２％にとどまっており、更なる普及支

援策が必要である。 

（２）都市部ではマンション等の集合住宅の居住者が多いが、集合住宅では、充

電器の設置・運用に係る費用分担について住民の合意形成が困難であったり、

利用に関するルールの決め方が分からないといった実態がある。また、新築

の集合住宅の場合に国の補助制度を利用する際、補助対象経費とマンション

建設工事費の切り分けが困難な場合が多く、補助金申請の手続が煩雑なため

に、申請が進んでいない実態もある。こうしたことが充電設備の普及に当た

り課題となっている。 

（３）東京都は平成２４年度から、エコドライブに努める貨物運送事業者を評価

する「東京都貨物輸送評価制度」を実施し、個々の自動車の燃費管理やトラ

ック運転手へのエコドライブの意識付け等が、自動車からのＣＯ₂ 排出量削

減に大きな効果があることが判明している。こうした事業者によるエコドラ

イブの取組が更に広まるよう、取組を支援する仕組みが必要である。 

（４）我が国では、昭和５４年にガソリン乗用車の燃費基準値が初めて策定され、

またその後の基準強化等により、自動車の燃費は大幅に向上した。しかしな

がら、我が国の燃費基準は重量が重い車ほど基準が緩くなるよう階段状に設

定されていることから、車両にオプション装備を追加することで重量を増し、

より重い重量区分へ移行することで、絶対燃費が悪化するにもかかわらず、

燃費基準値を満足する可能性が増え、エコカー減税等の優遇措置の対象とな

るケースが発生している。これは、車両の軽量化を進め自動車からのＣＯ₂

排出総量を減らしていこうという企業努力を弱めることとなる。また、乗用

車の平成３２年度燃費基準から採用された企業別平均燃費基準方式（ＣＡＦ

Ｅ方式）では、車両の重量区分毎の燃費目標値を各自動車メーカーの出荷台

数実績で加重調和平均したものをＣＡＦＥ基準値としているが、この方式を

用いると、小型・軽量車に比べ燃費の劣る重量の重い車を多く扱う自動車メ

ーカーのＣＡＦＥ基準値は、小型・軽量車を多く扱うメーカーに比べ甘いも

のとなり、やはり自動車の小型・軽量化を進めるインセンティブが働きにく

くなっている。 

そのため、自動車からのＣＯ₂ 排出総量を削減するため、車両の軽量化を

促すことなどを目的とし、特に重量の重い自動車の燃費を向上させる燃費基

準を導入することが必要である。 

（５）現行の制度における燃費の測定・評価は、カーエアコンやカーナビなどの

自動車に標準装備となっている電装品を稼動させず、自動車本体を対象に行

われている。実効性のある燃費評価のためには、電装品等の影響を含めた自

動車総体の燃費評価が必要である。 

（６）現在、車両総重量３．５トン超のトラック・バスについては、平成２７年

度以降の燃費基準が設定されていないが、重量車のハイブリッド化を促すた
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めには、次期基準の設定が必要である。 

（７）重量車や小型貨物自動車からのＣＯ₂ 排出量削減のためには、ハイブリッ

ド車の普及や燃費の向上が必要である。そのため、自動車メーカーが、これ

らハイブリッド車の車種の拡大や燃費の向上に取組むよう働きかける必要が

ある。 

（８）鉄道等へのモーダルシフトについては、大手の貨物運送事業者（大口貨物）

による取組は進んでいるが、中小事業者等にとっても取り組みやすい施設整

備等への支援や仕組みづくりを行い、引き続きモーダルシフト推進のための

取組が必要である。 

（９）平成２８年度、国内自動車メーカーが、本来の燃費値よりも良い値とする

ために、燃費・排出ガス試験において設定する走行抵抗値を法令で定めた試

験方法と異なる不正な方法で算出し、国に提供していたことが発覚した。 

これは、我が国の燃費基準等の信頼性の根幹を揺るがす事態であり、自動

車環境行政及び自動車業界の国際的な信頼失墜につながりかねない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）次世代自動車等（燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド

自動車、ハイブリッド自動車）、ＣＯ₂ 排出量の少ない自動車へシフトをす

ることが、経済的にもメリットをもたらすよう、ＣＯ₂ 排出量がより少ない

自動車ほど優遇される税制の構築を進めるとともに、導入補助制度の拡充や

充電施設等インフラ整備、道路利用料金の割引などの優遇措置を講じること。 

（２）集合住宅における電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の充電設

備導入促進のため、「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための

充電設備設置にあたってのガイドブック（平成 29 年 6 月改訂）」等を踏まえ、

費用分担の考え方や運用ルール作り等の参考となる事例等を一層周知するこ

とや、新築の集合住宅への設置に係る補助制度の見直しなど、集合住宅の特

性を踏まえた導入促進に向けた実効性ある取組を推進すること。 

（３）国は、自動車の燃費や燃料使用状況を自動で取得し保存することができる

車載装置等の導入や、エコドライブによるＣＯ₂ 排出量の削減に取り組む事

業者等が社会的、経済的に評価される仕組みを構築すること。 

（４）乗用車起源のＣＯ₂ 排出総量を削減するため、乗用車の平成３２年度燃費

基準に示された平均燃費規制において、車両重量化の抑制や重量がかさむ車

両の一層の燃費改善を促すよう、車両の重量区分毎の燃費目標値を、各自動

車メーカーの出荷台数実績で加重調和平均したものをＣＡＦＥ基準値とする

のではなく、全社共通の燃費基準値を設定すること。 

それにより難い場合は、車両の重量区分毎ではなく、米国でも採用されて

いる車両の大きさ（フットプリント、軸距と輪距の積）に応じた燃費目標値

を定め、また燃費目標値を階段状に設定するのではなく、米国と同様にフッ

トプリントと燃費目標値が直線的に変化する方法に改めること。 

（５）カーエアコンやカーナビなどの自動車に標準装備となっている電装品を稼

動させないで燃費の測定、評価を行う現行の制度を改め、自動車本体だけで

なく、電装品等の影響を含めて燃費を向上させる評価制度とすること。 
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（６）車両総重量３．５トン超のトラック・バスについて、平成２７年度以降の

燃費基準を早期に設定すること。 

（７）トラック・バスなどの重量車や、事業者が多く使用するバンやワンボック

スタイプなどの小型貨物自動車について、ハイブリッド車の車種の拡大や実

燃費が更に向上されるよう、自動車メーカーに対して働きかけること。 

（８）自動車から、公共交通機関への転換を進めるため、地域の特性に応じた取

組に対する助成を行うこと。 

また、物流における共同配送や自営転換、鉄道等へのモーダルシフトを推

進していくため、中小・零細事業者でも取り組みやすい仕組みづくりや大都

市での実効的な施策の推進に資するよう十分な助成額の確保等を行うこと。 

（９）走行抵抗値をはじめ、自動車の指定審査時にメーカーから提供される基礎

情報を厳正に審査することなど、認証制度を適正かつ厳格に運用するととも

に、自動車メーカーにして抜き打ち検査を実施するなど、不正行為防止の実

効性を担保すること。 

   また、不正行為を行った自動車メーカーに対して、罰則の厳格な適用を行

うこと。 

 

５ 自転車シェアリングの普及促進 
（提案要求先 国土交通省・環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

自転車シェアリングは、自動車から自転車への転換による環境負荷の低減や、

放置自転車対策など、多様な効果が期待できる。 

東京都は自転車シェアリングの普及促進に向けて、これまで、専用駐輪施設（サ

イクルポート）用地の確保に係る調整（都道や公開空地等）や財政面など、各区

の取組を多角的に支援してきた。平成２８年２月から、利用者の利便性向上の観

点から、先駆的に取り組む４区（江東、千代田、港、中央）と連携し、区境を越

えた広域相互利用を開始し、新たに事業を開始した新宿区、文京区とも連携する

など、周辺エリアへの展開を図っている。 

自転車シェアリングが、公共的な交通手段としてより有効に機能するためには、

公共交通機関に近接した場所や観光地など、需要の高い場所へサイクルポートを

（１）自転車シェアリングの普及促進に向けて、安全性を確保しつつ、

更なる利便性の向上を図るための措置を関係省庁との連携によ

り講じるとともに、初期整備等への財政支援を一層拡充するこ

と。 

（２）公共的な交通手段としての定着を図るため、交通事業者の積極

的な協力を促すための機運醸成や働きかけを行うこと。 
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拡充するとともに、公共交通機関との連携が必要である。その際、ヘルメット着

用や交通マナーの遵守等に向け、安全面での対策も進めていくことが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）安全性を確保しつつ、自転車シェアリング事業の更なる利便性の向上を図

るため、事業採算性にも配慮しながら、国道（道路占用）をはじめとした国

の施設にサイクルポートを設置できるよう、関係省庁との連携により、積極

的に取り組むこと。また、都市再生特別措置法の改正により都市再生整備計

画区域内における都市公園にはサイクルポートの設置が可能となったが、引

き続き都市公園全般に設置が可能となるよう関係省庁との連携により規制緩

和を図ること。さらに、初期整備等への財政支援を一層拡充すること。 

（２）自転車活用推進法の成立を踏まえ、自転車シェアリングの公共的な交通手

段としての定着を図るため、公共交通機関との連携やサイクルポート用地の

提供など交通事業者の積極的な協力を促すための機運醸成や働きかけを行う

こと。 

－ 130 －



６ 分散型エネルギーの導入とエネルギーマネジメントの推進 

（提案要求先 経済産業省・環境省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

気候変動問題に適切に対処しながら経済成長も両立するスマートエネルギー都

市の実現に向けて、需給両面の取組を進めることが不可欠である。 

供給面の取組では、東日本大震災後の電力不足への対応の経験から、これまで

需要の増加に応じ供給力の確保に力点を置いてきた考え方を改めるとともに、都

外からの電力供給のみに頼るのではなく、老朽化した火力発電所のリプレースや

太陽エネルギー等の再生可能エネルギー、コージェネレーションシステム等の低

炭素かつ高効率な電源の普及拡大などにより、エネルギーの低炭素化と首都東京

のエネルギーセキュリティを高める取組を進めていく必要がある。 

需要面の取組では、省エネ対策に加え、デマンドレスポンスやピーク時間帯の

電力需要を抑えるなど、電力の供給状況を踏まえながら需要を無理なく効率的に

制御するエネルギーマネジメントの取組を推進していく必要がある。 

また、平成２８年４月からの電力小売全面自由化を踏まえ、消費者の電力選択

を喚起するとともに、国や電気事業者は、適切な情報発信と消費者ニーズに即し

た情報提供を行うべきである。 

 

（１）コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）の導入など、災害時

の業務継続も想定したエネルギー供給体制を整備する取組を支

援すること。 

（２）集合住宅におけるエネルギー利用の効率化・高度化を進める上

で有効なＭＥＭＳに対する制度的、財政的な促進策を講じるこ

と。 

（３）家庭における蓄電池システムの普及を着実に進めるため、導入

を促進する継続的な支援策を講じること。 

（４）老朽化した火力発電所のリプレースの早期実現などにより低炭

素かつ高効率な電源の安定的な確保を図ること。 

（５）消費者の電力選択の喚起及び消費者保護のため、適切な情報発

信と消費者ニーズに即した情報提供を行うとともに、電気事業者

の適切な情報発信等に必要な措置を講じること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）非常時のエネルギー供給体制の整備 

都市開発の機会を捉えてコージェネレーションシステム（ＣＧＳ）を導入

し、エネルギーの面的な利用によって都市の低炭素化と災害時の業務継続性

を確保する取組に対し、継続的な支援を行うこと。 

（２）スマートマンション化の促進 

都内住宅ストックの約７割を占める集合住宅において、建物全体のエネル

ギー管理等を行う「スマートマンション化」は、家庭のエネルギー利用の効

率化・最適化を更に進める上で有効である。 

国は、スマートエネルギー都市の実現に向けて、集合住宅のエネルギー管

理システム（ＭＥＭＳ）に対する制度的、財政的な促進策を講じること。 

（３）蓄電システムの普及 

蓄電システムは、非常時の電源として活用できるほか、太陽光発電システ

ムとの連携により、エネルギーの自家消費拡大にも有効である。 

国は、家庭用蓄電システムの導入促進に向けて継続的な支援策を講じるこ

と。 

（４）老朽化した火力発電所のリプレースの早期実現などによる低炭素かつ高効

率な電源の安定的な確保 

東京電力ホールディングス（株）グループの火力発電所の約４割が運転開

始から３５年を経過している現状を踏まえ、老朽火力発電所のリプレースを

早期に実現するなどにより、低炭素かつ高効率な電源を安定的に確保するこ

と。  

（５）消費者の電力選択に資する情報発信 

電力小売全面自由化を踏まえ多様なビジネスモデルが創出される中、消費

者が電力選択をするに当たり十分な情報を得ることができる環境整備が必要

となってくる。 

国は消費者に対し、電力小売自由化の仕組みについて、分かりやすく、正

確な情報発信を行うとともに、消費者から電源構成や費用内訳に関わる情報

を求められた場合に情報公開が適切に行われるよう、電気事業者に必要な措

置を講じること。 
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４ 公園整備事業等の推進 

１ 公園整備事業等の推進 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京の公園緑地は、国内外の他都市に比較して著しく少ない。 

また、丘陵地や低地、水辺などの緑は、生物多様性の保全やレクリエーション

の場の提供、都市気候の調節など重要な役割を担うため、早急に保全・整備が必

要である。 

さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に当たり、

外国人利用者の増加を視野に、都市の魅力を高めるため、文化財庭園等の観光・

文化の拠点となる都市公園の整備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）首都東京を緑あふれる都市にするため、都市公園や特別緑地保全地区等の

あらゆる公園緑地及びその関連施設の整備や用地取得等に十分な交付金を確

保すること。 

（２）世界からの来訪者の「おもてなし」の場となる庭園や動物園を含む都市公

園の改修に十分な交付金を確保するとともに、補助対象施設の拡充を行うこ

と。 

（３）公園整備や特別緑地保全地区の用地取得に係る国費率を３分の１から２分

の１に引き上げること。 

（４）増大する都民のレクリエーション需要や、市街地における防災上の避難地

の確保等に対応するため、国営昭和記念公園の整備を促進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水と緑のネットワーク形成を推進するため、公園緑地及び特別緑

地保全地区の整備や用地取得等に係る必要な財源を確保し、東京に

必要額を確実に配分するとともに、制度の拡充を図ること。 
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参  考 

 

（１）公園整備事業の推進 

【都の公園整備の計画と実績】 

 

区 分 

都市計画公園・緑地計画 

決定面積（平成２８年４月現在）

公園整備済面積 

（平成２９年４月現在）

規模 規模 

（ha） （ha） 

都市公園 都立公園 ３，９５６ ２，０２３ 

その他公園 ７，３１２ ３，８４５ 

都市公園以外の公園 － １，９３４ 

計 １１，２６８ ７，８０２ 

一人当たりの公園面積 

※全国平均 １０．３㎡/人 
８．４(㎡/人) ５．７(㎡/人) 

   

都区市町共同で策定した「都市計画公園・緑地の整備方針」（平成２３年

１２月改定）に基づき、都市計画公園・緑地の効率的な整備を推進していく。 

 

【平成２９年度 都予算に対する交付金の割合（事業費）】 

※都予算ベース 

 

                                                          

 

 

                            

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特別緑地保全地区の指定状況 

  （平成２９年４月１日現在） 

区 域 
箇 所 数 面  積 

箇 所 ｈａ 

23 区 １６  ８６．３６ 

多摩・島しょ ２９ １９８．３４ 

東京都全体 ４５ ２８４．７０ 

（単位：百万円）

○ 都立公園整備事業全体（３９，９４８

百万円）に占める   

 国費対象事業費の割合は 

約４．６％（１，８５５百万円） 

○ このうち、交付金は７１３百万円で、

都立公園整備事業全体に占める割合

は 

約２％ 

○ 国費率は施設１/２、 

用地１/３ 

都立公園整備事業 

全体計 ３９，９４８百万円

用地会計

返還金等

4,054

単独事業

34,039

国費対象

事業

1,855

都立公園整備事業
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（３） 用地買収費に対する現在の国費率 

区 分 国費率 根拠法令 

公園整備 １/３ 都市公園法施行令第３１条 

参 

考 

道路・街路整備 １/２ 道路法５６条 

河川整備 １/２ 河川法第６０条第２項 

                

※ １/２とすることを要求 

 

 

２ 防災公園の整備 

（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局・都市整備局） 

 

＜現状・課題＞ 

 震災時の首都東京の機能確保は喫緊の課題であり、都市の防災機能を高めるた

め、救援・復興の活動拠点や避難場所となる防災公園整備は急務である。 

さらに、東日本大震災を踏まえ、首都直下地震などの震災の備えを万全とし、

災害に強い首都東京を実現するため、防災公園整備はより一層、早期に着実な整

備が求められる。 

国は、広域避難地（避難場所）への避難人員を、一人当たり２平方メートルで

算定するとしているが、都立公園を核とする避難場所で、一人当たりの有効面積

が２平方メートルに及ばないものが多く、防災公園の拡張整備や機能向上のため

の施設改修が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）公園整備事業推進のため必要な交付金を増額すること。 

（２）「東京都地域防災計画」で指定された、避難場所である防災公園の整備・

改修を短期集中的に進めるため、必要な交付金を確保すること。 

（３）公園整備の用地取得に係る国費率を３分の１から２分の１に引き上げるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

防災公園の整備促進のため、必要な財源を確保し、東京に必要額

を確実に配分するとともに、用地取得に係る国費率を引き上げるこ

と。 
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参  考 

（１）防災公園の整備促進 

  【避難場所に指定された都立公園で有効面積が２㎡/人未満の公園(H25.6)】 

 

【東京都の防災公園整備】 

 

 

（２） 用地買収費に対する現在の国費率 

区 分 国費率 根拠法令 

公園整備 １/３ 都市公園法施行令第３１条 

参 

考 

道路・街路整備 １/２ 道路法５６条 

河川整備 １/２ 河川法第６０条第２項 

                

※ １/２とすることを要求 
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（提案要求先 国土交通省） 

（都所管局 建設局） 

 

＜現状・課題＞ 

幹線道路の沿道においては、騒音・大気汚染など環境が厳しい箇所もあり、沿

道住民の生活環境改善に向けた課題が依然として残されているため、その対策が

求められている。 

また、夏の暑さ対策の一つとして、路面温度の上昇を抑制する効果のある舗装

を敷設する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）騒音対策としての低騒音舗装、新型遮音壁及び緩衝建築物一部負担に必要

な財源を確保すること。 

（２）夏の暑さ対策としての遮熱性舗装・保水性舗装に必要な財源を確保するこ

と。 

（３）騒音対策としての防音工事助成に対して財政的支援を実施すること。 

（４）「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」において定め

ている、国の補助の割合の特例措置を平成３０年度以降も延長するなど、道

路環境対策の着実な推進が図れるよう、必要な措置を講ずること。 

（５）自動車排出ガスによる大気汚染が特に著しく、重点的な対策を実施するこ

とが必要な地点について、国が主体となって、必要な調査と対策の検討を行

うこと。 

（６）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、国道にお

いても、路面清掃や街路樹剪
せん

定など、維持管理を充実させるとともに、「ア

スリート・観客にやさしい道づくりに向けた提言（平成２８年１０月）」の

実現のため、より一層、遮熱性舗装・保水性舗装や緑陰の形成などの夏の暑

さ対策を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 道路環境対策の推進 

幹線道路の騒音対策や夏の暑さ対策等を推進し、沿道住民の生活

環境を改善するために必要な財源を確保すること。 
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参  考 

 

（１）沿道環境対策事業 

平成２９年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区       分 事業費 うち補助事業費 

（国費） 

沿道環境改善事業 １４，５６７ １，１３８（６２６） 

 低騒音舗装   ８，９６９   １１３（６２） 

 遮熱性舗装・保水性舗装   ５，３４５     ８２５（４５４） 

 防音工事助成         ５３     ０（０） 

 緩衝建築物一部負担       ２００    ２００（１１０) 

 

区       分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額 

 局地汚染対策 ５４ １９ 

  都、国、首都高速㈱が負担比率に基づき負担している。 

 

 

（２）路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装 

 

 

 

      

遮熱性舗装 

・ 舗装表面に遮熱材を塗り、赤外線を反射して熱吸収

を防ぐ舗装。 

・ 舗装表面に塗るため、低騒音舗装に施工しても騒音

低減機能は損なわない。 

保水性舗装 

・ 舗装の空隙に注入した保水材によって、雨水などの

水分を吸収し、蓄えることができる舗装。 

・ この水分が晴天時に蒸発する気化熱で路面温度を

下げ、舗装から大気への放熱を少なくする。 

保水材

アスファルト
混合物

蒸発吸水

基 層

路面の熱
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参  考 

 

（１）沿道環境対策事業 

平成２９年度 都の予算（当初） 

（単位：百万円） 

区       分 事業費 うち補助事業費 

（国費） 

沿道環境改善事業 １４，５６７ １，１３８（６２６） 

 低騒音舗装   ８，９６９   １１３（６２） 

 遮熱性舗装・保水性舗装   ５，３４５     ８２５（４５４） 

 防音工事助成         ５３     ０（０） 

 緩衝建築物一部負担       ２００    ２００（１１０) 

 

区       分 事業費 国、首都高速㈱の負担金額 

 局地汚染対策 ５４ １９ 

  都、国、首都高速㈱が負担比率に基づき負担している。 

 

 

（２）路面温度上昇を抑制する環境対策型舗装 

 

 

 

      

遮熱性舗装 

・ 舗装表面に遮熱材を塗り、赤外線を反射して熱吸収

を防ぐ舗装。 

・ 舗装表面に塗るため、低騒音舗装に施工しても騒音

低減機能は損なわない。 

保水性舗装 

・ 舗装の空隙に注入した保水材によって、雨水などの

水分を吸収し、蓄えることができる舗装。 

・ この水分が晴天時に蒸発する気化熱で路面温度を

下げ、舗装から大気への放熱を少なくする。 

保水材

アスファルト
混合物

蒸発吸水

基 層

路面の熱

 

 （提案要求先 環境省・農林水産省・経済産業省） 

（都所管局  環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

日本国内で発生する食品由来の廃棄物等のうち、本来食べられるにもかかわら

ず捨てられている、いわゆる食品ロスは平成２５年度実績で６３２万トンと推計

されているが、これは１３００万人の東京都民が１年間に食べる食品の量に匹敵

する膨大な量である。 

① 流通段階（製造、卸売、小売）で発生する食品ロスは、食品ロス全体の３  

 分の１にのぼる。農林水産省では、平成２４年度から「食品ロス削減のため 

の商慣習検討ワーキングチーム」（以下「ワーキングチーム」という。）に 

おいて検討を進め、賞味期限の見直し等の成果は上がっているものの、更に 

実効性のある対策を進める必要がある。 

② 平成２６年４月及び平成２７年８月から計３１の業種区分について発生抑 

制の目標値を設定したものの、目標値の設定がなされていない業種区分も多 

い。 

また、目標値は、未達成の事業者の底上げを図るという位置付けであるが、 

既に定期報告事業者の７割が達成している数値となっている。発生抑制は、 

食品リサイクル法において最優先で取り組むべき事項であり、施策を更に強 

化する必要がある。 

③ 食品リサイクル法の対象となっている業種は、食品製造業・食品卸売業・ 

食品小売業・外食産業の４業種であり、学校などは法の対象となっていない 

ことから、食品リサイクル法の対象とするよう検討する必要がある。 

④ 食品廃棄物のリサイクル促進のため、リサイクル施設の整備促進が重要で 

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

食品廃棄物の発生抑制及びリサイクル促進のため、次のとおり取り組むこと。 

① ワーキングチームにおける議論等を更に進め、賞味期限の延長など一部企 

業で行われている取組を業界全体に広げる方策を検討するなど、商慣習によ 

る食品ロスの削減に引き続き取り組むこと。 

また、発生した食品ロスの寄贈や再販を発生抑制の次に位置付け、促進す 

ることや流通段階における食品ロスの発生状況を事業者自らが把握するシス 

テムの普及など、具体的な削減につながる施策を早急に打ち出すこと。 

② 平成２７年７月に告示された食品循環資源の再生利用等の促進に関する基 

本方針に基づき、発生抑制の目標値が設定されていない業種区分の目標値を 

早期に設定すること。既に設定された目標値についても、更なる排出抑制促 

６ 食品ロス削減施策の推進 

食品ロス削減施策を強化するとともに、食品リサイクル法の対象を

拡大すること。 
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進のため、目標値の見直しを検討すること。 

③ 学校給食用調理施設について、平成２７年４月に公表された学校給食から 

発生する食品ロス等の状況に関する調査結果を踏まえ、食品リサイクル法の 

対象とするよう検討すること。 

④ 食品廃棄物リサイクル施設の整備促進を図ること。 

 

福祉・保健・医療6

6 

福
祉･

保
健･

医
療
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１ 子供・子育て支援における施策の充実 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国の子ども・子育て会議では、新制度による子供・子育て支援の「量的拡充」

と「質の改善」の実現のためには、１兆円超の財源が必要とされていたが、新制

度が施行された平成２７年度以降、予算措置額は７千億円の範囲となっている。

子育て支援施策の更なる拡充を進めるためには一層の財源確保が必要である。 

 また、公定価格の基本分単価や、減価償却費加算、賃借料加算等の額、保育所

等の施設整備費補助、利用者支援事業等の運営費などが、大都市の実情に応じた

額になっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 喫緊の課題である保育所待機児童対策をはじめ、地域の子育て支援、社会的養

護の充実など、子供・子育て支援施策の強化・推進を図るため、恒久的、安定的

財源を十分に確保するとともに、大都市の実情に応じた財政支援を行うこと。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 都内の就学前児童人口は、他県からの転入増等により、区部を中心に依然とし

て増加している。潜在需要も含めた保育ニーズに的確に対応し、子供・子育て支

援施策を更に充実させるためには、地方自治体の裁量を拡大するなど規制改革を

行う必要がある。 

 都の認証保育所制度は、０歳児保育や１３時間開所を全ての施設で実施し、大

都市特有の多様な保育ニーズに対応するなど、都の保育施策の重要な柱の一つと

なっている。こうした実績があるにもかかわらず、都の認証保育所は国の財政支

援の対象とされていない。 

 地域型保育事業では、設備・運営に関する基準の多くが、国の基準に従うもの

１ 少子社会対策の推進 

（１）子供・子育て支援のための財源を十分に確保すること。 

（２）多様な保育ニーズに対応するとともに待機児童の早期解消を

図るため、地方自治体の裁量を拡大するなど規制改革を行うこ

と。 

   また、保育所等の整備を促進するための税制措置を講じるこ

と。 
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とされており、例えば、家庭的保育事業における調理員の配置など、事業形態等

に即さない基準が設けられている。 

 さらに、用地確保が困難化している中、保育所等の敷地として貸与されている

土地の相続税及び贈与税の非課税化など、税負担の軽減を図る必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 今後ますます増大かつ多様化する保育ニーズに柔軟に対応し、全ての子供と子

育て家庭が保育の必要度に応じてサービスを利用できるよう、地方自治体の裁量

を拡大するなど規制改革を行うとともに、保育所等の整備を促進するための税制

措置を講じること。 

 

（１）待機児童解消に向け、区市町村や保育サービスを提供する事業者が、保育

所整備に積極的に取り組むことができるよう、保育所や認定こども園の認可

基準について地方自治体の裁量を拡大し、施設の設備・運営基準を弾力的に

定められる制度とすること。 

   また、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育など地域型保育事業につい

ても同様に、地方自治体の裁量を拡大すること。 

（２）待機児童の多くを占める３歳未満の低年齢児を中心に受け入れ、育児休業

明けなど年度途中の入所ニーズにも柔軟に対応している都の認証保育所の実

績を認め、認証保育所を国の制度に位置付け、十分な財政措置を講じること。 

（３）保育所等への用地供給を促進するため、保育所等の敷地として貸与されて

いる土地の相続税及び贈与税を非課税とすること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 育児・介護休業法等の改正により、平成２９年１０月から、原則１歳までの育

児休業期間について、６か月の延長が２回まで（２歳まで）可能となり、それに

合わせ育児休業給付金の支給期間も延長された。 

 しかし、延長が認められるのは、保育所等の利用を希望しているが入所できな

い等の事情がある場合に限られている。 

 育児休業給付金の給付率は育児休業開始から６か月間は６７％、その後は５０

％とされており、家計収入が減となるといった理由から、育児休業を切り上げざ

るを得ない場合がある。 

 事業主は従業員が育児休業の取得を申し出た場合、原則、認めなければならな

いが、事業主が不当な取扱いをした場合の罰則等は設けられていない。また、事

業主の努力義務となっている職場内の制度周知も十分に図られていない。 

 働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるためには、保育施策の充実だけ

（３）働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、育児休

業制度について、期間延長の条件撤廃や給付金の給付率引き上

げ、事業主による制度実施の徹底など制度改革を行うこと。 
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ではなく、育児休業制度の見直しも必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 育児休業を希望する子育て家庭が安心して制度を利用できるよう、以下の点に

ついて関係法令の改正等、必要な措置を講じること。 

 

（１） 保育所等に入所できない場合等、育児休業期間延長の条件を撤廃すること。 

（２）育児休業給付金について、現行の給付率を更に引き上げること。 

（３）希望する従業員に育児休業を取得させない等の事業主に対しては企業名の

公表や罰則を設ける等、制度実施を徹底するための方策を講じること。 

 また、事業主が非正規労働者を含む全ての従業員に対し、育児休業制度の

周知を行うことを義務化すること。 

 

 

２ 待機児童解消に向けた支援の充実 

（提案要求先 内閣府・厚生労働省・財務省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都の保育所等利用待機児童数は、全国の約４割を占めており、その解消は喫緊

の課題となっている。保育サービスの整備について、国は交付金や補助金で一定

の支援を行っているものの、近年、建築資材や労務単価、建物の賃借料が高騰し、

実勢と補助基準額とが大きく乖離している。平成２９年度予算では、都市部にお

ける保育所への賃借料支援が盛り込まれているが、都内の実勢に対応した補助水

準となっていない。また、国は定期借地権設定のための一時金加算の創設など、

土地借料への支援の充実を図っているが、普通借地権の場合の開設後の土地借料

に対する補助がないなど、補助水準が十分でない。 

保育所等整備交付金は、協議受付時期が年５回に限られていることや、協議受

付から内示まで２か月程度かかることから、設計着手までに時間を要している。 

 賃貸物件による保育所改修費等補助は、工事期間が複数年度にわたる場合は補

助対象外とされており、迅速な整備に支障を来している。また、近隣住民等への

配慮から防音対策を講じるための防音壁設置費が補助対象となっていない。 

 保育所等の設置に向けた近隣住民との調整では、防音壁以外にも、園庭の砂埃

対策などが必要となる場合もあるが、こうした外構工事が補助対象となっていな

い。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）喫緊の課題である待機児童解消に向けた取組を行う区市町村が、保育所等

の整備を着実に進められるよう、保育所等の整備に関する交付金等の補助額、

補助率を引き上げるとともに、必要な財源を確保すること。 

（１）喫緊の課題である待機児童解消に向けた支援を充実すること。
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（２）建物賃借料に対する補助基準額を実勢に対応した水準に引き上げるととも

に、開設後の土地借料に対する財政支援を行うこと。 

（３）保育所等整備交付金の内示手続を迅速に行うこと。 

（４）賃貸物件による保育所改修費等補助について、複数年度にわたる工事や防

音壁設置費を補助対象とすること。 

（５）保育所等の整備費のうち、地域住民との調整で必要となる外構工事に要す

る経費を補助対象とすること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、介護施設を整備する場合に限り、国有地の貸付料を減額しているが、そ

の他の分野は減額対象とされていないため、地価の高い都市においては活用が図

りにくい。 

 また、国から社会福祉法人への直接貸付けは可能となったものの、株式会社や

特定非営利活動法人などの事業者に対する直接貸付けは認められていない。 

  

＜具体的要求内容＞ 

国有地の貸付けに当たっては、低廉な価格で児童福祉施設を整備することがで

きるよう、貸付料の減額を行うこと。また、国から社会福祉法人以外への直接貸

付けも可能とすること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 保育所待機児童の解消に伴う近年の保育所整備等の大幅な増加に伴い、都内に

おける保育人材の需要が大きく伸びている。平成３０年度から平成３４年度末ま

でに全国で３２万人分の保育の受け皿を整備するためには、サービスの担い手と

なる保育人材の確保及び定着が重要である。 

 国は、保育士のキャリアアップの仕組みとして、「キャリアアップ研修」の受

講を要件に、技能経験を積んだ職員に対し、追加的処遇改善を行うこととしたが、

認可保育所を前提に制度設計されており、職員の少ない小規模保育事業や事業所

内保育事業における運用が十分考慮されていない。また、研修受講の要件は、平

成２９年度は経過措置期間とされており、３０年度以降は研修の受講状況等を踏

まえ決定することとなっているが、研修体制の整備や都内の膨大な受講希望者へ

の研修実施には、十分な期間が必要である。また、キャリアアップ研修受講修了

者の情報管理は、全国統一のシステムが必要になると想定されるが、詳細が示さ

れていない。 

 保育士宿舎借り上げ支援事業は、平成２９年度から、採用後１０年目までの保

（２）国有地の貸付けについて、貸付条件を見直すこと。 

（３）安定的に保育人材が確保できるよう制度運用の改善を図るこ

と。 
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育士へ対象が拡大されたが、保育士以外の職員は補助対象となっていない。 

 国の平成２７年度補正予算では、保育士修学資金貸付事業の拡充のほか、保育

補助者雇上げ費用や潜在保育士の就職準備金等新たな貸付事業等が創設された。

これらの貸付事業に係る事務費は上限額が定められており、システム経費や債権

管理経費など事務運営上必要な経費の不足について実施主体の負担が懸念される。 

 平成２４年度から開始した保育士修学資金貸付事業は、５年間の就労により奨

学金の返済が免除となる仕組みが設けられたが、事業開始以前に一般の奨学金制

度を利用して資格を取得した保育士については、一定期間の就労に対する奨学金

の返済免除の仕組みがない。 

 保育士の業務負担軽減を図るため、国は平成２７年度から保育所等における業

務効率化推進事業を実施したが、平成２８年度末で事業終了となっている。 

 支給認定、施設型給付費及び地域型保育給付費、処遇改善等加算における賃金

改善要件などの制度が複雑であるため、区市町村及び事業者に過度な事務負担が

生じている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）新たに創設した処遇改善等加算Ⅱについて、事業規模に応じて、柔軟に活

用できるよう制度の改正を行うこと。また、保育士のキャリアアップ研修は、

都市部の実情を踏まえて、柔軟な研修方法を認めるとともに、研修受講の要

件については十分な経過措置期間を設けること。さらに、研修受講者の情報

を全国統一的に管理できる仕組みを構築すること。 

（２）保育士宿舎借り上げ支援事業について、採用後１１年目以降の職員や保育

士以外の職員も補助対象とするよう制度の充実を図ること。 

（３）保育対策総合支援事業費補助金により実施されている保育士修学資金貸付

等事業について、事業の安定的な実施が可能となるよう、事務費の上限額を

引き上げるとともに、債権管理経費を継続的に措置すること。 

（４）平成２４年度以前に奨学金制度を利用して資格を取得した保育士に対し、

一定期間保育士として就労した場合、奨学金の返済を支援する制度を設ける

こと。 

（５）保育士の負担軽減を図るため、保育所等における業務効率化推進事業を引

き続き実施すること。また、支給認定や施設型給付費・地域型保育給付費等

の仕組みを簡素な仕組みに見直すとともに、公定価格の基本部分単価や事務

職員雇上費加算等、給付費を増額すること。 
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大都市にふさわしい介護報酬及び施設基準の見直し

  （提案要求先 厚生労働省）      

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２７年４月の介護報酬改定では、国は、各区市町村に対し３回にわたり

意見照会を行い、国の官署がない地域について、地方公務員の地域手当に準拠し

て設定する考え方や、公務員の地域手当の設定がない地域では隣接する保険者の

うち最も低い地域区分を上限として区市町村が選択する方法を新たに採用し、ま

た、多くの市町村で経過措置が適用されるなど、都市部の実態が一定程度反映さ

れた。 

昨年１２月に取りまとめられた「平成２９年度介護報酬改定に関する審議報

告」では、地域区分について、現行の設定方法を原則としつつ、隣接地域とのバ

ランスを考慮し、なお公平性を確保すべきと考えられる場合について、特例（完

全囲まれルール）を設けること、また、経過措置については、現状では平成２９

年度末までがその期限となっているが、平成３２年度末まで引き続き適用するこ

とが適当とされた。 

しかし、引き続き原則として公務員の地域手当の設定に準拠しており、経過

措置や特例によってもなお同一の生活圏及び経済圏を構成する周辺の自治体と比

較して低い設定となっている保険者もあり、そうした保険者からは、今後のサー

ビス事業者や人材確保に支障が生じる等の懸念が示されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 地域区分について、各区市町村からの意見を聞いた上で地域の実情を踏まえた

設定をすることや、隣接する保険者間の地域的な一体性を確保するための調整を

可能とするなど、広域的な調整の仕組みを設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 高齢社会対策の推進 

（１）介護報酬の地域区分について、より地域の実情を踏まえた設

定が可能となるよう、更なる見直しを行うこと。 
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参 考

○介護報酬の地域区分と上乗せ割合

（平成２７年度改定前）

地域区分 級地 級地 級地 級地 級地 級地

の

級地 その他

上乗せ割合

（平成２７年度改定後）

地域区分 級地 級地 級地 級地 級地 級地 級地 その他

上乗せ割合

○平成２７年度改定における介護報酬地域区分の適用状況（東京都多摩地域）

※各市町村の地域区分に基づく上乗せ割合を記載

（上段が本則に基づく上乗せ割合、下段が経過措置を含めて適用された上乗せ割合）

※網掛け部分が平成３０年度改定で「完全囲まれルール」を適用される予定の地域

八王子市

15％

15％

立川市

12％

12％

武蔵野市

16％

15％

三鷹市

10％

10％

青梅市

15％

10％

府中市

15％

15％

昭島市

15％

12％

調布市

16％

15％

町田市

16％

15％

小金井市

15％

15％

小平市

16％

15％

日野市

16％

15％

東村山市

15％

12％

国分寺市

16％

15％

国立市

15％

12％

福生市

15％

6％

狛江市

16％

16％

東大和市

12％

12％

清瀬市

16％

10％

東久留米市

6％

10％

武蔵村山市

3％

6％

多摩市

16％

16％

稲城市

15％

15％

羽村市

6％

6％

あきる野市

10％

10％

西東京市

15％

15％

瑞穂町

3％

3％
日の出町

10％

10％

檜原村

3％

3％

奥多摩町

6％

6％

世田谷区

20％

20％

杉並区

20％

20％

新座市

10％

10％

所沢市

6％

6％

入間市

6％

6％

飯能市

6％

3％

上野原市

3％

0％
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＜現状・課題＞ 

 介護報酬改定に向けて国が実施する介護事業経営実態調査は、これまで地域別

の分析が行われておらず、事業者の経営状況や、介護人材確保の困難性などにお

ける地域差が適切に把握されていない。 

また、国は、人員基準で規定している介護、看護等の職種のみを介護報酬の

地域区分における人件費割合に勘案するという考え方を示しており、その結果、

現行の介護報酬上の人件費割合と、介護事業経営実態調査における収入に対する

給与費の割合には乖離が生じている。 

介護事業所・施設においては、人員基準で規定していない事務員や調理員等

の人件費も含めて介護報酬で賄うことが求められていることから、実態に即した

人件費割合を設定すべきである。 

 さらに、国は、減価償却費・物件費には有意な地域差が見られないこと、及び

土地代等が反映する居住費は原則として給付対象外となっていることから、人件

費以外の費用については地域差を勘案する必要がないとの考え方を示している。 

 しかし、独立行政法人福祉医療機構が取りまとめた平成２８年度の特別養護老

人ホームの建築価格において、東京都は全国平均の１．２４倍であるほか、平成

２８年の消費者物価地域差指数において、東京都区部は全国平均の１．０５倍で

あるなど、減価償却費・物件費には明らかな地域差が生じている。また、施設サ

ービスの居住費は原則利用者負担とされているものの、居宅サービスにおいても

一定の面積確保が設備基準で規定され、その費用は介護報酬で賄うことが求めら

れている。こうしたことから、人件費のみならず物件費や土地・建物の調達費用

についても、地域差を勘案すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護事業経営実態調査について、地域別にも分析し、その結果を公表する

とともに、介護人材の確保状況の把握・分析を行うなど、充実を図ること。 

（２）介護報酬の地域区分における人件費割合を、介護事業の運営実態を踏まえ

て適切に見直すこと。 

（３）物件費、特に土地・建物の取得費や賃借料等の地域差について、適切に介

護報酬に反映すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市部の特性を適切に反映し、介護事業の運営実態に見合っ

た介護報酬の仕組みとすること。 
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参  考 

 

 

○各サービスの人件費割合の状況 

※厚生労働省「平成 29 年度介護事業経営実態調査」

 

 

○介護従事者の月収（通常月の税込み月収）の地域差 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 

所定内賃金（月給） 221,400 円 204,700 円 200,500 円 187,300 円 170,000 円

資料：公益財団法人介護労働安定センター「平成 28 年度介護労働実態調査」 

 

○特別養護老人ホーム建設費の地域差 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 全国平均

平米単価 350 千円 259 千円 277 千円 246 千円 (データなし) 283 千円 

資料：独立行政法人福祉医療機構「平成 28 年度福祉・医療施設の建設費について」 

 

○消費者物価の地域差 

 東京都区部 名古屋市 大阪市 福岡市 青森市 全国平均 

指数 105.2 99.4 100.7 97.6 98.9 100 

資料：総務省統計局「平成 28 年消費者物価地域差指数」 

 

 

 

 

サービス種類
介護報酬上の
人件費割合（A)

差（B-A)

訪問介護 76.1 % 6.1
訪問入浴介護 65.1 % -4.9
訪問看護 78.3 % 8.3
居宅介護支援 84.1 % 14.1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 81.6 % 11.6
夜間対応型訪問介護 74.9 % 4.9

訪問リハビリテーション 65.2 % 10.2
通所リハビリテーション 64.6 % 9.6
認知症対応型通所介護 68.3 % 13.3
小規模多機能型居宅介護 67.6 % 12.6
看護小規模多機能型居宅介護 66.8 % 11.8
短期入所生活介護 64.0 % 9.0

通所介護 64.2 % 19.2
地域密着型通所介護 63.7 % 18.7
特定施設入居者生活介護 46.0 % 1.0
認知症対応型共同生活介護 62.7 % 17.7
介護老人福祉施設 64.6 % 19.6
介護老人保健施設 60.1 % 15.1
介護療養型医療施設 60.0 % 15.0
地域密着型特定施設入居者生活介護 56.5 % 11.5
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 64.4 % 19.4

70%

55%

45%

収入に対する
給与費の割合※（B)
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○地価の地域差 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 

住宅地平均価格

（／㎡） 

342,600 円 100,100 円 148,300 円 47,000 円 16,300 円 

資料：国土交通省「平成 29 年都道府県地価調査」 

 

○同一地域区分内の地価・家賃の比較 

 東京都府中市 愛知県名古屋市 兵庫県西宮市 

地域区分 ３級地 ３級地 ３級地 

住宅地平均地価（／㎡） 282,200 円 172,100 円 243,300 円 

家賃（民営借家）（／坪） 6,772 円 4,944 円 5,584 円 

資料：国土交通省「平成 29 年地価公示」 

総務省統計局「小売物価統計調査年報 平成 28 年」 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

人材不足が深刻な介護現場において、質の高い人材の確保・育成・定着に向け

ては、介護職員等の処遇改善とともに、資格・技能等に対する評価や、職責に応

じたキャリアパスや昇給の仕組み等の構築が必要である。 

 資格や技能を評価する仕組みとして、国は、介護福祉士等を確保・配置し、サ

ービスの向上を図るための体制加算を介護報酬に設けているが、取得要件が厳し

いことや単価が不十分であることから取得が伸びていない。 

 また、介護職員の処遇改善を目的に、平成２１年度に介護職員処遇改善交付金

が政策措置として創設され、平成２４年度には同交付金相当分を介護報酬に円滑

に移行するため、介護職員処遇改善加算が創設された。さらに、平成２７年度及

び平成２９年度には、職位・職責等に応じた任用要件や経験若しくは資格等に応

じて昇給する仕組み等を要件に加算の拡充が図られ、現在１人当たり月額平均３

万７千円相当の改善が行われている。 

 しかしながら、当該加算はあくまでも経過的な取扱いとされており、恒久的な

ものとなっていないことや、加算額を当該年度の賃金改善に全て充当することが

求められていることから、事業者が長期的な視点でキャリアパスや賃金体系を構

築することが難しい。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 介護職員処遇改善加算について、介護報酬の基本部分に組み込むなど恒久的な

ものとすること。恒久化に当たっては、キャリアパスや昇給等の仕組みの構築を

要件に、資格や技能等に応じた人員配置等を評価する加算の充実を図り、介護事

業者が長期的な視点で介護人材の確保・定着を図れる介護報酬とすること。 

（３）介護事業者が介護人材の確保・育成・定着を図り、健全な事

業運営を行うことができる介護報酬とすること。 
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＜現状・課題＞ 

 現行の介護報酬においては、例えば看護職員の常勤配置が必要な施設で一時的

に常勤職員が欠けることになった場合、常勤換算での必要数を満たしていても、

翌月の報酬が一律に３割減算されるなど、施設の安定的な運営に著しい影響を及

ぼすものとなっている。 

 また、看護小規模多機能型居宅介護事業所の経営の安定化に係る事業開始時支

援加算については、介護サービスとは直接関係のない加算であるにもかかわらず、

利用者にも負担を求めている。 

 さらに、介護支援専門員の報酬については、介護支援専門員が退院時の支援に

関わっても、結果として介護サービスの利用に結び付かなかった場合、報酬の評

価の対象とならないが、このような場合でも、退院・退所加算と同程度の単位を

評価する仕組みがあれば、介護支援専門員の積極的な関わりが期待できる。 

 特定施設入居者生活介護については、有料老人ホーム等の入居者に対し、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話等を行うものであるが、身体拘

束を未然に防止するための仕組みがない。 

 訪問介護については、人材の不足感が強く、従事者の平均年齢も高い状況など

から、夜間や休日、年末・年始等のサービス提供に制約が生じているとの声が事

業者からは聞かれる。また、早朝・夜間、深夜のサービス提供は加算評価がなさ

れているが、土日や祝日、年末・年始等のサービス提供については、報酬上十分

な評価になっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）職員配置が基準を下回った場合の介護報酬減算については、一律に３割減

算とすることなく、常勤換算や期間の長短などを考慮した段階的な設定とし、

施設の安定的な運営に配慮した制度とすること。 

（２）看護小規模多機能型居宅介護における事業開始時支援加算については、介

護サービスと直接関係のない加算であり、利用者負担を求めることなく、全

額保険給付で行うこと。 

（３）介護支援専門員が医療機関から退院を予定している要介護（要支援）認定

者・申請者に対して実施する退院後の療養環境を整備するためのマネジメン

トを介護報酬で評価する仕組みを構築すること。 

（４）身体拘束を未然防止するため、特定施設入居者生活介護についても、介護

保険施設等と同様に身体拘束廃止未実施減算を適用すること。 

（５）訪問介護事業所における土日や祝日、年末・年始等のサービス提供につい

て、安定的・継続的なサービスを確保するため、介護報酬上適切に評価する

こと。 

 

（４）良質な介護サービスの提供等に資する介護報酬とすること。
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＜現状・課題＞ 

 介護保険施設の人員基準を含め多くの事項は、国が「従うべき基準」として定

めており、全国一律の居住費・食費の基準費用額の設定は、地価や物件費・人件

費の高い大都市東京の実態に即していないため、事業者が創意工夫しながら施設

運営を行うことが難しい状況にある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 健全な施設運営が可能となるよう、介護保険施設の居住費等について、低所

得者の負担増とならないよう配慮した上で、基準費用額を東京の地価等を反映

したものとすること。 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

 特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護等において認められているサテ

ライト型施設では、当該施設に対する支援機能を持つ本体施設との密接な連携が

確保される等の場合に、人員等基準が緩和され、地域において効率的なサービス

提供が可能となっている。 

 しかしながら、認知症高齢者グループホームには、こうした規定がなく、規模

に関わらず管理者等の配置義務がある。 

 小規模のグループホームにおいては人件費負担が大きく、安定的な経営が困難

であるため、まとまった用地の確保が困難である大都市東京において、グループ

ホーム整備促進の支障となっている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」に人員等基

準を緩和したサテライト型の認知症高齢者グループホームに係る規定を追加する

こと。 

 

 

 

（５）介護保険施設の居住費等の基準費用額について、東京の地価

等を反映したものとすること。 

（６）認知症高齢者グループホームにおけるサテライト型の創設に

よる人員等基準の緩和を行うこと。 
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受動喫煙防止対策の推進 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国は、受動喫煙防止対策を強化するため、健康増進法の改正に向け、平成２９

年３月に「受動喫煙防止対策の強化について（基本的な考え方の案）」を示した

が、いまだ国会への法案提出に至っていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）受動喫煙防止対策を強化するため、実効性ある法律を早期に整備すること。 

（２）法律において、地方自治体の役割を定めるに当たっては、過度な事務負担

が生じることがないよう配慮すること。また、十分な財政措置を講じること。 

３ 保健医療施策の推進 

（１）受動喫煙防止対策を強化するため、実効性ある法律を早期に

整備すること。 

（２）法律において、地方自治体の役割を定めるに当たっては、過

度な事務負担が生じることがないよう配慮すること。また、十

分な財政措置を講じること。 
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（提案要求先 厚生労働省・消費者庁） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

海外で普及している乳児用液体ミルクは、現在、国内では、法令上の定義及び

規格基準がないため、乳児用と明記して製造や販売をすることができない。 

海外で販売されている乳児用液体ミルクは、常温保存が可能で、調乳する必要

がなく、容器から直接飲むこともできる。 

特に粉ミルクを溶くための湯の確保や哺乳瓶の消毒等が難しい災害時におい

ては非常に有用であり、平成２８年４月に発生した熊本地震でも、フィンランド

から被災地に対し乳児用液体ミルクが無償提供され、断水した保育所などで使用

された。 

平成２９年３月３１日に開催された厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の食品

衛生分科会乳肉水産食品部会では、成分規格や製造基準など、規格基準の具体的

内容とその妥当性を確認するために必要となる検討データなどが明示された。厚

生労働省は、事業者団体からこれらのデータ等の提出があり次第、規格基準案を

作成し、同部会で審議を行うなどの検討作業・手続を進めることとしている。 

また、消費者庁は、厚生労働省の規格基準の整備後、速やかに手続を行うこと

としている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

乳児用液体ミルクについて、国内で製造や販売ができるよう法令上の定義及び

規格基準の整備を速やかに行うこと。 

４ 乳児用液体ミルクに関する規定整備 

 乳児用液体ミルクについて、国内で製造や販売ができるよう法令

上の規定整備を行うこと。 
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１ 国際金融都市・東京の実現 

（提案要求先 内閣府・経済産業省・金融庁・法務省・財務省・総務省） 

 （都所管局 政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都では、平成 28 年 11 月に「国際金融都市・東京のあり方懇談会」を設置

し、金融の活性化や海外の金融系企業が日本に進出するに当たって障害となる課

題や、課題解決に向けた方策について幅広く議論を行ってきた。 

そして、本年 11 月には、懇談会の議論等を参考にしつつ、「「国際金融都市

・東京」構想～「東京版金融ビッグバン」の実現へ～」を策定したところである。

国際金融都市の実現には、都のみならず国や民間の関係事業者が三者一体となっ

て取り組むことが不可欠であり、国の対応が期待される税制見直しや規制緩和な

どについて、以下の項目を要望する。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国内外金融系企業、とりわけ資産運用業及びフィンテック企業の新規参入 

促進のため、法人税の軽減（国家戦略特区制度における優遇税制の活用等） 

や相続税の見直しなどを行うこと。 

 

（２）都による誘致関係のインセンティブが付与された企業など、確実に都内に 

拠点を置くことが見込まれる海外金融系企業を対象に、金融業の登録申請等 

をスムーズに進める「ファストエントリー」を実現すること。 

 

（３）金融系外国人材が安心して活躍できる生活環境を整備するため、 

① 高度外国人材の受入促進による金融系外国企業等の進出の加速化、ＬＧＢ

Ｔの方々も活躍できるダイバーシティ実現の観点から、同性パートナーの

在留に係る特例を創設すること。 

② 高度金融人材等のニーズにかなった家事使用人利用の促進を図るため、特

区による高度人材の家事使用人や親の帯同要件の更なる規制緩和を実現す

ること。 

  ③ 国家戦略特区において、インターナショナルスクール向けに建物を整備

し、貸し付けた者に係る税制優遇措置の拡充を図ること。 

 

（４）資産運用業・フィンテック系の外国企業を誘致するため、特区により、 

  ① 誘致企業で働く高度金融人材に対する高度人材ポイントの特別加算を実

現すること。 

  ② 都が実施するフィンテック分野等における「アクセラレータプログラム」

参加者への創業活動を行うための在留資格特例を実現すること。 

 東京がアジア・ナンバーワンの国際金融都市として輝くための都

の抜本的な取組を支援すること。 
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２ ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化 

（提案要求先 観光庁） 

（都所管局 産業労働局・港湾局・政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

 ＭＩＣＥの誘致を巡る国際的な競争が激化する中、シンガポールやソウルなど

アジアの競合都市では、国家戦略として大規模的なＭＩＣＥ施設の整備を進める

とともに、誘致・開催に向けた支援や海外プロモーション活動の強化を図り、誘

致競争力を高めている。 

 こうした状況を受け、都では、平成２７年７月に「東京都ＭＩＣＥ誘致戦略」

を策定し、更なるＭＩＣＥ誘致に向けた取組を進めるとともに、臨海副都心にお

いて、世界中から人・物・情報・技術が集まり交流するＭＩＣＥ・国際観光拠点

の形成を推進している。 

今後、海外都市との誘致競争に勝ち抜き、東京でのＭＩＣＥ開催を増やしてい

くためには、国と自治体が連携して主催者にとって強いインセンティブとなる誘

致・開催に係る経費助成などの支援制度をより一層強化することが必要である。 

さらに、国や自治体はもとより、ＪＮＴＯ、コンベンションビューロー、企業、

国内主催団体などＭＩＣＥ分野に携わる関係主体が連携するとともに、マーケテ

ィング戦略や専門人材の育成など、ＭＩＣＥ推進施策を抜本的に拡充強化するこ

とが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国際会議等の誘致・開催を促進するため、誘致活動や開催経費等に対する

助成など、主催者や地方自治体のニーズを踏まえた支援策の強化を図ること。 

（２）ＭＩＣＥ市場動向を調査・分析し、競合国の動向や我が国において必要な

ＭＩＣＥ施設ニーズ等を的確に把握するなど、ＭＩＣＥ誘致に係るマーケテ

ィングを強化すること。 

（３）ＭＩＣＥ分野において国際的に通用する専門人材の育成を更に強化するた

め、必要な措置を講じること。 

（１）国際会議等の誘致・開催に係る経費等の支援制度を強化する

こと。 

（２）ＭＩＣＥ誘致におけるマーケティング戦略を強化すること。

（３）ＭＩＣＥ分野に携わる専門人材の育成を強化すること。 

（４）臨海副都心におけるＭＩＣＥ・国際観光拠点の形成において、

民間事業者によるＭＩＣＥ施設の整備促進に係る補助制度を創

設すること。 
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（４）臨海副都心における国際会議場や展示場などのＭＩＣＥ施設を整備する民

間事業に係る経費を補助する制度を創設すること。 
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３ 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和 

（提案要求先 法務省・外務省・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

外国人旅行者に対する査証については、これまで段階的に発給要件が緩和され

てきたが、多くの国・地域において依然として査証の取得が必要である。 

東京 2020 大会の開催時には、様々な国・地域から旅行者が訪れることが予想

される。東京 2020 大会を契機として多くの外国人旅行者を受け入れるとともに、

その後の観光振興につなげていくためにも、東京に世界からの注目が集まるこの

機会を生かした取組を展開することが重要である。 

国は、2020 年までに訪日外国人旅行者数 4,000 万人との目標を掲げた「明日の

日本を支える観光ビジョン」を踏まえ、「観光立国推進基本計画」に政府が総合

的かつ計画的に講ずべき施策を定めたところである。都においても、PRIME 観光

都市・東京（東京都観光産業振興実行プラン 2017）において、2020 年に 2,500

万人の訪都外国人旅行者数を目指しており、東京 2020 大会開催の契機も捉えなが

ら、戦略的に査証発給要件の緩和措置を図っていく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）外国人旅行者数のより一層の拡大を図るため、観光目的で来訪する旅行者

に対して、短期滞在査証の免除措置や、数次有効の短期滞在査証の発行を行

う対象国の拡大など、更なる査証発給要件の緩和措置を行うこと。 

（２）東京 2020 大会の開催を契機として多くの外国人旅行者を受け入れ、その効

果を全国へ波及させるため、大会開催時に来訪する外国人旅行者に対する短

期滞在査証の免除措置や申請手続の簡素化など、大会の開催に合わせた査証

発給要件の緩和措置を行うこと。 

（１）観光目的で来訪する外国人旅行者に対し査証発給要件の緩和

措置を行うこと。 

（２）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催時に

観光目的で来訪する外国人旅行者に対して、査証発給要件の緩

和措置を行うこと。 
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４ 外国人旅行者の受入環境整備の拡充 

（提案要求先 金融庁・総務省・経済産業省・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けては、今後、

東京に対する世界からの注目が更に高まることが予想される。外国人旅行者の関

心やニーズの高まりを実際の訪都旅行へつなげるとともに、滞在時の満足度を高

め、再来訪や更なる誘致を推進する上で、外国人旅行者に対する受入環境の整備

が一層重要となっている。 

国は、２０２０年までに訪日外国人旅行者数４，０００万人との目標を掲げた

「明日の日本を支える観光ビジョン」を踏まえ、「観光立国推進基本計画」に政

府が総合的かつ計画的に講ずべき施策を定めたところであるが、外国人旅行者の

利便性及び満足度の向上に向け、受入環境整備の促進、支援を積極的に図ってい

くことが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）外国人旅行者が多く集まる観光地等において、外国人の誰もが利用しやす

い無料の公衆無線ＬＡＮや多言語で観光情報を提供するツールとしてのデジ

タルサイネージの整備が図られるよう、国自らがその導入を進めるとともに、

各地域に対しての支援を行うこと。 

（１）外国人旅行者が利用しやすい無料の公衆無線ＬＡＮ等の整備

を推進すること。 

（２）外国人旅行者がキャッシュレス旅行を行うための環境の整備

を推進すること。 

（３）免税販売手続に関して、外国人旅行者の一層の利便性の向上

を図ること。 

（４）外国人旅行者の利便性を高める公共交通機関等の共通パス等

の発行・普及に向けた取組を推進すること。 

（５）外国人旅行者の多様な文化・習慣に配慮した環境の整備を推

進すること。 

（６）外国人旅行者の多様なニーズに対応した通訳ガイドサービス

が提供できる体制を整備すること。 
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（２）外国人旅行者数のより一層の拡大を図るため、クレジットカード等の利用

の拡大とその利便性を向上させる環境整備を推進すること。 

① 支払手段としてのクレジットカード利用が一層進むよう、外国人旅行者

の利用が見込まれる中小規模の飲食店、ホテル・旅館、鉄道、タクシーな

どを中心に、利用可能施設の拡大を強く業界団体等へ働きかけること。 

② 外国人旅行者の消費行動における利便性を向上させるため、海外発行の

クレジットカードやキャッシュカードでキャッシングや現金引き出しが可

能な自動現金引出機の設置促進を強く業界団体等へ働きかけるとともに、

自動現金引出機の場所や利用方法などの情報について外国人旅行者への周

知を図ること。 

（３）外国人旅行者への免税販売に関して、事業者等への普及啓発などを通じて

免税店舗の拡大等につなげるとともに、旅行者の一層の利便性の向上を図る

こと。 

（４）汎用性・機能性が高い公共交通機関等の共通パスの発行・普及に向け、外

国人旅行者の移動の利便性を高める「割引共通フリーパス」について、民間

事業者の取組・連携を促進するとともに、外国人旅行者へのＰＲ等による普

及促進を行うこと。 

（５）食事や生活上の習慣に一定の要件がある外国人旅行者の利便性を向上させ

るため、外国人旅行者が多く集まる空港や鉄道ターミナル、観光施設などの

運営者等に対し、異なる文化・習慣に関する普及啓発を図るとともに、外国

人の多様な文化・習慣に配慮した環境整備に向けた支援を行うこと。 

（６）現行の通訳案内士に係る制度を改正する法律により、案内士の質の向上と

量の確保を適切に実現して、外国人旅行者の利便性や満足度の向上に資する

通訳ガイドサービスの提供に万全を期すこと。 
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５ 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度 

 改善 
（提案要求先 財務省・農林水産省・国土交通省・環境省） 

（都所管局 産業労働局・都市整備局・環境局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京の都市農業は、新鮮で安全・安心な農産物を供給するとともに、その生産

基盤である農地は、防災や環境保全など多面的機能を有しており、安全で快適な

都市づくりに極めて重要な役割を果たしている。 

しかし、現行の農地制度や税制度の下で、都市農地は相続時の高額な税負担や

高齢化による担い手不足などにより年々減少し続けており、都市農業の存続に深

刻な影響を及ぼしているため、都は「都市農業特区」を提案するなど、制度改善

の要求を行ってきたところである。 

国は、平成２７年４月に制定された「都市農業振興基本法」に基づき、平成２

８年５月に都市農業の振興に関する施策の方向性を示す「都市農業振興基本計画」

を閣議決定した。この基本計画では、都市農地の貸借や適切な税制措置などにつ

いて、今後、検討していくこととしているが、その早期実現に向けて以下の要求

を行う。 

 

＜具体的要求内容＞ 

都市農業の安定的な継続と都市農地の保全に向けて、「都市農業振興基本計画」

に示された具体的な取組を着実に実施するなど、以下の制度改善や必要な税制措

置に取り組むこと。 

①  「農業経営基盤強化促進法」の特定貸付のような、農地の貸し借りを行って

も相続税納税猶予が適用される制度を生産緑地においても利用できるように

すること。 

②  「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」や「市民農園整備

促進法」に基づき自治体等へ生産緑地を貸し付けた場合も相続税納税猶予制度

を適用すること。 

③  相続税納税猶予制度について一定の土地利用制限のもと、農業経営に必要な

農機具倉庫、農産物販売施設、畜舎などの農業用施設用地や屋敷林等にも対象

を拡大するなど、相続税の軽減措置を講じること。 

④  自治体が生産緑地を計画的に買い取ることができるよう、財政的な支援を拡

充すること。 

⑤  相続税の物納により国有化される市街化区域内農地については、自治体に低

額で貸付し市民農園等として活用させるなど、農的利用の継続を図り、引き続

き多面的機能が発揮できる新たな制度を創設すること。 

「都市農業振興基本法」の趣旨を踏まえ、都市農業の振興と都市農

地の保全に必要な制度改善や税制措置に取り組むこと。 
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参  考 

○ 後継者に農地を引き継ぐための税制の特例

・ 終生営農が条件 

・ 市街化区域内では生産緑地のみが対象 

・ 生産緑地は貸し借りができない 

相続税納税猶予制度 生産緑地制度 

○ 市街化区域内で農地を保全する制度

・ 固定資産税は農地課税 

・ 相続税は宅地課税だが、納税猶予制

度が適用可 

■ 課題 
・ 市街化区域では、農業が継続され農地が将来にわたり保全できる制度となっていない 

・ 貸し借りすると納税猶予が適用されない 

・ 農業に必要な農機具倉庫や畜舎、屋敷林等は、相続税が宅地課税されている 

・ 自治体の財政が脆弱なため、買取り申出に対応できない 

現行の都市農業・農地に係る制度と課題

■ 制度 

 
国への提案要求

● 都市農業は、新鮮で安全・安心な農産物を供給するとともに、その生産基盤で

ある農地は、防災や環境保全など多面的機能を併せ持つ都市の貴重な財産 

現  状 

○ 東京都の農地の６割が、市街化区域 

内に存在、そのうち３／４以上が生産 

緑地  

 

○ 10年間で約1,000haの市街化区域内 

農地が減少 

 

○ 農地減少の主な要因は相続 

 ・ 地価が高いため、高額な相続税の負担

【都内の農地面積の推移】 

 

○都市農業の安定的な継続と都市農地の保全に向けて、制度改善や税制措置に取り組むこと 

・ 農地の貸借に伴う相続税納税猶予制度の対象を生産緑地に拡大 

・ 市民農園のため自治体等へ貸し付けた場合も納税猶予制度を適用 

・ 農業用施設用地や屋敷林等について、納税猶予制度の適用拡大 

・ 生産緑地の買取りのために財政的な支援を拡充 

・ 相続税で物納された土地の農的利用を継続させる新たな制度を創設 

出典：耕地及び作付け面積統計、東京の土地 2015 

ha 
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６ ライフ・ワーク・バランスの推進 

 
（提案要求先 内閣府・総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成１９年１２月に公表された「仕事と生活の調和憲章」及び「仕事と生活

の調和推進のための行動指針」は、施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ、平

成２２年６月に見直された。新しい憲章及び行動指針では、週６０時間以上働

く雇用者の割合や年次有給休暇の取得率などの２０２０年に達成すべき数値目

標を設定している。 

数値目標の多くは、企業に働き方の見直しを求めるものとなっているが、そ

の進め方については、個々の企業の自主的な取組を基本とするとして、具体的

な方法、手順などが示されていない。さらに、両立支援や働き方の見直しを進

めるための企業内外の専門人材が不足している。 

  また、女性はいまだ「出産・子育て」と「仕事」の二者択一を迫られている

のが現実であり、国際比較では、日本は子育て期に離職する女性の割合が高い。

さらに、男性の育児休業についても、取得率を一層向上していかなければなら

ない状況となっている。 

一方、男女を問わず週６０時間以上の長時間労働に従事する労働者の割合は

高水準で推移している。長時間労働は女性が離職せざるを得ない要因の一つで

あり、誰もがいきいきと活躍できる社会を実現するために、長時間労働を削減

することが喫緊の課題である。 

  都としては、誰もが人生、生活をもっと大切にすべきであることから、ワー

ク・ライフ・バランスの「ワーク」と「ライフ」をあえて逆にして、「ライフ

・ワーク・バランス」を進めている。具体的には、働き方の見直しに関する取

組への助成や普及啓発イベントの実施、中小企業従業員貸付制度の充実など、

独自の施策を積極的に展開している。 

（１）「仕事と生活の調和憲章」や「仕事と生活の調和推進のため

の行動指針」を普及啓発するとともに、行動指針に掲げられた

目標を達成できるよう、企業への各種の支援策を講じること。

（２）ライフ・ワーク・バランスの実現に向け、企業自らが実施す

る「働き方改革」の取組に対してインセンティブを付与するな

ど、抜本的な対策を検討すること。「働き方改革」に取り組む

企業に対して、生産性向上に関する支援策を併せて実施するこ

と。 
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ライフ・ワーク・バランスの推進に向け、より一層の施策の充実を図る必要

がある。 

＜具体的要求内容＞ 

（１）見直し後の憲章や行動指針の普及啓発を行うとともに、男性の育児休業取

得率の向上や、企業における短時間正社員制度の導入・定着といった、行動

指針の数値目標が達成できるよう、企業の取組の標準的な方法や手順を示す

など、企業の自主的な取組を促進する各種の支援策を講じること。 

また、企業内で両立支援や働き方の見直しを進める専門人材を増やしてい

くため、国として、人材育成プログラムの開発や専門家の養成等を充実させ

ること。 

（２）全ての労働者が意欲と能力を十分発揮し、生活と仕事の調和のとれた働き

方を実現していくために、企業の創意工夫と意識改革による、長時間労働の

削減や年次有給休暇等の取得促進、育児・介護等と仕事との両立支援に向け

た取組を促す新たな仕組みを、国自ら構築すること。また、ライフステージ

に合った仕事の仕方を選択し、育児・介護等と仕事を両立できるよう、柔軟

な働き方を可能とするテレワークなどの普及を図ること。 

加えて、企業がそれぞれの状況に応じた働き方の見直しに踏み出すことが

できるよう、取組に対するインセンティブを付与すること。また、働き方の

見直しに取り組む企業に対し、業務の効率化など生産性向上に関する支援策

を併せて実施すること。
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参  考 

 

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（２０１０年）数値目標（抜粋） 

 

数値目標設定指標 現状（直近の値） ２０２０年 

労働時間等の課題について労

使が話し合いの機会を設けて

いる割合 

５２．８％ 全ての企業で実施 

週労働時間６０時間以上の雇

用者の割合 
８．２％ ５％ 

年次有給休暇取得率 ４７．６％ ７０％ 

メンタルヘルスケアに関する

措置を受けられる職場の割合 
６０．７％ １００％ 

短時間勤務を選択できる事業

所の割合(短時間正社員制度

等) 

１４．８％ ２９％ 

第１子出産前後の女性の継続

就業率 
３８.０％ ５５％ 

自己啓発を行っている労働者

の割合 

４３．３％（正社員） 

 １６．４％（非正社員）

７０％（正社員） 

  ５０％（非正社員） 

男性の育児休業取得率 ２．３０％ １３％ 
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７ 障害者の就業支援策の一層の充実 
 

    （提案要求先 厚生労働省） 

               （都 所 管 局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

東京都における平成２８年６月１日現在の民間企業の障害者の実雇用率は、

１．８４％と過去最高を更新し、雇用障害者数も過去最高となっている。 

しかし、依然として法定雇用率２．０％を下回っており、大企業の障害者雇用

は進展しているものの中小企業の障害者雇用は進んでいないなど、更なる雇用促

進の取組が必要である。また、障害者の雇用においては、雇用されても離職する

例が多く、職場定着の支援が重要となっている。さらに、難病を抱える方の就職

支援や雇用継続の支援も課題となっている。 

一方、障害者の雇用は有期雇用契約が多く、賃金も最低賃金といった場合も多

い。このため、安定的な雇用、処遇改善や将来を見据えたキャリア形成の支援な

ど、障害者が希望とやりがいをもって働ける環境整備が必要である。 

また、このような環境整備のためにも、改正障害者雇用促進法における差別禁

止と合理的配慮義務にかかる「指針」の周知徹底などの普及啓発が重要である。 

加えて、平成３０年４月１日からは、精神障害者が法定雇用率の算定基礎に加

えられ、民間企業の法定雇用率が２．２％へ引き上げられることから、これを見

据え、中小企業をはじめ企業に対する更なる支援策が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）障害者の雇用の促進とともに、職場定着が図られるよう、職場体験実習や

トライアル雇用の推進、ジョブコーチ事業の拡大など施策の充実を図ること。

また、障害者や難病患者が安心して活躍できる職場環境を整備するため、安

定的な雇用や処遇の改善、キャリア形成を支援する取組を実施すること。あ

わせて、差別禁止や合理的配慮の規定の施行に伴う指針の周知徹底などを行

うこと。さらに、難病患者の雇用の継続を図る為の措置を講じた事業主に対

する助成の充実を図ること。その際、長期（３か月以上）の休職だけでなく

通院のための特別有給休暇付与に対する助成金など、きめ細かく対応するこ

（１）障害者や難病患者の雇用促進や職場定着を図る施策の充実を

図ること。また、障害者や難病患者の安定的な雇用や処遇の改

善、キャリア形成の支援に努めること。あわせて、改正障害者

雇用促進法の「指針」の周知徹底を図ること。 

（２）平成３０年の精神障害者の法定雇用率算定基礎への追加、民

間企業の法定雇用率２．２％への引き上げに向け、企業に対す

る周知徹底や事業主に対する支援策を講ずること。 
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と。 

（２）平成３０年４月からは、改正障害者雇用促進法により、精神障害者が法定

雇用率の算定基礎に追加され、民間企業の法定雇用率が２．２％へ引き上げ

られることから、精神障害者の雇用に関する中小企業を含めた企業への理解

促進や事業主に対する支援策を講ずること。 

 

 

 

参  考 

 

【民間企業の雇用者数（東京）】          平成 28 年 6 月 1 日現在 

 ※雇用者数（人）はカウント数 

 

 身体障害者 知的障害者 精神障害者 

 平成 25 年度 

 （対前年比） 
116,167.0（2.9％） 24,148.5（10.2％） 8,929.5（33.6％）

 平成 26 年度 

 （対前年比） 
119,984.0（3.3％） 26,803.0（11.0％） 11,097.5（24.3％）

 平成 27 年度 

 （対前年比） 
123,058.5（2.6％） 29,361.0 （9.5％） 13,558.5（22.2％）

 平成 28 年度 

 （対前年比） 
125,448.0（1.9％） 31,712.0 （8.0％） 16,410.0（21.0％）
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（提案要求先 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省）      

  （都 所 管 局 産業労働局）  

 

＜現状・課題＞ 

人口減少社会を迎える中、日本の成長を持続させていくためには、将

来を担う若者だけではなく、女性や高齢者等が能力や個性を十分発揮し

働き続けられることが必要である。 

とりわけ、我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮でき

るようにすることは、人材の確保にとどまらず、企業活動や行政、地域

等の現場に多様な価値観や創意工夫をもたらし、家庭や地域の価値を大

切にしつつ、社会全体に活力を与えることにもつながるものである。 

しかし、女性の有業率が描くＭ字カーブの底は年々上昇しているもの

の、出産・育児を機に労働市場から退出する女性はいまだに多く、また、

女性の出産後の継続就業は依然として困難な状況にある。 

こうした中、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が、平

成２７年９月４日に公布され、平成２８年４月から常時雇用する労働者

が３００人を超える事業主に対し行動計画の策定が義務化された。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１） 女性の活躍推進に向けた取組を行う企業に対する支援策の充実や、

中小企業に対する行動計画の策定支援等を強化すること。具体的に

は、中小企業における女性の職域拡大に向けて、女性用のトイレや

更衣室の設置など、職場内で女性が能力発揮し活躍できる環境整備

に対して支援を行うこと。また、女性管理職が相当程度少ない企業

において、女性社員向けの人材育成やキャリア形成支援の取組に対

して支援を行い、女性の管理職登用やキャリアアップを中小企業に

促すこと。 

（２）女性のライフステージに対応した活躍を支援するため、マザーズ

ハローワーク事業の充実強化など、職場における活躍を見据え、子

育て等により離職した女性の再就職に向けた施策を一層充実するこ

と。また、ライフステージに合った仕事の仕方を選択し、育児・介

護等と仕事を両立できるよう、働き方改革の更なる促進を図るとと

もに、柔軟な働き方を可能とするテレワークなどの普及を図ること。  

８ 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施 

策の充実 

女性の活躍を推進する観点から、「女性の活躍推進のため

の積極的取組の推進」や「女性のライフステージに対応した

活躍支援」を着実に実施すること。 
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（提案要求先 内閣官房・経済産業省・農林水産省） 

（都所管局 産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」と

いう。）の開催は、東京、そして日本に世界の注目が集まるとともに、様々なビ

ジネスチャンスが生み出されるなど、全国の産業が飛躍を遂げる絶好の機会であ

る。 

 東京都は、都内はもとより全国の中小企業等にこうしたビジネスチャンスを波

及させていくため、東京商工会議所及び東京都商工会議所連合会、東京都商工会

連合会、東京都中小企業団体中央会、東京都中小企業振興公社と連携して「中小

企業世界発信プロジェクト」を実施している。 

その取組の一貫として、都、国、組織委員会などの様々な発注情報を一元的に

集約したポータルサイト「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」を平成２８年４月

より運営しており、このサイトを全国の事業者が活用することにより、受注機会

の拡大やビジネスパートナーの開拓につなげていくことができる。 

本サイトを含む中小企業世界発信プロジェクトについては、平成２８年７月に

組織委員会の「東京 2020 アクション＆レガシープラン 2016」のアクションに、

平成２８年１０月に国の「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピッ

ク競技大会に向けた政府の取組」に掲載され、都や経済界と連携し、東京 2020

大会を契機に全国の中小企業の受注機会を拡大していくこと等が位置付けられ

た。 

また、組織委員会をはじめとする東京都の外郭団体も順次、電子入札システム

として活用を開始しており、都としても今後一層の活用促進を図っていく。 

日本全体の経済の活性化を図るためには、このサイトへの登録・案件掲載を促

していくことが重要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）「中小企業世界発信プロジェクト」を都と連携して推進していくこと。 

（２）特に、その取組の一環である「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」につい

て、都と連携して全国の事業者に登録・利用を促し、中小企業の受注機会の

拡大を図ること。 

 

９ 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組 

の推進 

全国の中小企業のビジネスチャンスを拡大し、日本全体の経済の

活性化を図るため、都と連携して全国の事業者に「ビジネスチャン

ス・ナビ２０２０」の利用を促すこと。 
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参  考 

 

＜中小企業世界発信プロジェクトの概要＞ 

 東京 2020 大会等を契機とする中長期的な受注機会の拡大や販路開拓、新製品・

新サービスの開発促進等、中小企業の更なる飛躍に向け、以下の取組を展開する。 

 

① ビジネスチャンス・ナビ２０２０ 

東京 2020 大会等を契機とする官民の調達情報を一元的に集約した情報ポー

タルサイトであり、受発注取引のマッチングをサポートし、中小企業の受注機

会の拡大を支援する。また、サイトを通じた受発注取引や事業者のＰＲ情報を

もとに、ビジネスパートナー企業の検索を可能とする。 

 

② 東京ビジネスフロンティア 

  中小企業が開発した創意あふれる製品やサービスを一堂に集め、国内外の大

規模な展示会へ出展する。 

 

③ マーケットサポート 

中小企業が開発した「製品・技術・サービス」の商談を大手メーカー・商社

ＯＢ等のビジネスナビゲータがサポートする。 

 

④ 世界発信コンペティション 

製品・技術、サービスの開発を促進するため、「製品・技術（ベンチャー技

術）部門」、「サービス部門」の２つの分野に分けてコンペティションを実施

し、革新的で将来性のある製品・技術、サービスに対し、開発・販売等奨励金

を交付する。 

 

 

＜組織委員会や国における位置づけ＞ 

○東京 2020 アクション＆レガシープラン 2017 アクション一覧（抜粋）  

 東京 2020 大会開催等を契機とする様々な調達情報などを提供する「ビジネスチ

ャンス・ナビ 2020」を活用し、東京のみならず全国の中小企業の受注機会の拡大

を支援 

 

○2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に向けた政府

の取組（抜粋） 

 東京都と中小企業支援機関で構成される「中小企業世界発信プロジェクト推進

協議会」に国が参画し、大会開催に伴う経済効果を産業の持続的な成長につなげ

ていくための取組を開始。同協議会は、全国の中小企業に広く発注情報を提供す

るポータルサイトを構築（平成 28 年４月から本格稼働）。 

今後は、都をはじめとする協議会や経済団体等と連携し、中小企業のビジネス

機会の拡大に向けた検討、取組を進めていく。 
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＜ビジネスチャンス・ナビ２０２０の概要＞ 
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１ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大

会開催への全面的支援 

（提案要求先 内閣官房・警察庁・総務省・法務省・外務省・財務省・ 

          文部科学省・スポーツ庁・文化庁・内閣府・厚生労働省・

農林水産省・林野庁・経済産業省・国土交通省・観光庁） 

（都所管局 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局・青少年･治安対策本部・総務局・ 

生活文化局・都市整備局・福祉保健局・病院経営本部・ 

産業労働局・建設局・教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

東京 2020 大会の開催まであと 3 年と迫り、競技会場の整備や運営面の具体化

など、大会準備が本格化するなか、アスリートはもとより、世界中の人々の高い

期待に応え、東京 2020 大会を確実に成功に導くためには、国を挙げた開催支援体

制を更に拡充するなど、着実に準備を進めていくことが必要である。 

国が平成 27 年 11 月に閣議決定した「2020 年東京オリンピック競技大会・東京

パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方

針」においても、「大会組織委員会、東京都及び競技会場が所在する地方公共団体

と密接な連携を図り、オールジャパンでの取組を推進するため、必要な措置を講

ずる。」こととされた。 

 平成 29 年 5 月 31 日には、国、都、組織委員会、競技会場が所在する自治体の

四者で、東京 2020 大会の役割分担及び経費分担に関し、基本的な方向について合

意した。合意では「オールジャパンでの取組を推進するために必要な協力・支援

を行う」とされており、ここには必要な地方の財源確保も含まれている。 

したがって、大会の成功に向け、国として一層役割と責任を果たしていくこと

が求められている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）東京 2020 大会開催に向けて、国の施策に関する事項について必要な措置  

を講じるとともに、競技会場等の整備、セキュリティ対策や輸送などの東京

2020 大会に関する事項全般について、各種交付金・国庫補助負担金の活用や

地方財政措置など財政面を含め全面的に支援を行うこと。 

（２）競技会場として都、他自治体及び民間事業者が整備を行う恒久施設につい

ては、国庫補助負担率等国の通常の財政措置の枠組みを超えた積極的な財政

支援を行うこと。 

また、「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」への対応や木材の活

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京

2020 大会」という。）開催に向け、国を挙げて全面的に支援するこ

と。 
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用促進など、施設の充実に資する整備についても、積極的な財政支援を行う

こと。 

（３）東京 2020 大会に関連するインフラ整備に関し、国の所管分について着実  

に整備を進めるとともに、都整備分については積極的な財政支援を行うこと。 

（４）東京 2020 大会開催に向けて外国人旅行者の受入環境を整備し、その利便  

性の向上を図ることが重要であることから、その方策の１つとして、「２０２

０年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会」が策定

した基本的な考え方及び取組方針を踏まえ、各機関・団体と連携・協働した

取組を推進することなどにより、ＩＣＴも活用しながら外国語表示・標識等

の整備を促進すること。 

（５）東京 2020 大会に向けて、外国人旅行者等が安心して医療を受けられる体  

制を整備するため、医療通訳の育成・活用体制の整備など、医療機関におけ

る多言語による診療体制の整備に向けた取組に対する支援を行うこと。 

（６）東京 2020 大会に向けて、安定的な大会運営に資するよう、アンブッシュ・

マーケティングの防止について必要な措置を講じること。 

（７）東京 2020 大会に向けて、観客が公平に観戦の機会を享受できるよう、チケ

ットの高値転売等の制限について必要な措置を講じること。 

（８）東京 2020 大会に関連して発生した非居住者スタッフの所得税、ＩＯＣ・オ

リンピック放送機構などへの法人税及び消費税や関税等の間接税の非課税措

置を講じること。 

（９）東京 2020 大会開催に必要な無線局の開設において、電波法に定める免許申

請手数料、落成検査手数料及び電波利用料の納付が免除されるよう必要な措

置を講じること。 

（１０）東京 2020 大会の関係者（ID 兼資格認定カードを所持する者）が大会に

おいて必要な役割を果たすために必要な期間、査証なしで入国し、滞在でき

るよう、必要な措置を講じること。 

（１１）スポーツ基本法第２７条に基づき、東京 2020 大会の開催に必要な補助金

を交付するとともに、大会開催に必要な資金に対してスポーツ振興くじ助成

金を交付するなど必要な措置を講じること。 

（１２）東京 2020 パラリンピック競技大会の開催費用について、平成 29 年 5 月

31 日に四者で合意した基本的な方向を踏まえた財政措置を講じるとともに、

障害者スポーツ振興に力を注ぐこと。 

（１３）東京 2020 大会をドーピングのないクリーンな大会とするため、世界アン

チ・ドーピング規程に基づくドーピング対策について、組織委員会と関係行

政機関等が連携するための体制の構築を支援するなど、国として必要な措置

を講じること。 

（１４）東京 2020 大会に向けて、日本の多彩な芸術文化の魅力を世界に発信する

ため、オリンピック･パラリンピック文化プログラムの全国的な展開を推進す

るとともに、都や組織委員会などが取り組む様々なプロジェクトに対し、必

要な財政支援を行うこと。 

また、民間の芸術文化活動を支援する専門機関であるアーツカウンシルの

整備や国内外の国公立、民間の文化施設間の連携推進などを進めること。 
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（１５）東京 2020 大会に向けて、社会に貢献しようとするボランティアマイン 

ドの醸成、多様性を尊重し、障害者を理解する心のバリアフリーの涵養、自

他を認め合う豊かな国際感覚の育成などを可能とするオリンピック・パラリ

ンピック教育プログラムの全国的な展開を支援すること。また、子供たちの

学びを支える教員の指導力の向上を図るため、オリンピック・パラリンピッ

クの価値や意義の理解に資する研修や、障害者スポーツ指導者講習など、オ

リンピック・パラリンピック教育に関する教員研修等の拡充を進めること。 

（１６）東京 2020 大会の成功には大規模かつ質の高いボランティアの確保が必 

要なため、全国から幅広い世代の参加を促進する気運の盛り上げや、着実な

育成のための研修環境の確保に向けた支援等を行うこと。 

また、ボランティア休暇の普及・取得促進をはじめ、大会時にボランティ

アに参加しやすい環境づくりなど、ボランティアの円滑な運用を行う上で必

要な措置を講じること。 

（１７）平成 29 年 4 月に公表されたセキュリティ基本戦略に基づき、国が行うべ

き施策について必要な措置を講じるとともに、テロを含む治安対策、サイバ

ーセキュリティ対策、災害対策及び感染症対策を都及び組織委員会等と連携

して実施し、セキュリティ対策に万全を期すこと。 

 

 

参  考 

 

○ スポーツ基本法（抜粋）  

（国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよ

う、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に

必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置

を講ずるものとする。 

 

○ スポーツ振興投票の実施等に関する法律（抜粋） 

 （スポーツ振興投票に係る収益の使途） 

第二十一条  センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定

めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体（スポーツの振興のための事業

を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第三十条第三項におい

て同じ。）が行う次の各号に掲げる事業に要する資金の支給に充てることができる。 

 

一  地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置

する施設（設備を含む。以下この項において同じ。）の整備 

二  スポーツに関する競技水準の向上その他のスポーツの振興を目的とする国際

的又は全国的な規模の事業を行うための拠点として設置する施設の整備 

三  前二号の施設におけるスポーツ教室、競技会等のスポーツ行事その他のこれら

の施設において行うスポーツの振興を目的とする事業（その一環として行われる

活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法 （平成十四年法律第百六十二号。
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以下「センター法」という。）第十五条第一項第二号 及び第四号 に該当する事業

を除く。次号において同じ。） 
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 （提案要求先 文部科学省） 

（都所管局 教育庁） 

 

＜現状・課題＞ 

学校では、教員が子供たちの学力向上に向けた熱心な授業改善などの取組のほ

か、子供たちをめぐる不登校・中途退学対策、いじめへの対応、子供の貧困への

対応といった社会状況の変化に伴った多様・複雑で困難な課題に真摯に向き合っ

ている。こうしたことにより教員の多忙化が進展している。 

平成２９年４月、文部科学省が教員勤務実態調査（平成２８年度）の集計（速

報値）を公表したが、前回調査時点（平成１８年度）と比較して、平日・土日と

もに勤務時間が増加していることが判明した。 

また、平成２９年６月には、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・

運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策につい

て、文部科学大臣から中央教育審議会に対して諮問があり、その特別部会で、学

校が担うべき業務の在り方、教職員及び専門スタッフが担うべき業務の在り方及

び役割分担、教員が子供の指導に使命感を持ってより専念できる学校の組織運営

体制の在り方及び勤務の在り方について審議することとなっている。８月２９日

には、その特別部会において、校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」

を意識した働き方を進めること、全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の

取組を強く推進していくこと、国として持続可能な勤務環境整備のための支援を

充実させることを内容とする緊急提言が出されている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）国として教員の勤務実態を踏まえ、学校における働き方改革の実現に向け

た姿勢を打ち出し、教員の多忙化の解消こそが教育の質を高めることにつな

がるというメッセージを社会に向けて発信すること。 

（２）教員の事務作業等の負担軽減をするため、業務を補助する「スクール・サ

ポート・スタッフ」や部活動指導員、児童・生徒・保護者からの給食費等に

係る学校徴収金事務システムの導入等の人的措置・財政的支援を複合的に行

うこと。 

（３）学校における働き方改革特別部会でまとめた緊急提言を踏まえ、教員の勤

務時間の把握に向け、出退勤システムの導入に対する財政的支援等を行うこ

と。 

２ 学校における働き方改革の実現 

学校における働き方改革の実現に向け、国として長時間勤務の是正

に向けた姿勢を打ち出し、社会に向けたメッセージを発信すること。

そして、業務負担の軽減や勤務時間の把握に係る人的措置・財政的支

援を行うこと。 
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３ 東京２３区の大学の定員抑制等の見直し 
（提案要求先 内閣官房・文部科学省） 

（都所管局 政策企画局） 

 

＜現状・課題＞ 

平成２９年６月、「まち・ひと・しごと創生基本方針 2017」において、地方創

生に資する大学改革として、「東京２３区の大学の学部・学科の新増設、定員増の

抑制」が決定された。 

また、９月には文部科学省において、東京２３区内にある大学の定員増を平成

３０年度は認めないとする旨が告示されたところである。 

 国際競争が激しさを増し、我が国の成長をけん引するグローバル人材の育成が

急がれる中、大学は知の拠点として、次代を担う人材の育成、イノベーションの

創出等、極めて重要な役割を担っている。 

 今般の「東京２３区の大学の学部・学科の新増設、定員増の抑制」は、大学の

教育・研究体制の改革・革新を滞らせ、大学の国際競争力を低下させるにとどま

らず、「人こそ資源」の我が国の国益を損なうことになりかねない。 

 日本が将来にわたって成長力を確保していくために地方創生が重要であり、地

方大学の振興等に取り組んでいくことに異論はないが、地方創生は、「東京対地方」

という構図ではなく、東京と地方が共存共栄し、日本の発展に寄与する日本全体

の創生を目指すべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方創生の推進に当たっては、東京と地方が共存共栄し、日本全体の発展

に寄与する取組を支援していくこと。 

 

（２）真の地方創生の実現のため、立地に関係なく全ての大学に対して、必要な

支援を行うこと。 
 
（３）東京２３区の大学における学部・学科の新増設及び定員増の抑制に係る立

法措置、告示制定等は行わないこと。 

（１）地方創生の推進に当たっては、東京と地方が共存共栄し、日

  本全体の発展に寄与する取組を支援していくこと。 

（２）真の地方創生の実現のため、立地に関係なく全ての大学に対

  して、必要な支援を行うこと。 

（３）東京２３区の大学における学部・学科の新増設及び定員増の

    抑制に係る立法措置、告示制定等は行わないこと。 
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テロへの効果的対処 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 昨年のバングラデシュ・ダッカにおける襲撃テロ事件をはじめ、世界各地で国

際テロ組織等によるテロが多発していることに加え、ＩＳＩＬが、邦人に対する

テロを繰り返し呼び掛けているなど、我が国に対する国際テロの脅威は、現実の

ものとなっている。 

このような情勢の中、２０２０年には「東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会（以下「東京 2020 大会」という。）」の開催を控え、開催国としての

治安責任を果たさなければならないことや、首都警察として各種対策を強化して

テロ等の不法事案の防圧検挙に万全を期す必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）テロの未然防止と事案発生時の事態対処に万全を期すため、最先端技術を

駆使したテロ対策資器材及び鑑定機器等の充実強化を図ること。 

（２）羽田空港の２４時間開港に伴う国際線増便や、東京 2020 大会の開催決定を

受け、空港を狙ったテロに備える「東京国際空港テロ対処部隊」が発足した。

同隊の拠点となり、訓練設備を備えた庁舎を建設すること。 

（３）国内外研究機関による研究成果等について情報収集をするとともに、テロ

防止啓発ポスター等の作成による情報発信をすることにより、官民連携した

テロ対策を強化すること。 

（４）ＣＢＲＮ鑑識を実現する最新のＮＢＣ検知資機材、捜査用装備資器材、ウ

ェブモニタリングシステム、次世代映像規格（４Ｋ）を取り入れたビデオ採

証システム関連資機材、小型無人機（ドローン）空撮採証装置、高度映像解

析システムの導入、捜査員の人材育成と能力向上のための必要な財源を確保

すること。 

１ 首都東京を守るテロ対応力の強化 

（１）テロ対策資器材及び鑑定機器等の充実強化を図ること。 

（２）テロ対策の強化を図るための施設を建設すること。 

（３）爆発物等テロの手段を封じ込める対策を強化すること。 

（４）テロ等重大事案への捜査能力の向上を図ること。 
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２ サイバー攻撃対策の強化 
（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 
＜現状・課題＞ 
 近年、国内外において政府機関等に対するサイバー攻撃が続発しているところ、

我が国の政治・経済・社会の機能が集中する首都東京でサイバーテロ等が発生し

た場合は、都民、国民の生活や社会経済活動だけでなく、国の治安、安全保障に

も重大な支障を及ぼすおそれがある。 
２０２０年には「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が予定さ

れており、大規模な国際スポーツ大会は、国際テロ組織やテロを実行する者にと

って格好の攻撃対象であること、２０１２年のロンドンオリンピック、２０１６

年のリオデジャネイロオリンピックでは現にサイバー攻撃が実行されたことを踏

まえると、国と東京都が緊密に連携して、①平素から官民が最新の情報を共有し

防御力を高める、②官民が連携して事案対処能力を高め、被害の発生と拡大を防

止する、③サイバー攻撃事案の捜査及び攻撃者・手口に係る実態解明を推進する

といった総合的な取組を強化することが、喫緊の重要課題となっている。 
 
＜具体的要求内容＞ 
（１）重要インフラ事業者等で構成されるサイバーテロ対策協議会を開催し、民

間有識者による講演、参加事業者間の意見交換や情報共有等を行うこと。 
（２）サイバー攻撃の発生を想定した官民共同の訓練を実施（外部委託）し、実

機を使用した事案対処等を行うことで緊急対処能力を高めるほか、サイバー

攻撃に関する啓発ポスターやリーフレット等の作成、配布等により、広く都

（１）サイバーテロ対策協議会を開催し、必要な情報を共有するこ

と。 

（２）サイバー攻撃の発生を想定した官民共同訓練の実施による緊

急対処能力の向上やサイバー攻撃に関する広報啓発活動を行う

こと。 

（３）情報セキュリティ事業者等の知見を活用すること。 

（４）サイバー攻撃対策に従事する捜査員の能力向上や情報収集を

行うこと。 

（５）サイバー攻撃対策に関する装備資機材の充実強化を図るこ

と。 
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民、国民、事業者に注意喚起を行うこと。 
（３）情報セキュリティ事業者等の優れた知見をサイバー攻撃の事案対処に活用

すること。 
（４）情報セキュリティに関する専門的研修の実施（外部委託）や、海外等で開

催される専門的研修等への捜査員の派遣を通じて、サイバー攻撃対策に従事

する捜査員の能力向上や情報収集を行うこと。 
（５） サイバー攻撃の実態解明のために必要な装備資機材の充実強化を図ること。 
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１ 治安対策の充実・強化 

 （提案要求先 警察庁）      

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 平成２８年中の都内における刑法犯の認知件数は、１３万４，６１９件と平成

１５年から１４年連続で減少し、戦後最悪を記録した平成１４年に比べ約５５％

減少しており、各種取組の成果が着実に現れているとも言える。 

 しかしながら、昨年１１月に発表された「都民生活に関する世論調査」の都政

への要望の中では、高齢者対策、防災対策に次いで「治安対策」が挙げられてお

り、その割合は約半数を占めている。これは、いまだ撲滅に至らない振り込め詐

欺をはじめとする特殊詐欺、ストーカー・ＤＶに起因する凶悪犯罪、依然として

厳しい状況にある薬物事犯等により、都民が治安の回復を十分に実感するに至っ

ていないことを意味している。 

 さらに、これら個々の犯罪一つ一つが悪質化、巧妙化、潜在化する一方で、刻

々と変化するサイバー犯罪への対策、国際テロ対策等、新たな脅威への対応が求

められ、治安に関する要求は、むしろ増大している。  

他にも警視庁は、国会、官邸等をはじめ、官公庁が集中している首都の治安維

持を担っている警察としての特殊性から、潜在的に他の道府県とは比較できない

膨大な警察事象を抱えており、東日本大震災に際しては、発災当日から警察官を

被災地に派遣し、これまでに延べ２３万人を超える職員を派遣するなど、日本警

察の中核として日本全体の治安維持に当たる責務も担っている。 

 

（１）現行の警察法施行令(第３条第４項)の定めでは、首都警察の任務遂行に関

する特殊事情を参酌し、国が所要額の一部を補助することとなっていること

から、超過勤務手当の補助として昭和４４年度から昭和５４年度までは１０

億円、昭和５５年度以降現在までは１５億円が交付されているところである

が、近年、我が国に対するテロ攻撃の脅威の高まりや東京を取り巻く社会情

勢の変化等により首都警察としての業務負担が著しく増大している。 

（２）現在、警視庁で運用中の警察無線（車載通信系システム）については、平

成１４年度に整備され、各無線機器の老朽化が著しく、機器製造会社でも保

３ 総合的な治安対策の充実・強化 

（１）首都警察特別補助金を増額すること。 

（２）次世代車載通信系システムの整備を推進すること。 

（３）ビッグデータ・ＡＩの活用を見据えた警察情報管理システム

の基盤整備を図ること。 

（４）国際海空港における水際対策の推進を図ること。 
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守用部品の在庫がないため故障しても修理できない状況にある。 

このため警察庁では、東京 2020 大会前の平成３０年～３１年にかけて、警

視庁の車載通信系システムを新システム（次世代車載通信系システム）に更

新するとの方針を決めた。 

警視庁では、警察庁から配分された無線機（国費整備）だけでは足りず、

警察活動に支障が生じるため、不足分を都費で整備しており、現在、保有無

線機全体の約２６％が都費整備である。 

今回のシステム更新に際して、現有の国費整備分のみが更新対象となると、

治安維持に当たる警察活動に支障があることから、都費整備分も合わせて更

新対象とする必要がある。 

また、更新期間中には、東京 2020 大会直前の各種対策を実施中であること

から、固定局、中継局及び無線機搭載車両（約４，３００台）に対する工事

が円滑に行われる必要があるほか、新システムの不具合等により警察活動に

支障が出ないよう確実な整備を図る必要がある。 

（３）各種犯罪の未然防止を図るため、各種防犯活動及びパトロール活動を行っ

ているところ、これまでは、警察官個々の経験等に基づき、様々な方法で各

種防犯活動及びパトロール活動を行っている状況にある。 

   より効果的に犯罪を抑止していくためには、ビッグデータ・ＡＩを活用し、

より高度な分析を行い、防犯活動等に効果的な場所、方法等を考えていく必

要がある。 

   また、交通管制や災害警備等の各種警察活動においても、ビッグデータ・

ＡＩを活用して状況を予測することで、対応策の決定等を効率的に支援する

必要がある。 

   そこで、ビッグデータ・ＡＩの活用を見据え、警察情報管理システムの基

盤整備を図ることが必要である。 

（４）東京都では、東京 2020 大会開催に向け、大型クルーズ客船の更なる誘致を

目指しており、平成３１年までに、東京湾に大型クルーズ客船の発着等に対

応できる新客船ふ頭が整備される予定である。 

また、羽田空港でも同様に、首都圏空港の航空需要増加に対応するため、

空港容量の更なる拡大と、国際線の増枠に必要な施設整備等を進め、東京の

国際競争力を強化している。 

これら国際海空港における施設整備等の推進により、今後も外国人入国者

数の大幅な増加が予想されているところ、これに伴う銃器薬物密輸入事犯の

増加が懸念されている。 

そこで、国内への銃器薬物の流入による治安悪化を防ぐため、銃器薬物密

輸入事犯の取締りに資する装備資機材の充実強化を図ることが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）現行の１５億円から２５億円に増額すること。 

（２）都費無線機の国費による更新整備が一部認められたものの、現在運用中の

車載通信系システムにかかる固定局、中継局（うち都費整備２箇所）及び無

線機等２５，６５９台（うち都費整備６，７１５台）の全てを国費による更
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新整備対象とすること。 

また、現在運用中の車載通信系システムから次世代車載通信系システムへ

の移行に関し、システム及び無線機器の動作検証を確実に行い、更新作業前

に不具合やシステムエラー等を解消してスムーズかつ確実に更新し、東京

2020 大会に向けて各種対策を実施中の第一線警察活動に影響を及ぼさない

こと。 

（３）各種警察活動を効果的、効率的に行うため、ビッグデータ・ＡＩの活用を

見据え、警察情報管理システムの基盤整備を図ること。 

（４）銃器薬物密輸入事犯の取締りを推進するため、 

○ 壁面探査機（コンパクトレーダーシステム） 

○ 暗視双眼鏡（デジタルナイトビジョン） 

等の装備資器材の充実強化を図ること。 
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２ 暴力団の対立抗争事件等への警戒、取締りの強化 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

六代目山口組と神戸山口組が対立抗争の状態にあるとされてから、１年が経過

したところであるが、両団体の傘下組織構成員による傷害等の事件が都内を含む

全国で発生しており、他県下では、神戸山口組傘下組織幹部が六代目山口組傘下

組織組員に射殺される事件も発生している。 

これらの情勢を踏まえ、当庁では、両団体傘下組織事務所等の関連箇所に対す

る警戒及び視察を強化しているところであるが、今後も、都民、国民の安全確保

と対立抗争事件の発生防止に万全を期するため、警戒・視察対策車（防弾車）の

配備が必要である。 

また、当庁では、「六代目山口組・神戸山口組対立抗争集中取締本部」を設置

し、対立抗争の早期防圧と両団体の弱体化及び壊滅に向けた取締りを強化してい

ることから、捜査活動に資する装備資器材の配備が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

暴力団の対立抗争事件等への警戒及び取締り強化のため、 

○ 警戒・視察対策車（防弾車） 

○ 超小型カメラ等の捜査用資器材 

等の装備資器材の充実強化を図ること。 

暴力団の対立抗争事件等への警戒、捜査活動に資する装備資器材

を充実強化すること。 
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３ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う 

交通管制・交通規制対策 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

定周期式信号機の集中制御化とは、定周期式信号機を交通管制システムによる

信号制御に変更するものである。これにより、感知器で計測した交通状況に応じ

た信号制御や路線の系統化が図られ、無駄な待ち時間や停止回数が減少すること

となり、交通の円滑化及びそれに伴う事故防止効果が期待できる。 

 警視庁では現在、車両感知器で計測・処理算出した主道路と従道路の交通需要

に応じて、各方向に必要な信号青時間を表示するリアルタイム制御という信号制

御方式を導入している。 

信号制御の高度化とは、車両感知器で収集したデータから算出する渋滞長の推

定方法を改善（車両感知パルスデータから渋滞末尾を直接推定）及び信号制御ア

ルゴリズムを高度化（交通需要算出方法の改善、信号機を通過する際に赤信号で

生じる遅れ時間を交差点単位で最小化、隣接信号機の青開始時間差を需要に応じ

て最適化）するもので、交通状況に応じて更に無駄のない信号青時間を表示させ

ることが可能となり、交通の円滑化及びそれに伴う事故防止効果が期待できる。 

光ビーコンは、車両感知情報の収集に加え、３メディア対応カーナビゲーショ

ン搭載車両との間で双方向通信を行う機能があり、旅行時間を直接算出すること

が可能であるとともに、車両に対して周辺の詳細な交通情報を提供するなど交通

管理上極めて有効な装置である。 

光ビーコンの整備拡大により、これまで情報収集できなかった区間の交通情報

の収集が可能になるとともに、詳細な交通情報の提供などにより、交通流の分散

による円滑化対策を図ることが可能となる。  

視覚障害者用音響式信号機とは、視覚障害者用の押ボタン又は視覚障害者が携

帯する小型発信機からの要求を受け、横断歩道の両端に設置されたスピーカから

擬音等を鳴らして安全な横断タイミングを知らせるとともに横断する方向を誘導

するものである。 

 歩行者感応等制御とは、歩行者の横断する青信号の秒数を延長することで、安

（１）定周期式信号機の集中制御化を図ること。 

（２）信号制御の高度化を図ること。 

（３）光ビーコンの整備を図ること。 

（４）視覚障害者用音響式信号機の整備を図ること。 

（５）歩行者感応等制御の整備を図ること。 

（６）エスコートゾーン等の整備を図ること。 

－ 191 －



 
 

全な横断を確保する目的で整備をする信号制御である。また、車両の円滑を考慮

し、バランスをより高める信号制御である。 

機能としては、歩行者信号が「青点滅」する前に歩行者が横断歩道を渡り切れ

ていない場合の歩行者青信号延長や、歩行者が横断歩道上に存在しない場合に歩

行者青信号を打ち切り、車両青信号への振り分けが可能となる。 

エスコートゾーンとは、道路を横断する視覚障害者の安全性及び利便性を向上

させるために横断歩道上に設置され、横断時に横断方向の手がかりとする突起体

の列のことである。警視庁では、エスコートゾーンとともに、溶融式塗装による

横断歩道（高輝度）の整備も行っている。 

 いずれも、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、安全・

円滑な交通確保に必要な交通管制・交通規制対策であり、また、障害の有無にか

かわらず全ての人々が参加しやすい大会となるように、アクセシビリティガイド

ラインに基づき、設定されるアクセシブルルートにおいて整備を行うことで、ハ

ード面のバリアフリーや心のバリアフリーを推し進め、２０２０年の先に、全て

の人に優しい街・東京を実現するユニバーサルデザインのまちづくりを促してい

くものである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

定周期式信号機の集中制御化・リアルタイム信号制御等の整備・光ビーコンの

整備・視覚障害者用音響式信号機の整備・歩行者感応等制御の整備・エスコート

ゾーン等の整備は、いずれも交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規

則第１条第１項第１号から第４号までの各号に規定する指定道路特定事業として

の補助を受けて整備を実施しているところであるが、オリンピック会場候補地で

ある、お台場等の臨海地区は、道路法に基づかない港湾道路となっており、補助

対象道路となっていないことから、同地区を補助対象道路とすること。 
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４ 大規模災害対策の推進 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

 警視庁は、平成２３年の東日本大震災、平成２６年の広島県土砂災害や長野県

御嶽山噴火災害、平成２７年の関東・東北豪雨による洪水災害、昨年の熊本地震

などに際し、部隊を派遣して現場における災害活動を行ってきた。 

災害警備の適否は事前にどれだけ準備できるかにかかっており、実災害から得

られた経験も踏まえ、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会や切迫す

る首都直下地震等の大規模災害に対する備えを万全にするため、各種資器材の拡

充など、大規模災害対策を強力に推進する必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

首都直下地震等の大規模災害に係る危機管理体制の強化に向け、災害救助用資

器材の高度化、災害対策用車両の拡充により、災害対応能力の向上を図ること。 

災害警備用資器材の充実強化を図ること。 
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５ 薬物乱用根絶等に向けた対策の強化 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

都内における薬物事犯被疑者の検挙人員は、平成１７年をピークに漸減傾向に

あったものの、平成２６年から増加に転じ、平成２８年中は、２，２２５人にま

で増加するとともに、全薬物押収量も大幅に増加するなど、依然として根強い薬

物の供給・需要実態が認められる。 

当庁では、薬物乱用根絶に向けた街頭キャンペーンをはじめ、広報用ＤＶＤの

制作、電車や街頭設置の大型モニターを活用した広報啓発活動を実施していると

ころであるが、国においても薬物乱用根絶に向けた広報啓発活動を引き続き強化

していく必要がある。 

また、全国統計では、覚醒剤事犯検挙被疑者の約６割以上が再犯者であるとい

う現状を踏まえ、当庁では、『ノードラッグ警視庁』と銘打ち、薬物再乱用防止に

向けたセミナーを実施しているところ、平成２８年１２月１４日に公布、施行さ

れた「再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年法律第１０４号）」において、

再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策

策定及び実施が地方公共団体の責務と規定されたことに伴い、今後、国、都及び

市区町村、さらには、相談機関、医療機関、自助活動を実施している民間機関等

との連携を一層強化し、薬物再乱用防止対策を推進していかなければならない。 

そこで、関係機関と連携した研修会等を積極的に開催していくとともに、関係

機関の専門家等による薬物依存症に関する普及啓発講演、薬物再乱用防止対策に

効果的な唾液による簡易薬物検査キットを導入したセミナー等の充実を図ってい

く必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）ラジオ・テレビ放送等のメディアを活用するなど、国民が安易に違法薬物

に手を出さないよう、全国規模の広報啓発活動の推進を図ること。 

（２）薬物再乱用防止対策に資するセミナー等の充実に向けた財源を確保するこ

と。 

（１）薬物乱用根絶に向けた広報啓発活動を強化すること。 

（２）薬物再乱用防止対策を推進するための財源を確保すること。 
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６ 子供・女性等の被害防止に向けた対策の強化 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 
平成２８年中における都内のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案（ＤＶ）

の相談件数、児童虐待事案における通告児童数は、いずれも過去最多であるとこ

ろ、女性や子供が被害者になるケースが多い人身安全関連事案に対処するための

対策の推進は喫緊の課題である。 
また、 コミュニティサイト等に起因する事犯の被害児童数も、依然として高水

準で推移しているほか、近年、女性の意に反してアダルトビデオへの出演を強要

する間題や、児童の性に着目したいわゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれる新たな形

態の営業により、児童が性的な被害に遭う間題等、若年層の女性に対する性的な

暴力に係る問題が深刻な状況にある。 
 さらに、本年３月には、千葉県において通学途中の女児が殺害された事案や大

分県のこども園において、児童等３名が刃物等により怪我を負う事案が発生する

など、子供や女性が被害者となる犯罪等の発生が社会に大きな不安を与えている

情勢を踏まえ、子供や女性をはじめとする都民・国民の生命、身体及び財産の保

護の観点から、警察として積極的に対策を講じる必要がある。 
 
（１）各種犯罪の未然防止及び犯人の早期検挙を図る上で、街頭防犯カメラの設

置は極めて有効であることから、警視庁では、自治体等の関係機関と連携し、

通学路防犯カメラの設置や町会等の民間団体に対する街頭防犯カメラの設置

を働き掛けているところであるが、現状として、特に民間団体による街頭防

犯カメラの大規模な設置は見込めない状況にあり、仮に街頭防犯カメラの設

置が決定されたとしても、街頭防犯カメラが実際に稼動を開始するまでには、

計画段階から起算し相当の期間を要するのが通常である。そのため、街頭防

犯カメラ設置のノウハウを有する警察が主体となり、機動的・弾力的に運用

可能な街頭防犯カメラの整備を図ることが必要である。 
（２）警視庁では、ＤＶ・ストーカー等の人身安全関連事案はもとより、子供・

女性に対する犯罪に対して各種法令を適用した厳正な取締りを行っているほ

か、いわゆる 「ＪＫビジネス」の営業を規制する条例を制定するなどの取組

を推進しているところ、これら諸問題に対しては、警察のみならず、関係行

政機関、民間団体、業界団体等と連携した広報啓発活動を推進する必要があ

る。 
 
 

（１）防犯カメラの整備を図ること。 

（２）子供・女性を犯罪から守るため、各種広報啓発活動を推進す

ること。 
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＜具体的要求内容＞ 
（１）犯罪発生の蓋然性が高く、街頭防犯カメラを喫緊に必要とする地区におい

て、移設が容易な仕様の街頭防犯カメラを設置するとともに、活用しやすく

機動的・弾力的な運用が可能かつ事案発生時の速やかな初動対応が可能な防

犯カメラを搭載した車両を配備すること。 
（２）児童の性に着目した新たな営業など、若年層を対象とした暴力の多様化を

踏まえて、従前からのＤＶ・ストーカー等人身安全関連事案対策に加え、子

供、女性等を犯罪から守るため、関係行政機関、民間団体、業界団体等と連

携した広報啓発活動を推進すること。 
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７ 特殊詐欺の被害防止に向けた対策の強化 

（提案要求先 警察庁） 

（都所管局 警視庁） 

 

＜現状・課題＞ 

特殊詐欺は、主に高齢者を中心とした被害者を言葉巧みに騙して財産を奪う卑

劣な犯罪である。その被害は都内だけでなく全国的にも歯止めが掛からず高止ま

りしており、都民、国民の体感治安を悪化させる大きな要因となっている。 

被害を防止するためには、最新の手口や犯人の電話に出ないことが被害防止に

つながることなどを広く周知させるための広報啓発活動が非常に重要であり、都

道府県ごとの広報だけでなく、テレビ、ラジオなどの主要メディアを活用した全

国規模の広報を実施することが望まれる。 

また、警視庁では、被害防止に効果の高い「自動通話録音機」を東京都と連携

して高齢者世帯に配布しているところであるが、より多くの世帯に設置するため、

国においても、これらの機器の充実強化を図ることが必要である。 

 
＜具体的要求内容＞ 
（１）テレビやラジオ放送等の、広域かつ多数が視聴するメディアを活用するな

ど、特殊詐欺の最新の手口を周知するための広報啓発活動の推進を図ること。 
（２）特殊詐欺の被害を防止するため、高齢者宅に設置する自動通話録音機等の 

機器の充実強化を図ること。 

 

参  考 

 

平成 28 年中の特殊詐欺被害状況 

   都内 認知件数    2,032 件（前年比＋153 件、＋8.1％） 

被害額    約 61.7 億円（前年比-約 5.6 億円、-8.4％） 

全国 認知件数    14,151 件（前年比＋327 件、＋2.4％） 

被害額   約 406.3 億円（前年比-約 75.7 億円、-15.7％） 

 

 

 

（１）特殊詐欺の被害防止に向けた広報啓発活動を強化すること。

（２）特殊詐欺の被害防止に資する機器を充実強化すること。 
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（提案要求先 内閣官房・消防庁・外務省・防衛省） 

（都所管局 総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

 北朝鮮は、平成２８年から２９年にかけて弾道ミサイル発射を繰り返し、日本

の排他的経済水域に落下する事態もたびたび生じている。 

また、日本の上空を通過し、太平洋上に落下する弾道ミサイルの発射により、

一部の地域においてはＪアラートによるミサイル発射情報の伝達が行われてい

る。 

 平成２９年９月３日には６回目の核実験を強行するなど、国際情勢が緊迫化す

る中、我が国もその脅威に直面している。 

さらに、通信・電力等のインフラが狭い国土に集積している我が国においては、

ＥＭＰ攻撃も深刻な問題である。 

 我が国の領土や領海に落下する可能性のあるミサイルの発射や核実験の実施な

どは、国民に不安を与え、万が一の場合には被害も生じかねない。 

今後、ラグビーワールドカップ２０１９や東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピック競技大会などを控え、世界から多くの来訪者も見込まれている。 

こうした状況を踏まえ、国民等が安心して住み、働き、訪れることができるよ

う、国民保護事案に関する対策の推進に万全を期することが必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）我が国の平和と安全を守り、核・ミサイル問題の解決を図るために、国際

社会と緊密に連携し実効ある措置を講じること。 

（２）ミサイルの発射時刻や種別、方向、着弾地点など、ミサイルに関する詳細

な情報及び核実験に関する情報について、的確に情報収集を行うとともに、

地方公共団体に対して迅速に情報提供を行うこと。合わせて、国民に対して

４ 国民保護事案に関する対策の推進 

（１）我が国の平和と安全を守り、核・ミサイル問題の解決を図るた

めに、国際社会と緊密に連携し実効ある措置を講じること。 

（２）北朝鮮のミサイル発射や核実験に関しての情報収集、地方公共

団体や国民に対しての情報提供を的確かつ迅速に行うこと。 

（３）国民に対して普及啓発を積極的に行い、国民保護の事態に応じ

た対応に関する理解を一層促進すること。 

（４）ＥＭＰ（電磁パルス）攻撃について被害予測や対策などを的確

に実施するとともに、地方公共団体などに対しても情報提供を行

うこと。 
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も同様に迅速な情報提供を行うこと。 

（３）国民に対して国民保護に関する措置の重要性について普及啓発を積極的に

行い、弾道ミサイル発射など、具体的な事態に対する理解を促進すること。 

（４）ＥＭＰ攻撃については、国民生活に不可欠な社会的インフラに対し、広範

囲にわたり多大な影響を及ぼすことが懸念される事案であり、国として対応

すべき課題である。そのため国は検討を加速化させ、被害や国民生活への影

響を予測し、対策について的確に実施するとともに、早急に地方公共団体や

国民に対しても情報提供を行うこと。 

 

 

 参 考 

 

 

○ 北朝鮮による核実験・弾道ミサイル発射の最近の状況 

【核実験実施】 

 平成２９年９月３日（６回目） 

 平成２８年９月９日（５回目） 

 平成２８年１月６日（４回目）                           など 

 

【弾道ミサイル発射】 

 平成２９年９月１５日（日本上空通過、北海道など一部地域で全国瞬時

警報システムが鳴動） 

 平成２９年８月２９日（日本上空通過、北海道など一部地域で全国瞬時

警報システムが鳴動） 

 平成２９年７月２８日（排他的経済水域に着水）     など 
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省庁名 区分
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 3 国土強靱化の推進

環境・エネルギー 1 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大
生活・産業 9 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

スポーツ・青少年・教育 3 東京２３区の大学の定員抑制等の見直し【新規】
治安対策 4 国民保護事案に関する対策の推進

地方分権改革 1 分権型社会の実現

災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進

災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 8 国際競争力強化に資するまちづくりの推進
都市整備 17 BRT整備推進のための制度の創設・拡充

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進

福祉・保健・医療 4 乳児用液体ミルクに関する規定整備

生活・産業 1 国際金融都市・東京の実現

生活・産業 4 外国人旅行者の受入環境整備の拡充

生活・産業 6 ライフ・ワーク・バランスの推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化

治安対策 2 サイバー攻撃対策の強化

治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化
地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進

行財政改革 2 公務員の働き方改革に向けた勤務条件の弾力化

行財政改革 3 地方消費税の清算基準の制度趣旨を踏まえた精緻化
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 15 道路・橋梁事業の推進

都市整備 19 無電柱化事業の推進

環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進

生活・産業 1 国際金融都市・東京の実現
生活・産業 4 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 6 ライフ・ワーク・バランスの推進
生活・産業 8 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
消防庁 治安対策 4 国民保護事案に関する対策の推進

都市整備 11 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進
都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
生活・産業 1 国際金融都市・東京の実現
生活・産業 3 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
生活・産業 3 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
治安対策 4 国民保護事案に関する対策の推進

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 6 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
生活・産業 1 国際金融都市・東京の実現
生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 学校における働き方改革の実現
スポーツ・青少年・教育 3 東京２３区の大学の定員抑制等の見直し【新規】

都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 3 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 4 乳児用液体ミルクに関する規定整備

生活・産業 6 ライフ・ワーク・バランスの推進
生活・産業 7 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 8 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 24 島しょ港湾等の防災対策の推進

環境・エネルギー 6 食品ロス削減施策の推進
生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 9 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

法務省

外務省

内閣府

総務省

事項名

警察庁

内閣官房

省庁別提案要求事項一覧

財務省

農林水産省

文部科学省

厚生労働省
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省庁名 区分 事項名

省庁別提案要求事項一覧

都市整備 19 無電柱化事業の推進
環境・エネルギー 1 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大
環境・エネルギー 2 水素社会の実現に向けた着実な取組
環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 6 食品ロス削減施策の推進

生活・産業 1 国際金融都市・東京の実現
生活・産業 4 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 6 ライフ・ワーク・バランスの推進
生活・産業 8 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実
生活・産業 9 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
都市整備 1 建築物の耐震化の推進
都市整備 2 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 3 総合的な治水対策の推進
都市整備 4 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 5 東京港の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 6 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 7 不法係留船対策の推進
都市整備 8 国際競争力強化に資するまちづくりの推進
都市整備 9 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 10 既存住宅ストックの活用促進
都市整備 11 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進
都市整備 12 外かく環状道路の早期完成
都市整備 13 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 14 国道等の整備推進
都市整備 15 道路・橋梁事業の推進
都市整備 16 鉄道駅のバリアフリー化の推進
都市整備 17 BRT整備推進のための制度の創設・拡充
都市整備 18 連続立体交差事業の推進
都市整備 19 無電柱化事業の推進
都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 21 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 22 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進
都市整備 23 震災にも強い東京港の機能強化
都市整備 24 島しょ港湾等の防災対策の推進

環境・エネルギー 2 水素社会の実現に向けた着実な取組
環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 4 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 5 道路環境対策の推進

生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 3 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和
生活・産業 4 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 6 ライフ・ワーク・バランスの推進
生活・産業 8 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
環境・エネルギー 1 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大
環境・エネルギー 2 水素社会の実現に向けた着実な取組
環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 6 食品ロス削減施策の推進

生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
防衛省 治安対策 4 国民保護事案に関する対策の推進

環境省

国土交通省

経済産業省
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局名 区分                                          事項名
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
生活・産業 1 国際金融都市・東京の実現
生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化

スポーツ・青少年・教育 3 東京２３区の大学の定員抑制等の見直し【新規】

青少年･治安
対策本部

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
行財政改革 2 公務員の働き方改革に向けた勤務条件の弾力化
災害対策 1 首都直下地震対策の具体的な推進
災害対策 2 帰宅困難者対策の推進
災害対策 3 国土強靱化の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
治安対策 4 国民保護事案に関する対策の推進

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進

地方分権改革 1 分権型社会の実現
行財政改革 1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向けた改革の推進
行財政改革 3 地方消費税の清算基準の制度趣旨を踏まえた精緻化

生活文化局 スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

オリンピック・パラリ
ンピック準備局

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

都市整備 1 建築物の耐震化の推進
都市整備 2 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 3 総合的な治水対策の推進
都市整備 4 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 8 国際競争力強化に資するまちづくりの推進
都市整備 9 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 10 既存住宅ストックの活用促進
都市整備 11 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストックの形成促進
都市整備 12 外かく環状道路の早期完成
都市整備 13 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 14 国道等の整備推進
都市整備 15 道路・橋梁事業の推進
都市整備 16 鉄道駅のバリアフリー化の推進
都市整備 17 BRT整備推進のための制度の創設・拡充
都市整備 18 連続立体交差事業の推進
都市整備 19 無電柱化事業の推進
都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進

環境・エネルギー 2 水素社会の実現に向けた着実な取組
環境・エネルギー 4 公園整備事業等の推進

生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

環境・エネルギー 1 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大
環境・エネルギー 2 水素社会の実現に向けた着実な取組
環境・エネルギー 3 気候変動対策の推進
環境・エネルギー 6 食品ロス削減施策の推進

生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
福祉・保健・医療 2 高齢社会対策の推進
福祉・保健・医療 3 保健医療施策の推進
福祉・保健・医療 4 乳児用液体ミルクに関する規定整備

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
病院経営本部 スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

福祉・保健・医療 1 少子社会対策の推進
生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
生活・産業 3 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和
生活・産業 4 外国人旅行者の受入環境整備の拡充
生活・産業 5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善
生活・産業 6 ライフ・ワーク・バランスの推進
生活・産業 7 障害者の就業支援策の一層の充実
生活・産業 8 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充実
生活・産業 9 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
都市整備 2 木造住宅密集地域の整備促進
都市整備 3 総合的な治水対策の推進
都市整備 4 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進
都市整備 6 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 7 不法係留船対策の推進
都市整備 9 市街地の開発に係る諸事業の推進
都市整備 12 外かく環状道路の早期完成
都市整備 13 高速道路網の整備推進及び有効活用等
都市整備 14 国道等の整備推進
都市整備 15 道路・橋梁事業の推進
都市整備 18 連続立体交差事業の推進
都市整備 19 無電柱化事業の推進

環境・エネルギー 4 公園整備事業等の推進
環境・エネルギー 5 道路環境対策の推進

スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援

所管局別提案要求事項一覧

政策企画局

総務局

財務局

建設局

主税局

都市整備局

環境局

福祉保健局

産業労働局
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局名 区分                                          事項名

所管局別提案要求事項一覧

都市整備 5 東京港の地震・津波・高潮対策の推進
都市整備 6 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及び海上公園の整備
都市整備 14 国道等の整備推進
都市整備 15 道路・橋梁事業の推進
都市整備 19 無電柱化事業の推進
都市整備 20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進
都市整備 21 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進
都市整備 22 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進
都市整備 23 震災にも強い東京港の機能強化
都市整備 24 島しょ港湾等の防災対策の推進
生活・産業 2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化
都市整備 16 鉄道駅のバリアフリー化の推進

環境・エネルギー 2 水素社会の実現に向けた着実な取組
水道局 環境・エネルギー 1 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大

下水道局 都市整備 3 総合的な治水対策の推進
スポーツ・青少年・教育 1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全面的支援
スポーツ・青少年・教育 2 学校における働き方改革の実現

治安対策 1 首都東京を守るテロ対応力の強化
治安対策 2 サイバー攻撃対策の強化
治安対策 3 総合的な治安対策の充実・強化

警視庁

交通局

港湾局

教育庁
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区分 所管課

地
方
分
権
改
革

1 分権型社会の実現

内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官（総括担当）、地方分権改革推進室
総務省自治財政局財政課、調整課、自治税務局企画課
財務省主計局主計官、主税局総務課

1 地方税財源の拡充と安定的な地方税体系の構築に向け
た改革の推進 総務省自治税務局都道府県税課

財務省主税局総務課

2 公務員の働き方改革に向けた勤務条件の弾力化 総務省自治行政局公務員部公務員課
3 地方消費税の清算基準の制度趣旨を踏まえた精緻化 総務省自治税務局都道府県税課
1 首都直下地震対策の具体的な推進 内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官、国土強靱化推進室

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）
国土交通省国土政策局総合計画課

2 帰宅困難者対策の推進 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
財務省大臣官房地方課
国土交通省住宅局市街地建築課
国土交通省鉄道局鉄道事業課鉄道サービス政策室

3 国土強靱化の推進 内閣官房国土強靱化推進室
1 建築物の耐震化の推進 【1～2】国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室、市街地建築課市街地住宅整備室

2 木造住宅密集地域の整備促進 【1】国土交通省都市局都市安全課
【2】国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室、市街地建築課市街地住宅整備室
【2】都市局都市安全課

3 総合的な治水対策の推進 【1】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、河川環境課、治水課
【1】砂防部砂防計画課、砂防部保全課、砂防部保全課海岸室
【2】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、下水道部下水道事業課
【3】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
【4】国土交通省水管理・国土保全局総務課、砂防部砂防計画課、砂防部保全課
【5～6】国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川環境課
【7】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課
【8】国土交通省水管理・国土保全局総務課、治水課、砂防部保全課海岸室

4 高規格堤防（スーパー堤防）事業の推進 国土交通省水管理・国土保全局総務課、河川計画課、治水課、都市局市街地整備課
5 東京港の地震・津波・高潮対策の推進 国土交通省港湾局計画課、海岸・防災課
6 オリンピック・パラリンピック競技会場等となる都立公園及

び海上公園の整備
財務省理財局国有財産業務課
国土交通省都市局公園緑地・景観課
国土交通省港湾局計画課、海洋・環境課

7 不法係留船対策の推進 国土交通省水管理・国土保全局水政課
8 国際競争力強化に資するまちづくりの推進 内閣府地方創生推進事務局

国土交通省都市局まちづくり推進課、都市計画課、市街地整備課、住宅局市街地建築課
9 市街地の開発に係る諸事業の推進 【1】国土交通省都市局市街地整備課

【2】国土交通省都市局市街地整備課、住宅局市街地建築課
【3】国土交通省住宅局市街地住宅整備室
【4】国土交通省都市局街路交通施設課、まちづくり推進課

10 既存住宅ストックの活用促進 【1】国土交通省住宅局住宅生産課
【2】国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室

11 マンションの適正な管理と円滑な再生による良質なストッ
クの形成促進

法務省民事局参事官室
国土交通省住宅局市街地建築課

12 外かく環状道路の早期完成 【(1)(2)】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、高速道路課、都市局都市政策課
　　　　　都市計画課、街路交通施設課
【(3)】国土交通省道路局総務課、企画課、道路経済調査室、国道・防災課、高速道路課
　　都市局都市計画課

13 高速道路網の整備推進及び有効活用等 【1(1)･(6)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市計画課、都市政策課
【1(1)･(5)】道路局総務課高速道路経営管理室、高速道路課、企画課、道路経済調査室
【1(1)･(5)】環境安全課、国道・防災課
【1(2)】国土交通省都市局街路交通施設課、都市政策課、道路局高速道路課、企画課
【1(3)・(5)】国土交通省都市局都市政策課、道路局高速道路課、企画課
【1(4)】国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室、総務課道路政策企画室
　　　　高速道路課、企画課
【2】国土交通省都市局都市政策課、道路局高速道路課、企画課、環境安全課
【2】道路交通管理課ITS推進室
【3】国土交通省道路局総務課高速道路経営管理室、総務課道路政策企画室、高速道路課
【3】企画課

14 国道等の整備推進 【1】国土交通省道路局企画課、国道・防災課、都市局市街地整備課
【2】国土交通省港湾局計画課

15 道路・橋梁事業の推進 【1】総務省自治税務局企画課
【1】国土交通省総合政策局総務課、土地・建設産業局総務課、都市局市街地整備課
【1】街路交通施設課、道路局企画課、国道・防災課、環境安全課
【2】国土交通省道路局環境安全課
【3】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課
【4】国土交通省港湾局計画課

16 鉄道駅のバリアフリー化の推進 【1～3】国土交通省総合政策局安心生活政策課、交通支援課、鉄道局都市鉄道政策課
【1～3】国土交通省観光庁外客受入参事官室

17 BRT整備推進のための制度の創設・拡充 国土交通省都市局街路交通施設課
国土交通省自動車局総務課企画室
国土交通省総合政策局公共交通政策部交通支援課
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）

18 連続立体交差事業の推進 【(1)】国土交通省都市局街路交通施設課、道路局企画課
【(2)】国土交通省都市局市街地整備課、街路交通施設課、道路局企画課
【(3)】国土交通省都市局街路交通施設課、道路局企画課
【(4)】国土交通省都市局街路交通施設課

19 無電柱化事業の推進 【1】総務省総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課
【1】経済産業省資源エネルギー庁電力基盤整備課
【1】国土交通省道路局国道・防災課、環境安全課、都市局市街地整備課
【2】国土交通省港湾局計画課
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区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

20 羽田空港の更なる機能強化と国際化の推進 【1】法務省入国管理局総務課
【1】財務省関税局監視課
【1】厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課
【1】農林水産省消費・安全局植物防疫課、動物衛生課
【1】国土交通省航空局総務課、航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課
【1】航空事業課、首都圏空港課、空港計画課、空港業務課
【1】交通管制部交通管制企画課、管制課、港湾局計画課
【2～3】国土交通省航空局航空ネットワーク部首都圏空港課、空港計画課

21 物流機能の強化等に向けた東京港整備の推進 国土交通省港湾局計画課
22 大型クルーズ客船ふ頭の整備推進 国土交通省港湾局計画課
23 震災にも強い東京港の機能強化 国土交通省港湾局計画課、海岸・防災課
24 島しょ港湾等の防災対策の推進 農林水産省水産庁漁港漁場整備部計画課、防災漁村課

国土交通省国土政策局離島振興課、港湾局計画課、海岸・防災課
1 再生可能エネルギーの本格的な普及拡大 【(1)(2)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備室

【(1)(2)(3)(4)(5)(6)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー
課
【(2)】環境省総合環境政策統括官グループ環境影響評価課
【(3)】環境省総合環境政策統括官グループ環境経済課
【（4)(5)】内閣官房総合海洋政策本部事務局
【(6)】環境省地球環境局地球温暖化対策課

2 水素社会の実現に向けた着実な取組
【(1)～(8) 】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
【(1)～(8) 】新エネルギーシステム課水素・燃料電池戦略室
【(2)】環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室
【(3)(4)】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課
【(4)】国土交通省自動車局環境政策課
【(5)(6)】経済産業省商務情報政策局産業保安グループ保安課高圧ガス保安室
【(7)】環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

4 公園整備事業等の推進 【1～2】国土交通省都市局公園緑地・景観課
5 道路環境対策の推進 国土交通省道路局企画課、国道・防災課、環境安全課
6 食品ロス削減施策の推進 農林水産省食糧産業局バイオマス循環資源課

経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室

【1(1)ア、イ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)ウ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)ウ】経済産業省産業技術環境局環境政策課
【1(1)エ】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【1(1)エ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)オ】厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
【1(1)オ】経済産業省産業技術環境局基準認証政策課
【1(1)オ】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【1(1)オ】国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課
【1(1)カ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)カ】経済産業省産業技術環境局環境政策課
【1(1)キ】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【1(1)キ】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【1(2)】総務省自治税務局企画課
【1(2)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(1)、(2)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【2(1)、(2)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【2(3)】経済産業省商務情報政策局製品安全課
【3(1)～(4)】国土交通省住宅局住宅生産課
【3(1)～(4)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【3(1)～(4)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【3(5)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
【3(5)】国土交通省住宅局住宅生産課
【3(6)】国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課
【3(6)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【3(7)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【3(7)】経済産業省産業技術環境局環境政策課
【3(7)】文部科学省大臣官房文教施設企画部計画課
【3(7)】厚生労働省医政局医療経営支援課
【4(7)】経済産業省製造産業局自動車課
【4(7)】国土交通省自動車局環境政策課
【4(7)】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課
【4(7)以外】経済産業省製造産業局自動車課
【4(7)以外】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課
【4(7)以外】省エネルギー対策課
【4(7)以外】国土交通省自動車局環境政策課
【4(7)以外】環境省水・大気環境局環境管理技術室、自動車環境対策課
【4(7)以外】地球環境局地球温暖化対策課
【5(1)(2)】国土交通省都市局街路交通施設課
【5(1)(2)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【6(1)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課
【6(1)】経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
【6(2)】経済産業省商務情報政策局情報通信機器課
  　　 環境省地球環境局地球温暖化対策課
【6(3)】経済産業省商務情報政策局情報経済課
【6(4)】環境省地球環境局地球温暖化対策課
【6(4)(5)】経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備室
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区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

1 少子社会対策の推進 【1】内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）
【1】厚生労働省子ども家庭局総務課、保育課、雇用環境・均等局職業生活両立課
【2】内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）
     厚生労働省子ども家庭局保育課
【2】財務省理財局国有財産企画課

2 高齢社会対策の推進 厚生労働省老健局老人保健課、高齢者支援課、振興課、認知症施策推進室
3 保健医療施策の推進 厚生労働省健康局健康課
4 乳児用液体ミルクに関する規定整備 厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課

内閣府消費者庁食品表示企画課
1 国際金融都市・東京の実現 内閣府地方創生推進事務局

経済産業省経済産業政策局産業資金課
経済産業省貿易経済協力局投資促進課
内閣府金融庁総務企画局政策課
法務省入国管理局総務課企画室
財務省
総務省

2 ＭＩＣＥ推進施策の抜本的な強化 国土交通省観光庁国際観光課
国土交通省観光庁参事官室（国際会議等担当）

3 外国人旅行者に対する査証発給要件の緩和 法務省入国管理局総務課
外務省領事局外国人課
国土交通省観光庁国際観光課外客誘致室

4 外国人旅行者の受入環境整備の拡充 (1)総務省総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課
　 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課
(2)内閣府金融庁監督局銀行第一課
   経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ商取引・消費経済政策課
(3)国土交通省観光庁観光戦略課
(4)国土交通省自動車局旅客課、鉄道局鉄道事業課鉄道サービス政策室
(1)、(2)、(4)、(5)国土交通省観光庁参事官（外客受入担当）
(6)国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課

5 都市農業の振興と都市農地の保全に向けた制度改善 ①財務省主税局税制第一課
①農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）
①国土交通省都市局都市計画課
②財務省主税局税制第一課
③財務省主税局税制第一課
④農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）
④国土交通省都市局公園緑地・景観課
④環境省自然環境局自然環境計画課
④国土交通省都市局公園緑地・景観課
④農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）
⑤財務省理財局国有財産企画課
⑤農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課（都市農業室）

6 ライフ・ワーク・バランスの推進 (1),(2)内閣府男女共同参画局推進課
(1),(2)総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通高度化推進室
(1),(2)厚生労働省労働基準局労働条件政策課
(1),(2)厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
(1),(2)経済産業省商務情報政策局サービス政策課
(1),(2)国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室

7 障害者の就業支援策の一層の充実 (1),(2)厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
8 職場における女性の活躍を推進する雇用就業施策の充

実
(1)厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課
(2)総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通高度化推進室
　 厚生労働省職業安定局首席職業指導官室
　 厚生労働省労働基準局労働条件政策課
　 厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
　 経済産業省商務情報政策局サービス政策課

 国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室
9 中小企業のビジネスチャンスの拡大を図る取組の推進 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局

経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループクールジャパン政策課
経済産業省中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課
農林水産省大臣官房政策課

1 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催への全
面的支援

内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局
警察庁生活安全局地域課、交通局交通規制課、警備局警備企画課、警備課
総務省大臣官房企画課、自治税務局企画課、情報通信国際戦略局技術政策課研究推進室
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室、移動通信課
法務省入国管理局総務課
外務省大臣官房外務報道官・広報文化組織人物交流室
財務省大臣官房総合政策課政策推進室、主計局主計官、大臣官房地方課広報推進室
文部科学省スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課、政策課、健康スポーツ課、国際課
文部科学省文化庁長官官房政策課、文化財部伝統文化課
文部科学省生涯学習政策局社会教育課
内閣府政策統括官（防災担当）付
厚生労働省医政局総務課、健康局結核感染症課
農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課外食産業室
農林水産省林野庁林政部木材産業課
経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループクールジャパン政策課
国土交通省総合政策局政策課、総合政策局公共事業企画調整課、住宅局住宅生産課木造住
宅振興室
国土交通省観光庁外客受入担当参事官付

2 学校における働き方改革の実現 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課、財務課、参事官(学校運営支援担当)

3 東京２３区の大学の定員抑制等の見直し【新規】 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
文部科学省高等教育局高等教育企画課大学設置室
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区分 所管課

提案要求先省庁所管課一覧
事項名

1 首都東京を守るテロ対応力の強化 【1(1)】警察庁警備局警備課、刑事局犯罪鑑識官
【1(2)】警察庁長官官房会計課
【1(3)】警察庁警備局警備企画課、外事情報部国際テロリズム対策課
【1(4)】警察庁警備局警備課、公安課、外事情報部国際テロリズム対策課

2 サイバー攻撃対策の強化 警察庁警備局警備企画課
3 総合的な治安対策の充実・強化 【1(1)】警察庁長官官房会計課

【1(2)】警察庁情報通信局通信施設課
【1(3)】警察庁情報通信局情報通信企画課
【1(4)】警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課
【2】警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課
【3】警察庁交通局交通規制課
【4】警察庁警備局警備課
【5】警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課
【6～7】警察庁生活安全局生活安全企画課

4 国民保護事案に関する対策の推進
(1)内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
(1)外務省アジア大洋州局長
(2)内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
(2)消防庁国民保護・防災部防災課国民保護運用室
(2)防衛省防衛政策局防衛政策課
(2)防衛省防衛政策局調査課
(2)防衛省統合幕僚監部参事官付
(3)内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
(3)消防庁国民保護・防災部防災課国民保護運用室
(4)内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付内閣参事官
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古紙パルプ配合率70％再生紙を使用しています
石油系溶剤を含まないインキを使用しています

背厚 8.3mm



背厚 8.3mm
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